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第１章 総  則 
 

第１節 計画の目的 

我が国の平和と国民の安全を確保するためには、日本国政府の平常時からの外交努力により、武力

攻撃の発生を未然に防ぐことが何よりも重要である。しかし、こうした外交努力にもかかわらず、国

民の安全に被害が及ぶ事態が発生し、またはそのおそれがある場合は、国や地方公共団体は、国民の

生命、身体および財産を保護する必要がある。 

⑴ この計画は、｢武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律｣（平成１６年法律

第１１２号。以下「法」という。）に基づき、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、

身体および財産を保護するため、市の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する

措置、武力攻撃災害への対処に関する措置、国民の協力その他の必要な事項を定めるものとする。 

⑵ また、福井県国民保護計画を受け、市全体として適切な態勢を整備し、市、県、指定地方行政機

関および指定公共機関等の防災関係機関が、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置（以

下｢国民保護措置｣という。）を的確かつ迅速に実施することを目的とする。 
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第２節 基本的な考え方 

第１ 基本的人権の尊重 

国民保護措置の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、救援のための物資の収用お

よび保管命令、救援のための土地、家屋および物資の使用、警戒区域の設定による退去命令等の実

施に当たって、国民の自由と権利に制限を加える場合は、その制限は当該国民保護措置を実施する

ため必要最小限のものとし、公用令書の交付等公正かつ適正な手続きの下に行わなければならない。 

第２ 国民の権利利益の迅速な救済 

⑴ 国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申し立てまたは訴訟その他の国

民の権利利益の救済に係る手続きについて、迅速な処理が可能となるよう、必要な処理体制を確

保するよう努める。 

⑵ これらの手続きに関連する文書を、鯖江市文書管理規程で定める期間保存することとし、武力

攻撃事態等が継続している場合および国民保護措置に関して不服申立てまたは訴訟が提起され

ている場合には保存期間を延長するなど、適切に保存する。また、武力攻撃災害による当該文書

の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管する等その保存には特段の配慮を払う。 

第３ 情報伝達体制の確立 

⑴ 武力攻撃事態等において、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情

報等について、正確な情報を適時かつ適切に提供する。 

⑵ 新聞、放送、インターネット等、各種広報手段を活用して、迅速に国民保護措置に関する情報

を提供するよう努める。 

第４ 要配慮者への配慮および国際人道法の的確な実施 

⑴  国民保護措置の実施に当たり、要配慮者に対しては、関係者に確実に情報が伝達されるよう

に配慮するとともに、避難や救援などの措置を的確かつ迅速に実施する。 

⑵ 外国人の安否情報の収集・提供、特殊標章等の交付等の国民保護措置の実施に当たり、国際的

な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。 

第５ 指定公共機関等の自主性の尊重 

指定公共機関および指定地方公共機関の国民保護措置の実施については、その自主性を尊重する。 

第６ 安全の確保 

⑴ 国民保護措置の実施に当たっては、国および県と連携協力し、その内容に応じ、国民保護措置

を実施する者の安全の確保に配慮する。 

⑵ 国民保護措置の実施に当たっては、その内容に応じ、国および県から入手した情報、武力攻撃

災害の状況その他必要な情報の提供を行うほか、県、鯖江・丹生消防組合消防本部等との連携を

密にすること等により、当該国民保護措置に従事する職員等の安全の確保に十分に配慮する。 

第７ 初動時体制の確立 

国から警報が発令された場合や武力攻撃事態等に係る兆候に関する情報を入手し、市長が必要と

認めた場合、市国民保護対策連絡室を設置し、国や県および関係機関との間で情報の共有を図り、

国民保護措置の迅速な実施に対応する。 

第８ 国民の自発的意思による協力 

国民保護措置の実施に関し、国民の協力はその自発的意思にゆだねられるものであり、その要請

に当たって強制にわたることがあってはならない。 
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第９ 関係機関相互の連携協力の確保 

国民保護措置の円滑な実施を図るため、国、県、他の市町その他関係機関と平常時から関係機関

相互の連携体制の整備に努める。 
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第３節 用語の意義 

この計画における主な用語の意義は、次のとおりとする。 

（住民関連） 

用  語 意    義 

避難住民等 避難住民および武力攻撃災害による被災者をいう。 

要配慮者 次のいずれかに該当する者をいう。 

１ 自分の身体に危険が差し迫った場合において、それを察知すること

が不可能または困難な者 

２ 自分の身体に危険が差し迫った場合において、それを察知しても適

切な行動をとることが不可能または困難な者 

３ 危険を知らせる情報を受け取ることが不可能または困難な者 

４ 危険を知らせる情報を受け取ることが可能であっても、それに対し

て適切な行動をとることが不可能または困難な者 

例えば、高齢者、障がい者、乳幼児、外国人等が考えられる。 

（武力攻撃関連） 

用  語 意    義 

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切

迫していると認められるに至った事態をいう。 

武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測さ

れるに至った事態をいう。 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態および武力攻撃予測事態をいう。 

緊急対処事態 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発

生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認

められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの

をいう。 

武力攻撃災害 武力攻撃により直接または間接に生ずる人の死亡または負傷、火事、

爆発、放射性物質の放出その他の人的または物的災害をいう。 

（避難、救援関連） 

用  語 意    義 

要避難地域 住民の避難が必要な地域をいう。 

避難先地域 住民の避難先となる地域（住民の避難の経路となる地域を含む。）を

いう。 

関係近接要避難地域 法第５４条第 1項に基づき、知事が、要避難地域に近接する地域の住

民をも避難させる必要があると認めた場合における当該地域をいう。 

要避難地域等 要避難地域および関係近接要避難地域をいう。 

緊急物資 避難住民等の救援に必要な物資および資材その他国民保護措置の実

施に当たって必要な物資および資材をいう。 

ＮＢＣ攻撃 核兵器（nuclear weapons）、生物兵器（biological weapons）または

化学兵器（chemical weapons）による攻撃をいう。  

（関係機関、施設関連） 

用  語 意    義 

指定行政機関 次に掲げる機関で、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立なら

びに国および国民の安全の確保に関する法律施行令（平成１５年政令第

２５２号。以下「事態対処法施行令」という。）で定めるものをいう。 

１ 内閣府、宮内庁ならびに内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）

第４９条第１項および第２項に規定する機関並びに国家行政組織法

（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項に規定する機関 

２ 内閣府設置法第３７条および第５４条ならびに宮内庁法（昭和２２
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年法律第７０号）第１６条第１項ならびに国家行政組織法第８条に規

定する機関 

３ 内閣府設置法第３９条および第５５条ならびに宮内庁法第１６条

第２項ならびに国家行政組織法第８条の２に規定する機関 

４ 内閣府設置法第４０条および第５６条ならびに国家行政組織法第

８条の３に規定する機関 

指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第４３条および第５７条

（宮内庁法第１８条第１項において準用する場合を含む。）ならびに宮

内庁法第１７条第１項ならびに国家行政組織法第９条の地方支分部局

をいう。）その他の国の地方行政機関で、事態対処法施行令で定めるも

のをいう。 

指定公共機関 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第

２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤十字社、

日本放送協会その他の公共的機関および電気、ガス、輸送、通信その他

の公益的事業を営む法人で、事態対処法施行令で定めるものをいう。 

指定地方公共機関 県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業

を営む法人、地方道路公社（地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）

第１条の地方道路公社をいう。）その他の公共的施設を管理する法人お

よび地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項の地方独立行政法人をいう。）で、あらかじめ当該法

人の意見を聴いて知事が指定するものをいう。 

指定公共機関等 指定公共機関および指定地方公共機関をいう。 

緊急消防援助隊 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４５条第１項に規定する

緊急消防援助隊をいう。 

生活関連等施設 法第１０２条第１項（発電所、ガスホルダー等）に規定する生活関連

等施設をいう。 

消防吏員等 消防吏員、警察官をいう。 

警察官等 警察官または自衛官をいう。 

警察署長等 警察署長または出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等（自衛隊法（昭和

２９年法律第１６５号）第７６条第１項、第７８条第１項もしくは第８

１条第２項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民

の保護のための実施を命ぜられた自衛隊の部隊等もしくは同法第７７

条の３第１項の規定により派遣を命ぜられた部隊等をいう。）の長をい

う。 

（原子力災害関連） 

用  語 意    義 

武力攻撃原子力災害 武力攻撃に伴って原子力事業所外（事業所外運搬の場合にあっては、

運搬に使用する容器外）へ放出される放射性物質または放射線による被

害をいう。 

応急対策 武力攻撃原子力災害の発生またはその拡大を防止するための応急の

対策をいう。 

応急対策実施区域 応急対策を実施すべき区域をいう。 

事後対策 法第１０５条第１３項において読み替えて準用する原子力災害対策

特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）第

２７条第１項の事後対策をいう。 

原子力防災管理者 原災法第９条第１項の原子力防災管理者をいう。 

事業所外運搬 原災法第２条第２号に規定する事業所外運搬をいう。 

原子力事業者 原災法第２条第３号に規定する原子力事業者をいう。 
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第４節 計画の構成等 

第１ 計画の構成 

この計画は、次の６章からなる。 

第１章 総則 

第２章 平常時の備え 

第３章 実施体制 

第４章 避難および救援 

第５章 武力攻撃災害への対処等 

第６章 施設の復旧と生活の安定 

第２ 鯖江市地域防災計画等との関係 

この計画は、法に基づき、武力攻撃事態等に対処するためのものであるのに対し、『鯖江市地域

防災計画』は、災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号。以下「災対法」という。）

に基づいて、台風や地震などの自然災害または大規模事故などに対処するもので、別の法体系によ

る計画である。 

しかし、災害の発生原因は異なるものの、その災害の態様およびこれらへの対処には類似性があ

ると考えられる。この計画では武力攻撃事態等における特有の事項について定めており、この計画

に定めのない事項については、『鯖江市地域防災計画』等の定めの例により対応する。 

第３ 計画の周知徹底 

市は、防災関係機関および住民に対し、自然災害や事故などの災害との関連も含めてこの計画の

性質や基本的な考え方などの周知を図る。 

第４ 計画の変更 

今後、この計画の基準となる国の基本指針および福井県国民保護計画が修正される場合もある。

また、今後の国際情勢の変化により、想定する武力攻撃事態そのものの見直しもあり得る。そうし

た場合、直ちに計画の見直しを行い、必要に応じて計画を変更する。 

なお、この計画を変更するときは、法第３９条第３項の規定に基づき、あらかじめ、法第３９条

第１項の規定により設置された鯖江市国民保護協議会に諮問し、その意見を尊重するとともに、広

く関係者の意見を求めるように努める。 

 

〈資料編〉 

１－４－１ 鯖江市国民保護協議会条例 
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第５節 地域の特性 

第１ 地形 

鯖江市は、福井県嶺北地方のほぼ中央にあって、北は福井市、南は越前市、西は越前町と隣接し

ている。東西１９．２ｋｍ、南北８．３ｋｍにわたり面積は８４．５９ｋ㎡である。市のやや西部

を日野川が南北に流れ、東方に河和田川が鞍谷川と合流し、浅水川に流れている。東方は三方が山

地に囲まれ盆地状の平地となっているが、他はほとんど平坦部に属し越前平野の一部をなしている。 

第２ 気候 

本市の属する福井県は、本州日本海側のほぼ中央に位置し、いわゆる日本海側気候である。冬季

には降雪があり、年間降水量は約２，６００ミリとなっている。 

第３ 人口 

本市が市制を施行した昭和３０年の人口は４万人をわずかに超えるものであったが、その後順調

な伸びをみせ、昭和６０年には６万人を突破し、令和２年１０月実施の国勢調査結果においては６

８，３０２人となっている。 

年齢別人口構成比では、老年人口が２７．６％で、老齢化現象は、一層進展の傾向を示している。 

また、本市産業人口を産業別従業者数構成でみると、令和２年１０月実施の国勢調査結果におい

て、第１次産業１．５％、第２次産業４０．１％、第３次産業５８．３％となっている。 

第４ 道路の位置等 

道路は、南北方向には、本市の中心を国道８号、国道４１７号線、北陸自動車道および市道有定

鳥羽線が、東側を県道福井今立線が、西側を県道石田家久停車場線および県道福井朝日武生線がの

び、福井市および越前市と繋がっている。 

また、東西方向には国道４１７号が、中心部から東側に向かって県道徳光鯖江線、県道鯖江美山

線、県道鯖江今立線が、中心部から西側に向かって県道鯖江清水線、県道青野鯖江線、県道鯖江織

田線がのび、市内の東西の連絡道路となっている。 

第５ 鉄道の位置等 

鉄道は、本市の中心を南北方向に、ＪＲ西日本北陸本線および福井鉄道福武線がのび、福井市お

よび越前市と繋がっており、ＪＲ西日本鯖江駅、福井鉄道西鯖江駅をはじめとする、８の駅がある。 

第６ その他 

市の北西部には、陸上自衛隊第３７２施設中隊の駐屯地がある。 

 

〈資料編〉 

１－５－１ 河川の現況 

１－５－２ 人口 

１－５－３ 道路の現況 
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第６節 計画の対象となる事態 

第１ 武力攻撃事態の類型 

武力攻撃事態について、国が示している類型は、次のとおりである。 

 類       型 

武
力
攻
撃
事
態 

地上部隊が航空機や船舶により着上陸する攻撃 

ゲリラや特殊部隊による攻撃 

・主要な公共施設の占拠または破壊 

・原子力発電所の中央制御室の占拠または冷却機能の破壊 

弾道ミサイル攻撃 

・通常弾頭 

・核弾頭 

・生物剤弾頭 

・化学剤弾頭 

航空機による攻撃 

第２ 緊急対処事態の類型および対応 

緊急対処事態について、国が示している類型は、次のとおりである。 

なお、武力攻撃事態は、相手の国による武力攻撃が該当するのに対し、緊急対処事態は、武力攻

撃に準じた手段で、多数の人を殺傷する大規模テロ等が該当する。 

緊急対処事態における緊急対処保護措置については、法令、国の基本指針およびこの計画で定め

るところにより、警報の通知および伝達に関するもの以外は、武力攻撃事態等における国民保護措

置を準用して対応する。 

 類       型 

緊
急
対
処
事
態 

危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

・原子力事業所等の破壊 

・石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

・危険物積載船への攻撃 

・ダムの破壊 

多数の人が集合する施設および大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

・大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破 

・列車等の爆破 

多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

・放射性物質を混入させた爆弾(ダーティボム)等の爆発による放射能の拡散 

・炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布 

・市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布 

・水源地に対する毒素等の混入 

破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

・航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ 

・弾道ミサイル等の飛来 
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第７節 市の責務および関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

第１ 市の責務 

市（市長およびその他の執行機関をいう。以下同じ。）は、武力攻撃事態等ににおいて、法、国

が定める基本指針、福井県国民保護計画および鯖江市国民保護計画に基づき、武力攻撃事態等にお

いて、住民の協力を得つつ、警報の伝達、避難住民の誘導など国民保護措置を的確かつ迅速に実施

し、市の区域内において関係機関が実施する国民保護措置を、総合的に推進する。 

第２ 処理すべき事務または業務 

国民保護措置について、市、市を管轄する消防および警察機関、県、自衛隊、指定地方行政機関、

指定公共機関等は、おおむね次に掲げる業務を処理する。 

⑴ 鯖江市 

機 関 名 処理すべき事務または業務 

鯖江市 ⑴ 鯖江市国民保護協議会に関する事務 

⑵ 国民保護措置に関する組織の整備 

⑶ 国民保護措置に関する知識の普及および訓練 

⑷ 鯖江市国民保護対策本部等に関する事務 

⑸ 国民保護措置に関する情報の伝達 

⑹ 武力攻撃事態等における住民の避難誘導に関する措置 

⑺ 武力攻撃事態等における避難住民等の救援に関する措置 

⑻ 緊急輸送および必要物資の調達 

⑼ 安否情報の収集および提供 

⑽ 武力攻撃災害への対処に関する措置 

⑾ 防疫および廃棄物処理に関する措置 

⑿ 応急復旧およびライフラインの確保 

⒀ ボランティアに関する支援 

⒁ 被災公共施設の復旧 

⒂ 市の管轄区域内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整 

⑵ 消防機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務 

鯖江・丹生消防組合 

消防本部 

（鯖江消防団） 

⑴ 消防活動に関する措置 

⑵ 住民の避難誘導、救助、救急等 

⑶ 警察機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務 

鯖江警察署 ⑴ 住民の避難誘導および救助 

⑵ 警戒区域、防護対策を講ずるべき区域における立入制限および 

警戒警備 

⑶ 緊急交通路の確保等の交通規制 

⑷ 県 

機 関 名 処理すべき事務または業務 

福井県 ⑴ 福井県国民保護協議会に関する事務 

⑵ 国民保護措置に関する施設および組織の整備 

⑶ 国民保護措置に関する知識の普及および訓練 

⑷ 福井県国民保護対策本部等に関する事務 

⑸ 国民保護措置に関する情報の伝達 

⑹ 武力攻撃事態等における住民の避難に関する措置 

⑺ 武力攻撃事態等における避難住民等の救援に関する措置 
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⑻ 緊急輸送および必要物資の調達 

⑼ 安否情報の収集および提供 

⑽ 武力攻撃災害への対処に関する措置 

⑾ 防疫および廃棄物処理に関する措置 

⑿ 応急復旧およびライフラインの確保 

⒀ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他国民生活 

の安定に関する措置の実施 

⒁ ボランティアに関する支援 

⒂ 被災公共施設の復旧 

⒃ 国民保護措置に関する行政機関、公共機関および市町相互間の

連絡調整 

⒄ 市が処理する事務の指示および支援 

⑸ 自衛隊 

機 関 名 処理すべき事務または業務 

陸上自衛隊 

海上自衛隊 

航空自衛隊 

⑴ 武力攻撃事態等における人命および財産の保護 

⑵ 武力攻撃事態等における国民保護措置の支援 

⑹ 指定地方行政機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務 

１ 中部管区警察局 ⑴  管区内各県警察の国民保護措置ならびに相互援助の指導およ

び調整 

⑵  他管区警察局との連携 

⑶  管区内各県警察および関係機関等からの情報収集および報告

連絡 

⑷  警察通信の確保および統制 

２ 北陸総合通信局 ⑴  電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

⑵  電波の監督管理、監視ならびに無線の施設の設置および使用

の規律に関すること 

⑶  非常事態における重要通信の確保 

⑷  非常通信協議会の指導育成 

３ 北陸財務局 

 （福井財務事務所） 

⑴  地方公共団体に対する災害融資 

⑵  金融機関に対する緊急措置の指示 

⑶  普通財産の無償貸付 

⑷  被災施設の復旧事業費の査定の立会 

４ 大阪税関 

 （敦賀税関支署） 

⑴  輸入物資の通関手続 

５ 近畿厚生局 ⑴  救援等に係る情報の収集および提供 

６ 福井労働局 ⑴  被災者の雇用対策 

７ 北陸農政局 

 （福井県拠点） 

⑴  武力攻撃災害対策用食料の確保と引渡に関する県および本省

との連絡調整 

⑵  農業関連施設の応急復旧 

８ 近畿中国森林管理局 

 （福井森林管理署） 

⑴ 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給 

９ 近畿経済産業局 ⑴ 救援物資の円滑な供給の確保 

⑵ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

⑶ 被災中小企業の振興 

⑷ 電気・ガス・工業用水道の供給の確保に係る指導・要請 

10 中部近畿産業保安監

督部近畿支部 

⑴  電気、火薬類、都市ガス、高圧ガス、液化石油ガス施設の保

全 

⑵  鉱山における災害時の応急対策 
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11 近畿地方整備局 

 （福井河川国道事務所） 

（九頭竜川ダム統合管理事務所） 

（足羽川ダム工事事務所） 

⑴  被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

12 北陸地方整備局 

 （敦賀港湾事務所） 

⑴  港湾施設の使用に関する連絡調整 

⑵  港湾施設の応急復旧 

13 中部運輸局 

 （福井運輸支局） 

⑴  運送事業者への連絡調整 

⑵  運送施設および車両の安全保安 

14 大阪航空局 

 （小松空港事務所） 

⑴  飛行場使用に関する連絡調整 

⑵  運送施設および車両の安全保安 

15 東京航空交通管制部 ⑴  航空機の安全確保に係る管制上の措置 

16 東京管区気象台 

 （福井地方気象台） 

⑴  気象状況の把握および情報の提供 

17 中部地方環境事務所 ⑴ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集および提供 

⑵ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情

報収集 

18 大阪防衛施設局 ⑴ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

⑵ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

19 中部経済産業局 ⑴ 電気の供給の確保に係る指導・要請 

20 中部近畿産業保安監

督部 

⑴ 電気の保全 

⑺ 指定公共機関等 

機 関 名 処理すべき事務または業務 

１ 災害研究機関 

  国立研究開発法人日

本原子力研究開発機

構 

⑴ 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

２ 医療事業者 

  日本赤十字社 

⑴ 武力攻撃災害時における被災者の救助、保護 

⑵ 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

⑶ 義援金品の募集および配分 

３ 医療事業者 

  独立行政法人国立病

院機構 

一般社団法人福井県

医師会  

⑴ 武力攻撃災害時における医療救護活動の実施 

４ 公共的施設の管理者 

  中日本高速道路㈱ 

  西日本高速道路㈱ 

⑴ 道路および防災施設の維持管理 

⑵ 武力攻撃事態等における道路交通の確保 

⑶ 被害施設の復旧 

５ 電気事業者 

  関西電力㈱ 

  北陸電力㈱ 

  電源開発㈱ 

  日本原子力発電㈱ 

⑴ 施設の整備および防災管理 

⑵ 武力攻撃事態等における電力供給の確保 

⑶  災害対策の実施と被災施設の復旧 

［原子力事業者］ 

⑷ 放射線測定設備および原子力防災資機材の整備 

⑸ 応急対策の実施 

⑹ 事後対策の実施 

６ 運送事業者 

  新日本海フェリー㈱ 

  公益社団法人福井県 

  バス協会 

  西日本旅客鉄道㈱ 

⑴ 施設等の整備および安全輸送の確保 

⑵ 武力攻撃事態等における物資および人員の緊急輸送 

⑶ 被災施設の復旧 
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  日本貨物鉄道㈱ 

  福井鉄道㈱ 

  えちぜん鉄道㈱ 

  一般社団法人福井県 

  トラック協会 

７ 電気通信事業者 

  西日本電信電話㈱ 

  ＫＤＤＩ㈱ 

  ㈱ＮＴＴドコモ 

  ソフトバンク㈱ 

⑴ 電気通信施設の整備および防災管理 

⑵ 武力攻撃事態等における優先通信の確保 

⑶ 被災通信施設の復旧 

８ 放送事業者 

  日本放送協会 

  福井放送㈱ 

  福井テレビジョン 

  放送㈱ 

  福井エフエム放送㈱ 

⑴ 警報等の内容の放送 

９ 金融機関 

  日本銀行 

⑴ 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

⑵ 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保

を通じた信用秩序の維持 

10 日本郵便㈱ ⑴ 武力攻撃事態等における郵便業務の確保 

11 ガス事業者 

  一般社団法人福井県 

  ＬＰガス協会 

⑴ ガスの供給 

⑻ 公共的団体および防災上必要な施設の管理者 

機関名 事務または業務 

１ (社)市医師会 (1)原子力災害時における医療救護活動の実施 

２ 福井県農業 

協同組合 

(1)農産物の出荷制限等応急刻策の指導 

(2)組合員に対する融資またはそのあっせん 

(3)食糧供給支援 

３ 南越森林組合 (1)林産物の出荷制限等応急対策の指導 

(2)組合員に対する融資またはそのあっせん 

４ 鯖江商工会議所 (1)商工業者に対する融資またはそのあっせん 

(2)救助用物資および復旧資材の確保、協力ならびにあっせん 

５ 鯖江観光協会 (1)観光客への広報協力 

(2)旅館および観光業者への周知協力 

６ 鯖江消防団 (1)住民の避難誘導 

(2)避難地区の巡回 

７ 鯖江市防犯隊 (1)住民の避難誘導および救助 

(2)警戒地区の警戒協力 

８ 病院等医療施設 (1)避難訓練の実施 

(2)原子力災害時における負傷者の医療、助産救助等への協力 

９ 鯖江市社会福祉協議

会 

(1)要配慮者の収容 

(2)ボランティアの受入れ配備 

(3)義援金の受付 

10 社会福祉施設 (1)避難訓練の実施 

(2)原子力災害時における入所者の保護 

11 福井県薬剤師会 

  鯖江支部 

(1)原子力災害時における医療救護活動の実施 

12 丹南ケーブル 

テレビ株式会社 

(1)原子力災害時における情報伝達に関すること 

13 金融機関 (1)被災事業者等に対する資金の融資 
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14 公共的輸送機関 

・県トラック協会 

鯖江支部 

(1)原子力災害時における物資および人員の緊急輸送 

15 学校法人 (1)原子力防災に関する知識の普及および指導 

(2)原子力災害時における生徒・学生の退避・避難に関する体制の確立

および実施 

16指定管理施設 

 

(1)退避施設としての協力 

(2)避難訓練の実施 
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第８節 関係機関との連携 

第１ 対策本部相互の連携体制 

鯖江市国民保護対策本部（以下「市対策本部」という。）、福井県国民保護対策本部（以下「県対

策本部」という。）および事態対策本部（以下「国対策本部」という。）は、相互に緊密な連携を図

りつつ、国民保護措置を総合的に推進する。 

また、市対策本部の本部長（以下「市対策本部長」という。）は県対策本部の本部長（以下「県

対策本部長」という。）に対して、国民保護措置に関する総合調整を行なうよう要請できる。 

第２ 県および指定地方行政機関との連携体制 

市は、武力攻撃事態等において、県の避難の指示を受けて、住民への伝達および避難誘導を行う

ほか、県と協力して救援活動等を実施する。これらの国民保護措置が的確かつ迅速に実施できるよ

うに平常時から県および指定地方行政機関との連携体制を強める。 

第３ 鯖江・丹生消防組合消防本部との連携体制 

市は、武力攻撃事態等における鯖江・丹生消防組合消防本部による消火活動や被災住民の救急救

助活動が重要であることを考慮し、鯖江・丹生消防組合消防本部の人員および鯖江消防団員、所有

する資機材などの現状等について把握し、必要な装備等において鯖江・丹生消防組合消防本部と協

議し、整備に努める。 

また、緊急消防援助隊による人命救助活動や消防機関相互のＮＢＣ攻撃による災害に対応するた

めの物資および資機材の提供等の支援体制の整備に努める。 

第４ 関係市町との連携体制 

市は、関係市町との間で、食糧、水、生活必需品、医薬品等の備蓄品および所要の資機材の調達

に関し応援協定を締結するなど、平常時から連携体制の充実に努める。 

また、国民保護措置の実施のため、事務の全部または一部を関係市町に委託する場合に備え、必

要に応じ調整を図る。 

第５ 指定公共機関等との連携体制 

市は、指定公共機関等による避難住民の輸送および救援、避難施設における臨時の通信設備の設

置等が重要であることから、平常時からこれらの機関と情報連絡を密にし、これらの事務が円滑に

行われるよう協力する。 

第６ 医療機関との連携体制 

市は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう、鯖江・丹生消防組合消防本部とと

もに、災害拠点病院である公立丹南病院および鯖江市医師会等との連絡体制を確認するとともに、

平素からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。 

第７ 公共的団体との連携体制 

市は、住民の避難、救護等について協力を得ることができる公共的団体と平常時から情報連絡を

密にし、武力攻撃事態等において迅速かつ的確な対応ができるよう、連携体制を整備する。 

第８ 自主防災組織との連携体制 

市は、住民への避難の指示の伝達、避難の誘導や救援活動等が重要であることから、平常時から

自主防災組織や町内会などの地域防災組織との連携体制を強め、一体となって訓練や住民の自主的

活動の育成等に取り組む。 
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第２章 平常時の備え 
 

第１節 組織および体制の整備 

第１ 組織の整備 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、平常時の各部局および対策本部等における

事務分担、職員の配置、職員間の伝達系統等をあらかじめ規定しその組織の整備を図る。 

第２ 防災体制と併せた体制の整備 

市は、常備消防体制と連携を図りつつ当直等の強化を図るなど、２４時間即応可能な体制の整備

に努める。また、防災体制と併せて、県や関係機関と的確かつ迅速に警報や避難の指示の受信、伝

達など連絡のできる体制を確立する。 

第３ 対策本部の機能の確保 

市は、対策本部が設置された場合、その機能が発揮できるよう、平常時から、交代要員の確保や

その他職員の適切な配置、飲料水や食糧、燃料等の備蓄、自家発電設備の確保等に努める。 
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第２節 訓練 

第１ 訓練の実施 

⑴ 実施主体 

市長は、消防団、自主防災組織と連携し、国、県、隣接の市町および関係機関の協力を得て、

それぞれまたは共同して、必要な訓練を行うよう努める。 

⑵ 防災訓練との連携 

訓練の実施に当たっては、災対法第４８条第１項の防災訓練との有機的な連携を図るよう配慮

するとともに、多様な形態の武力攻撃事態を想定して、より実践的な訓練になるよう努める。 

⑶ 住民等の参加 

市長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、住民に対し、訓練への参加について協力を要

請する。また、市長は、要配慮者についての情報伝達、避難誘導の方法等を訓練の内容に含める

とともに、要配慮者や女性の訓練への参加を促進するよう努める。 

⑷ 評価 

市長は、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにするよう努める。 

第２ 訓練の種別 

⑴ 実動訓練 

市は、関係機関と連携して、それぞれまたは共同して、次の訓練を実施する。なお、担当職員

の資質の向上や国民保護計画の実効性を確保するため、県および国と連携してまたは共同して訓

練を行う場合もある。 

ア 通信連絡訓練 

武力攻撃災害時における通信情報連絡を的確かつ迅速に実施できるよう、連絡体制の整備を

図るとともに、通信用機材の操作等について習熟度を向上させるための訓練を実施する。 

イ 非常通信連絡訓練 

武力攻撃事態等において、有線通信系統が不通となり、または利用することが著しく困難に

なった場合に備え、無線通信系統の円滑な利用を図り、北陸地方非常通信協議会の構成機関が

所有する無線局による県、市町および各防災関係機関との通信を確保するための訓練を実施す

る。 

ウ 情報連絡訓練 

国民の保護に関する情報、指示、命令および報告を円滑に実施できるよう、連絡体制の強化

を図るための訓練を実施する。 

エ 非常招集（参集）訓練 

応急活動を実施するために必要な職員の招集または参集が迅速かつ確実に実施できるよう、

抜き打ちによる非常招集（参集）訓練を実施する。 

オ 救助救護訓練 

迅速かつ的確な救助および救護を実施するため、おおむね次の事項について訓練を実施する。 

(ア) 避難 

(イ) 炊き出しおよび給水 

(ウ) 物資輸送 

(エ) 医療助産 
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(オ) 救出 

⑵ 避難訓練 

ア 市内における避難のための訓練 

市は、関係機関と連携して、それぞれまたは共同して、武力攻撃事態等において、迅速に住

民が避難できるよう、地域、学校、社会教育施設、事業所、交通機関等において、あらゆる状

況を想定した避難訓練を実施する。 

イ 広域的な避難のための訓練 

市は、県および隣接する市町と共同して、大規模な武力攻撃事態等において、市の区域を越

えた避難誘導および避難住民の受入れを円滑に実施するための避難訓練を実施する。 

⑶ 図上訓練 

市および関係機関は、共同して、随時、武力攻撃事態等における応急活動を的確かつ迅速に実

施するための図上における訓練を実施する。 

第３ 訓練に関する普及啓発 

市および関係機関は、各種訓練の対象者となる住民に対して、市の広報など多様な媒体を通じて、

訓練に関する普及啓発を行い、住民の訓練への参加意識の高揚を図る。 

第４ 訓練のための通行規制 

市は、訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、県および県公安委員会と

協議し、当該訓練の実施に必要な限度において、区域または道路の区間を指定して、歩行者または

車両の道路における通行を禁止し、または制限することを要請する。 
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第３節 備蓄 

第１ 防災資機材の整備 

市は、あらかじめ防災資機材の整備充実に努めるとともに、各地区に設置されている防災資機材

倉庫に保管し、保有する防災資機材を随時点検し、保管に万全を期する。 

⑴ 防災資機材の整備 

整備を必要とする防災資機材は次のとおりとする。 

ア 一般救助用器具 

イ 重量物排除用器具 

ウ 切断用器具 

エ 破壊用器具 

オ 測定用器具 

カ 呼吸保護用器具 

キ 救助要員保護用器具 

ク その他の救助用器具 

⑵ 防災資機材の点検等 

保有する防災資機材の点検項目は次のとおりとし、結果は常に記録しておくとともに、資機材

に損傷、欠落等が発見されたときは、修理・補充等必要な措置を講ずる。 

ア 機械類 

(ア) 不良箇所の有無 

(イ) 機能試験の実施 

(ウ) その他 

イ 機材類 

(ア) 種類、規格および数量の確認 

(イ) 不良品の有無 

(ウ) 薬剤等効能の確認 

(エ) その他 

⑶ 防災資機材の要請等 

緊急時防災資機材が不足した場合、市は必要に応じ民間業者等に資機材を要請する。 

第２ 飲料水、食糧および生活必需品の備蓄 

⑴ 市は、住民に対し、家庭内の飲料水、食糧および生活必需品の備蓄について普及啓発を図る。 

⑵ 市は、各避難所または町内会単位で飲料水、食糧および衛生用品等を含めた生活必需品の分散

備蓄を行い、応急時においてこれを供給する。 

⑶ 市は、応急時において市における備蓄物資では供給が不足する場合に、県に対して、広域圏ご

とに分散備蓄している物資の供給を要請する。 

⑷ 市は、上記の物資をもってしても供給が不足する場合においても、必要な物資等を調達するこ

とができるよう、民間事業者等との間で、あらかじめ協定を締結するなど、必要な体制の整備に

努める。 

第３ 自然災害等における備蓄との関係 

市は、住民の避難および避難住民の救援のために備蓄する物資および資材について、災対法の規
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定による備蓄と相互に兼ねるものとする。 

第４ 個人備蓄の推進 

市は、市民に対し、飲料水、食糧および生活必需品の備蓄を行うよう啓発を行い、個人備蓄の推

進を図る。特に、要配慮者に対しては、やわらかい食品や紙おむつ等特別に必要となる物資につい

て、個人備蓄の推進を図る。 

 

〈資料編〉 

２－３－１ 防災資機材等一覧表 
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第４節 市が管理する施設および設備の整備および点検等 

第１ 施設および設備の整備および点検 

市は、国民保護措置の実施も念頭におきながら、その管理する施設および設備について、整備し、

または点検する。 

第２ ライフライン施設の機能の確保 

市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、自然災害に対する既存の予防

措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保に努める。 

第３ 復旧のための各種資料等の整備等 

市は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の成果、不動産登

記その他土地および建物に関する権利関係を証明する資料等について、既存のデータ等を活用しつ

つ整備し、その適切な保存を図り、およびバックアップ体制を整備するよう努める。 

 

〈資料編〉 

２－４－１ 上水道施設の現況 

２－４－２ 下水道事業の現況 

２－４－３ 上水道施設一覧表 
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第５節 医療救護体制の整備 

第１ 医療救護体制の整備 

市は、武力攻撃災害時に迅速に医療活動が実施されるよう、県の医療救護活動を支援する体制を

整備する。 

⑴ 初期医療体制の整備 

市は、自主防災組織等による軽症の負傷者等の応急救護など、県の救護班の活動を支援する体

制の整備に努める。 

⑵ 医薬品等の確保 

保健センター等を中心に医薬品等の備蓄に努め、県が設置する救護所の活動を支援する。 

第２ 救急救助体制の整備 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、医療機関または他の消防機関と平常時から連携を密にしておく

とともに、適宜訓練を実施するなど救急救助体制の整備を図る。 

また、ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合には特殊な装備で現場に臨む必要があることから、

防護服等資機材の整備を進める。 

 

〈資料編〉 

２－５－１ 医療機関一覧表 
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第６節 要配慮者支援体制 

第１ 組織体制の強化 

⑴ 要配慮者支援体制の整備 

市は、福祉担当課と防災担当課を中心とした横断的な組織として、自然災害や武力攻撃事態等

に要配慮者を支援するための要配慮者対策班を設置し、要配慮者の避難支援業務を的確に実施す

る。 

⑵ 関係部局・機関等の間の連携強化 

市は、要配慮者避難支援体制を構築するために、防災、福祉関係機関・団体等と行政で相互の

連携を深めるとともに、ネットワークを構築する。また、消防団や自主防災組織等、従来から地

域防災の中心となっている団体等への情報伝達責任者を明確にするとともに、消防団、自主防災

組織等は、一部の構成員に過度な負担をかけないこと、不在時を想定した複数ルート化等に配慮

しつつ、伝達網を整備するよう努める。 

⑶ 社会福祉施設等における対策の要請 

市は、社会福祉施設等の管理者に対し、次の事項に留意し、組織体制の整備を図るよう要請す

る。 

ア 災害時の迅速、的確な対応のため、動員体制、非常招集体制、緊急連絡体制、避難誘導体制

等を明確にした施設内の計画を作成するなど、組織体制を整備する。 

イ 利用者および従事者等に対して、避難経路および避難所を周知し、基本的な行動がとれるよ

う研修、訓練等を定期的に実施する。 

ウ 市、県、施設相互間、自主防災組織および地域住民等との連携による応援協力体制の整備に

努める。 

第２ 支援体制の整備 

⑴ 実情の把握 

市は、要配慮者の避難、救援等を適切に行うため、町内会、民生委員児童委員、自主防災組織

等の協力を得ながら、要配慮者の状況を把握し、在宅保健・福祉サービスの提供等を通じ、災害

時に支援等の必要な対象者や介護体制の有無等について、住民のプライバシーに十分な配慮を行

いつつ、その実情の把握に努める。 

⑵ 避難行動要支援者避難支援プランの活用 

市および関係機関は、鯖江市地域防災計画に定める避難行動要支援者にあっては避難行動要支

援者避難支援プランを活用するものとし、その他の要配慮者についても避難行動要支援者避難支

援プランに準じた避難支援体制の整備に努める。 

なお、要配慮者に関する情報は、個人情報保護に配慮した上で、県および各関係機関と共有に

努める。 

⑶ 町内会等の協力による支援体制の整備 

要配慮者の支援は自助・地域（近隣）の共助を基本とし、市は、町内会、民生委員児童委員、

自主防災組織等の協力を得て、要配慮者および避難支援者までの迅速・確実な情報の伝達、避難

誘導の実施、救出・救護の実施等が行えるようその支援体制の整備に努める。 

⑷ 県健康福祉センター等との連絡・連携体制の整備 

市は、県健康福祉センター、児童相談所等の相談機関、保健福祉サービスセンター等との連絡・
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連携体制の整備に努める。 

⑸ 介護体制の整備 

市は、在宅介護支援センター、福祉サービスセンターおよび社会福祉協議会等と連携し、災害

時における介護体制の整備に努める。 

第３ 避難路等 

⑴ 市は、平坦で幅員の広い避難路、車いすも使用できる避難所、大きな字で見やすい標識、外国

語表記等の整備に努める。 

⑵ 市は、要配慮者に対し、災害時において緊急に連絡ができ、安全の確保が図られるよう緊急通

報機器（インターネット、電子メール等含む。）の整備または活用を図る。 

第４ 武力攻撃災害に関する知識の普及 

市は、県と協力して、要配慮者に対して実情に配慮した武力攻撃災害に関する知識の普及啓発

を行う。 

また、外国人に対しては、外国語版の作成などについて配慮する。 

第５ 国民保護訓練における配慮事項 

市は、国民保護訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮するとともに、地域において要配慮者

を支援する体制が整備されるよう努める。 

第６ 要配慮者に対する配慮 

市は、要配慮者に対する武力攻撃災害に関する対策を講ずるに当たっては、次のとおり配慮す

る。 

⑴ 要配慮者の安否確認および必要な支援の内容の把握 

⑵ 生活支援のための人材確保 

⑶ 要配慮者の実情に応じた情報の提供 

⑷ 粉ミルクや柔らかい食品など特別な食品を必要とする者に対する当該食品の確保および提供 

⑸ 障がいの状況等に応じた介助用品または補装具の確保または提供 

⑹ 避難施設または居宅への必要な資機材の設置または配布 

⑺ 避難施設または居宅への相談員の巡回による生活状況の確認および健康相談の実施 

⑻ 在宅または避難施設内の要配慮者のうち、第二次避難を要する者についての該当施設への受入

れ要請の実施（二次避難所の設置を含む。） 

第７ 児童および生徒の避難時の配慮 

学校の管理者等は、児童および生徒を当該学校以外の施設に避難させる場合は、教職員が引率

して集団で避難させ、その後状況に応じて保護者への連絡および引渡しを行うこととし、あらか

じめ対策を講ずるよう努める。 
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第７節 消防団、自主防災組織 

第１ 消防団、自主防災組織の充実 

⑴ 自主防災組織等の設置、育成 

市は、次に掲げる様々な形態の自主防災組織等の設置および育成を図り、活動資機材・設備の

整備、リーダーの養成、訓練等の実施に努める。 

ア 鯖江消防団 

１３分団と機能別分団からなり、鯖江・丹生消防組合消防本部により組織されるもの 

イ 地域の防災組織 

町内会を単位として地域住民が自主的に組織し、設置するもの 

ウ 施設、事業所等の防災組織 

学校、病院、事業所等の施設において、管理者が組織し、設置するもの 

エ 各種団体の防災組織 

婦人団体、青年団体、アマチュア無線関係団体等の各種団体が自主的に組織し、設置するも

の 

第２ 組織の活動内容 

自主防災組織は、地域の実情に応じ、平常時および武力攻撃災害の発生時において、効果的な防

災活動を行うよう努める。 

なお、武力攻撃災害の発生時においては、安全が確保される場所および時期においての活動を基

本とする。 

⑴ 平常時の活動 

ア 防災関係機関と住民との間で災害情報が正確かつ迅速に伝えられるようなシステムを確立

する。 

イ 防災意識の普及を図る。 

ウ 防災訓練（避難誘導、救出救護等）を実施する。 

エ 火気使用設備器具等の点検を指導する。 

オ 防災用資機材等の早急な整備および点検を実施する。 

カ 住民に対して非常食、救急医薬品等を常時備蓄するよう指導する。 

キ 住民参加の下で地域ぐるみの安全点検を実施する。 

⑵ 災害発生時の活動 

ア 地域内の被害状況その他の必要な情報を収集し、市町等に通報する。 

イ 防災関係機関からの災害に関する情報を地域住民に伝達する。 

ウ 被災者の救出救護に当たる。 

エ 各家庭に対し、出火防止を呼びかける。 

オ 出火した場合は、協力して初期消火に当たる。 

カ 要配慮者に十分配慮し、地域住民の避難誘導に当たる。 

キ その他、防災関係機関の行う応急対策活動に協力する。 

第３ 自主防災組織の活動に対する措置 

市は、武力攻撃災害の発生時に自主防災組織の活動が的確に行われるよう、災害情報の伝達、

協力要請、活動指導等についてあらかじめ必要な措置を講じる。 
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⑴ 情報の伝達 

県および防災関係機関と情報を共有し、正確かつ迅速に伝えられるシステムを確立する。 

⑵ 協力要請 

ア 自主防災組織が迅速に活動できるように、県および防災関係機関への協力を要請する。 

イ 自主防災組織が相互に協力を行えるよう要請を行なう。 

⑶ 指導 

ア 有識者や専門家による講習会を行なう。 

イ 実際に即した訓練を行う。 

⑷ 資機材の貸与等 

市は、自主防災組織に対し、必要に応じて活動資機材の貸与を行うとともに、自主防災組織間

の資機材の貸借について調整する。 

第４ 自主防災組織と防災関係機関との連携 

市は、県と連携し、地域における自主防災組織相互の連携や消防団その他防災関係機関と連携を

強め、一体的に防災活動が実施できるよう体制づくりを進める。 

 

〈資料編〉 

２－７－１ 消防団の現況 
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第８節 ボランティア活動への支援 

第１ ボランティアの活動内容 

⑴ 一般的な活動 

ア 安全が確保された避難施設における救援物資等の搬送および整理 

イ 避難住民等の生活援助 

ウ 炊き出し等の食事サービス 

エ 要配慮者への支援活動 

オ 被災地の武力攻撃終了後における被災住宅の後片付け等 

⑵ 専門的な活動 

ア 外国語通訳 

イ 点字、朗読、手話通訳および要約筆記 

ウ 介護 

エ 通信 

オ ボランティアのコーディネート等 

なお、ボランティア活動は、武力攻撃が終了した段階で行われるものであり、その活動は自

発的意思によるものであることや安全が確保されていることに十分配慮する。 

第２ ボランティア活動体制の整備等 

⑴ ボランティア活動体制の整備 

市は、さまざまなボランティア活動が円滑に実施されるよう、県と連携しボランティア自身に

よる自主的な活動運営の環境を整備するとともに、ボランティアへのニーズや活動状況の把握、

ボランティアへの情報提供、受入れ体制の確保に努める。 

⑵ ボランティアの養成および活動の支援 

市は、ボランティア活動に必要な知識、技能等についての研修会等を開催し、リーダー、コー

ディネーター、アドバイザー等の養成を行う。 

また、必要に応じ、市有施設の一部をボランティアの活動拠点に提供するなどの支援を行う。 

⑶ ボランティア応援体制の整備 

市は、平素より日本赤十字社、社会福祉協議会その他のボランティア関係団体と連携を図り、

協働による組織体制を整備するとともに、市の区域を超えた広域的な応援体制を整備する。 

 

〈資料編〉 

２－８－１ 民間団体組織状況一覧表 
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第９節 国民保護に関する知識の普及等 

第１ 住民、事業者等に対する知識の普及 

市は、警報の伝達、避難、救援等に関する教材または手引書を作成し、配布するほか、住民に対

する広報などを通じて、国民保護措置の重要性や、全国瞬時警報システム（J-ALERT）による情報

伝達および弾道ミサイル落下時の行動について平常時から啓発および周知に努める。 

⑴ 普及の方法 

ア 市の広報媒体の活用 

イ 講習会、研修会等の開催 

ウ 報道機関を通じた広報 

エ 訓練の実施 

オ パンフレット等の配布 

カ 住民運動としての地域での取組みの推進 

⑵ 普及の内容 

ア 国民保護に関する一般知識および概要 

イ この計画ならびに各機関の『国民保護計画』および『国民保護業務計画』の内容 

ウ 国民保護法および関係法の趣旨徹底 

エ 平常時の心得（非常時持出品の準備など） 

オ ２～３日分の水、食糧等の備蓄 

カ 有事発生時の心得 

キ 各機関の対策 

ク その他必要な事項 

第２ 防災関係職員に対する研修 

市は、防災業務に従事する職員に対し武力攻撃災害等における適正な判断力を養い、各機関にお

ける国民保護措置の円滑な実施を期するため、自然災害時の職員動員等を定めた手順書等を活用す

るほか、次により研修の徹底を図る。 

⑴ 研修の方法 

ア 講習会、講演会等の開催 

イ 国民保護措置の手引書等の配布 

ウ 訓練による実践的研修 

⑵ 研修の内容 

ア この計画およびこれに伴う各機関の体制と各自の任務分担 

イ 非常参集の方法 

ウ 武力攻撃事態等についての知識および各種被害の特性 

エ 武力攻撃原子力災害への対処と技術 

オ 関係法令の運用 

カ その他必要な事項 

第３ 教職員に対する研修および児童生徒に対する教育 

市は、教職員に対し、国民保護に関する知識の普及を図るとともに、武力攻撃事態等の対処方法

についての研修を実施する。 
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また、児童生徒に対し、国民保護や武力攻撃事態等における避難などに関する教育の推進に努め

る。 

第４ ライフライン施設等や危険物を有する施設の管理者等に対する知識の普及 

市は、ライフライン施設等や危険物を有する施設の管理者に対して、武力攻撃災害の発生時にお

ける、その管理する施設の安全確保や住民の危害防止のための措置についての知識の普及を図る。 
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第１０節 避難誘導体制の整備等 

第１ 避難誘導体制の整備 

市は、住民の避難誘導を最優先とし、常日頃から県、関係機関との調整を図りながら次のとおり

避難誘導体制を整備する、また、国や県の避難マニュアル等を参考に、避難方法や降雪時等の避難

方法など複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成するとともに、地区、町内会単位での各

種訓練等を推進する。 

⑴ 迅速かつ安全な避難を期するため、避難経路をあらかじめ指定し、避難標識や案内板を計画的

に整備するとともに、避難誘導マップ等を作成し、住民に対して周知徹底を図る。 

⑵ 社会福祉施設、病院など自ら避難することが困難な要配慮者を擁する施設においては、常に人

数把握を行い、施設管理者との調整を図りながら車両等による輸送計画の作成に努める。 

⑶ こども園、保育所、幼稚園、小・中学校等の児童生徒については、職員の引率、保護者への連

絡および引渡しを迅速に行うための連絡網を作成する。 

⑷ 大規模集客施設、大規模集合住宅など多数の者が利用または居住する施設の管理者に対して、

火災や地震の対応に準じて警報等の伝達および避難誘導を適切に行うための措置の実施に努め

るよう要請する。 

⑸ 鉄道、バス等を運行する一般旅客運送事業者に対して、的確かつ迅速な状況判断により、災害

や事故への対応に準じて適切な旅客誘導を図るため必要となる措置の実施に努めるよう要請す

る。 

第２ 住民への周知 

市は、避難実施要領の内容を住民および関係のある公私の団体に的確かつ迅速に伝達する場合に

備え、緊急通報機器（全国瞬時警報システム（J-ALERT）、防災行政無線、ＣＡＴＶ、インターネッ

ト、コミュニティＦＭ、緊急情報一斉配信メール、広報車等）を整備するなど、住民等に周知徹底

できる体制の確立を図る。なお、避難の必要がなくなり、避難住民を通常の生活に復帰させる場合

も同様の緊急通報機器で周知できる体制を整える。 

第３ 避難のため必要となる情報の収集 

市は、避難実施要領の作成に備え、避難地区に関する次に掲げる情報を収集し、適宜更新を行う

ことで、最新の情報となるように努める。 

⑴ 避難地区の位置 

⑵ 避難地区ごとの昼夜間人口と世帯数 

⑶ 避難地区ごとの要配慮者の人数、居住場所、避難誘導の責任者および避難誘導時に必要とする

支援の内容 

⑷ 避難地区ごとの避難施設の所在地、収容人数、構造、駐車場の有無および収容台数、トイレ・

給食設備その他避難時に必要となる設備の有無等 

⑸ 市所有の車両等の台数およびそれぞれの定員 

⑹ 市所有の車両等のうち車椅子の収容可能な車両台数およびそれぞれの車椅子の収容可能数 

⑺ 避難の際に、要配慮者の避難に使用できる自家用車の台数、それぞれの定員、所有者、運転者

および輸送対象者等 

⑻ 事業所単位での避難を検討すべき大規模な事業所およびその従業員数 

第４ 避難誘導責任者および避難誘導員の配置 
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市は、被災者が迅速かつ安全に避難できるよう、現地に避難誘導責任者を配置するとともに、消

防吏員および警察官等と連携し、また、消防団、防犯隊、自主防災組織、町内会単位の防災リーダ

ー等の協力を得て、避難道路の要所に避難誘導員を配置し、高齢者や障がい者あるいは旅行者等に

も配慮した避難誘導体制の確立を図る。 

避難に当たっては、できるだけ自主防災組織、町内会ごとの集団避難を行い、要配慮者を優先し

て誘導するものとする。 

 

〈資料編〉 

２－１０－１ 避難地区一覧表 
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第１１節 避難施設の指定および整備 

第１ 避難施設の選定および報告 

⑴ 市長は、次の基準を満たす施設を選定し、知事に報告する。 

ア 公園、広場その他の公共施設または学校、公民館、駐車場その他の公益的施設であること。 

イ 避難住民等を受け入れ、またはその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。 

ウ 速やかに、避難住民等を受け入れ、またはその救援を行うことが可能な構造または設備を有

するものであること。 

エ 火災、水害その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。 

オ 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。 

⑵ 避難施設の選定に当たっては、要配慮者への配慮や弾道ミサイルおよびＮＢＣ攻撃を想定して、

次の事項を満たす施設を優先する。 

ア 要配慮者に対応できる設備があること。 

イ コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設であること。 

ウ 周辺に駐車場が確保できること。 

第２ 避難施設の指定および通知 

市長より選定の報告を受けた知事は、法第１４８条の規定に基づき施設を施設管理者の同意を得

て避難施設として指定する。 

第３ 変更等の届出 

避難施設の指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、または用途の変更、改築等により

当該施設の避難住民等の受け入れもしくは救援の用に供すべき部分の総面積の１０分の１以上の

面積の増減を伴う変更を加えるときは、市長を経由して知事に届けるものとする。 

第４ 避難施設の整備 

市は、避難施設の収容人員の合計が昼夜別、平日・週末別、季節別の人口を考慮して施設の整備

に努める。なお、整備に当たっては第１⑴および⑵の基準を満たすように努める。 

第５ 住民への周知等 

市長は、避難時にどの住民がどの避難施設を利用するかについて調整し、あらかじめ住民に周知

しておくよう努める。 

 

〈資料編〉 

２－１１－１ 避難施設一覧表 

２－１１－２ 〈参考〉主な公共施設一覧表 
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第３章 実施体制 
 

第１節 実施体制の整備 

第１ 鯖江市国民保護対策連絡室の設置 

市は、国において武力攻撃事態等が認定される前など武力攻撃の初期の段階において、市国民保

護対策連絡室（以下「市連絡室」という。）を設置し、国、県および関係機関との間で情報の共有

化を図りながら、国民保護措置の速やかな実施に対応する。 

⑴ 設置および廃止基準 

ア 設置基準 

(ア) 国対策本部の本部長（以下「国対策本部長」という。）から警報が発令された場合 

(イ) 国からの警報発令以前の段階で、武力攻撃事態等に係る兆候に関する情報を入手し、 

または県が福井県国民保護対策連絡室を設置した場合において、市長が、市連絡室の設置の

必要があると認めた場合 

イ 廃止 

(ア) 警報が解除された場合 

(イ) 警報が発令されるおそれがなくなった場合 

(ウ) 市対策本部の設置が決定された場合 

(エ) その他市長が廃止することが適当と認めた場合 

⑵ 設置場所 

市連絡室は、原則として市役所本館２階防災会議室に設置する。 

ただし、市役所が被災し市役所に設置できない場合は、出先機関の中から被災状況を勘案して

指定した施設に設置する。 

⑶ 組織、事務分掌等 

ア 市連絡室の室長は、副市長をもって充て、市連絡室の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

イ 市連絡室の室次長は、総務部長をもって充て、室長に事故あるときは、その職務を代理する。 

ウ 市連絡室の室員は、教育長、政策経営部長、健康福祉部長、産業環境部長、都市整備部長、

教育委員会事務部長、議会事務局長、鯖江・丹生消防組合消防本部消防長および政策経営部秘

書広聴課長をもって充てる。 

エ 市連絡室に、総務部防災危機管理課長を長とする事務局を置き、次の者を事務局員とする。 

総務部防災危機管理課員 

オ 市対策本部の組織図は、次のとおりとする。 
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（組 織 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 室長は、情報の収集連絡等に関する重要事項の協議等を行うため、必要に応じ鯖江市国民保

護対策連絡室会議（以下「市連絡室会議」という。）を招集する。 

市連絡室会議における協議・報告事項は、次のとおりとする。 

(ア) 武力攻撃事態等のおそれのある状況およびその対応状況 

(イ) 関係課相互の調整事項 

(ウ) 関係機関との連携推進に関する事項 

(エ) 国、県、他市町および関係機関に対する要請に関する事項 

(オ) その他情報の収集連絡等に関する事項 

キ 市連絡室会議での協議・報告事項は、市長に報告するとともに、次に掲げる機関に通知する。 

(ア) 県（福井県国民保護対策連絡室） 

(イ) 関係する指定公共機関 

第２ 鯖江市国民保護対策本部の設置 

⑴ 設置および廃止基準 

市長は、次の場合に鯖江市国民保護対策本部（以下「市対策本部」という。）を設置または廃

止する。 

ア 設置 

市対策本部を設置すべき市の指定の通知を受けた場合 

なお、当該指定が行われていない場合で、国民保護措置を総合的に推進するために必要があ

ると認める場合には、市長は、内閣総理大臣に対し、知事を経由して市対策本部を設置すべき

市の指定を行うよう要請することができる。 

イ 廃止 

国が対策本部を設置すべき市の指定の解除の通知を受けた場合 

市連絡室長（副市長） 

市連絡室次長（総務部長） 

市連絡室員 事務局（防災危機管理課長、課員） 
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⑵ 設置場所 

市対策本部は、原則として市役所本館２階防災会議室に設置する。 

ただし、市役所が被災し市役所に設置できない場合は、出先機関の中から被災状況を勘案して

指定した施設に設置する。 

⑶ 組織、事務分掌等 

ア 市対策本部長（市長）は、市対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

イ 市対策本部の副本部長は、副市長をもって充て、市対策本部長に事故あるときは、その職務

を代理する。 

ウ 市対策本部に次の部を置き、各部長は次に掲げる者を充て、本部員として部の事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 

国民保護対策本部 

設置時の部名 
部 長 名 

国民保護対策本部 

設置時の部名 
部 長 名 

総務部 総務部長 都市整備部 都市整備部長 

政策経営部 政策経営部長 教育部 教育委員会事務部長 

健康福祉部 健康福祉部長 支援部 議会事務局長 

産業環境部 産業環境部長   

 

エ 市対策本部の本部員は、上記の部長のほか、教育長、鯖江・丹生消防組合消防本部消防長お

よび秘書広聴課長をもって充てる。 

オ 各部に班を置き、班の長は班長とし、その主な事務分掌は別表のとおりとする。 

カ 市対策本部に、市対策本部長、副本部長および本部員で構成する鯖江市国民保護対策本部会

議（以下「市対策本部会議」という。）を置く。 

国            県            市 

国際情勢等 
武力攻撃の発生 

対処基本方針を作成 

（閣議決定、国会の承認） 

対策本部を設置すべき県およ

び市町村を指定 

武力攻撃事態等対策本部 

・対策本部長：内閣総理大臣 

・対策副本部長、対策本部員：全ての国務

大臣 

・その他の職員：内閣官房の職員、指定行

政機関の長 

武力攻撃事態等現地対策本部 

知事 市長 発見者 

武力攻撃災害の兆候 
武力攻撃の発生 

通知 通知 通報 

福井県国民保護対策本部 

・対策本部長：知事 

・対策本部員：副知事、教育長、警察本部

長、県職員（出納長、各部局長） 

（副本部長：副知事） 

福井県国民保護現地対策本部 

鯖江市国民保護対策本部 

・対策本部長：市長 

・対策本部員：副市長、教育長、鯖江・丹

生消防組合消防本部消防長、議会事務局

長、各部長 

（副本部長：副市長） 

鯖江市国民保護現地対策本部 

通知 通知 
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キ 市対策本部長は、国民保護措置に関する重要事項の協議等を行うため、必要に応じ市対策本

部会議を招集する。市対策本部会議における協議・報告事項は、次のとおりとする。 

(ア) 国の指示に関する事項 

(イ) 市対策本部の国民保護措置の実施に関する事項 

(ウ) 市対策本部各部相互の調整に関する事項 

(エ) 指定公共機関等との連携推進に関する事項（協力応援に関する事項を含む。） 

(オ) 国、県および関係機関に対する応援要請に関する事項 

(カ) その他国民保護措置に関する重要な事項 

市対策本部会議を開催するときは、国対策本部、県対策本部および関係市町等との情報の共

有を図る。 

ク 市対策本部に、総務部防災危機管理課長を長とする事務局を置き、次の者を事務局員とする。 

総務部防災危機管理課員 

ケ 市対策本部長は、必要と認めるときは、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあっ

て市対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部（以下「基地」という。）を設置

する。なお、所長、副所長その他の職員は、市の職員のうちからあらかじめ市長が指名する。 

コ 市対策本部の組織図は、次のとおりとする。 

（組 織 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 市対策本部を設置した場合における関係機関への通知 

市対策本部を設置した場合は、次に掲げる機関にその旨を通知または報告する。 

ア 関係指定公共機関および指定地方公共機関 

イ 防災関係機関 

ウ 県（対策本部） 

⑸ 市対策本部設置の公表 

市対策本部を設置したときは、ラジオ、テレビ、新聞および市のホームページ等を通じて公表

するとともに、本部の標識を市庁舎正面玄関に掲示するものとする。 

 

市対策本部長（市長） 

市対策副本部長（副市長） 

市対策本部員 

教育長、部長、消防長、 

秘書広聴課長 

班 長 現地対策本部 
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⑹ 市対策本部設置の伝達 

市対策本部の設置に係る伝達系統は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 職員の参集 

ア 全職員の参集 

市対策本部の設置の伝達があったときは、全職員は直ちに参集するものとする。 

イ 参集場所 

原則として本部員および事務局員については本館２階防災会議室とし、その他の職員につい

ては各所属とする。ただし、平時において徒歩２時間以内に各所属に参集できない職員につい

て、交通機関等が途絶し緊急の参集が困難な場合にあっては、本庁または最寄りの出先機関に

参集する。 

また、道路、橋梁等の断絶により、上記の参集も困難な場合には、最寄りの公共施設等に出

向く。 

ウ 参集時の心構え 

職員は、参集途中に周囲の被害状況を確認し、所属長等に報告する。 

また、参集途中に重大な被害が生じているのを認めたときは、各自の判断で住民の救出を優

先し、救出の状況等について所属や参集場所に連絡するよう努める。 

エ 参集状況等の報告 

各部連絡責任者は、出先機関も含めた職員の参集状況等を速やかに把握し、庶務班に報告す

る。 

⑻ 国、県その他の機関の対策本部等との協力 

国、県その他の機関の対策本部または現地対策本部が設置された場合には、応急対策活動につ

いて連絡調整し、協力する。 

⑼ 県の現地対策本部との合同会議 

県の現地対策本部と市対策本部で、必要に応じて合同会議を開催し、情報の共有化および国民

保護措置を効果的に実施する体制を確立する。 

⑽ 県から派遣された職員との協力 

市 長 

副市長 

部 長 

班 長 

班 員 

教育長 消防長 

出先機関等 消防本部 
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市対策本部設置時に、県から派遣される職員が行う情報収集・伝達活動に対し、市は積極的に

協力し、県と連携の取れた国民保護措置を実施する。 

⑾ 防災関係機関の対策本部会議への出席 

市は、県その他防災関係機関に対し、当該機関に属する職員の市対策本部会議への出席を求め

ることができる。この場合において、県その他防災関係機関との調整は、原則として市対策本部

会議に出席している職員を通じて行う。 

⑿ 総合調整への協力 

国対策本部長および県対策本部長による総合調整が行われた場合に、所要の措置を的確かつ迅

速に実施するように努める。 

⒀ 情報の分析整理 

市は、国、県および関係機関からの情報の分析および整理を行い、これらの各機関との間の情

報の統一化および共有化を図る。 

  ⒁ 現地調整所の活用 

    市は、国民保護措置が実施される現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、

医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると

認めるときは、県と連携して、現地調整所を設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものと

する。 

 

〈資料編〉 

３－１－１ 鯖江市国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例 

３－１－２ 鯖江市国民保護対策本部事務分掌 
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第２節 応援の要請 

第１ 自衛隊の部隊等の派遣の要請 

⑴ 派遣の要請 

ア 市長は、国民保護措置を円滑に実施するため、特に必要があると認めるときは、知事に対し、

自衛隊の部隊等の国民保護等派遣の要請を行う。 

イ 市長は、通信の途絶等により、知事に対し国民保護等派遣の要請をするよう求めることがで

きない場合において、特に必要があると認めるときは、その旨および国民保護措置を円滑に実

施するため必要があると認める事項を、防衛大臣に連絡する。 

この場合、防衛大臣はその内容を国対策本部長に報告し、それを受けた国対策本部長は緊急

に必要があると認めるときは、防衛大臣に国民保護等派遣を求める。 

⑵ 派遣の要請手続 

市長は、派遣の要請を行うときは、武力攻撃災害の状況および派遣を要請する理由、派遣を希

望する期間、活動内容等の事項を記載した文書により行う。 

ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭または電話その他の通信で

行う。 

第２ 他の市町長等に対する応援の要求 

⑴ 他の市町長等への応援の要求 

市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）は、必要があると認めるときは、他の市町

の市町長その他の執行機関に応援を求めることができる。 

⑵ 知事等に対する応援の要求 

市長等は、必要があると認めるときは、知事その他の県の執行機関に応援を求めることができ

る。 

⑶ 応援の要求手続 

市長等は、応援を求めるときは、応援を求める理由、応援を希望する期間、活動内容等の事項

を記載した文書により行う。 

ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭または電話その他の通信で

行う。 

第３ 緊急消防援助隊の応援要請 

市長は、当該市の消防力および福井県広域消防相互応援協定に基づく消防応援だけでは十分な対

応がとれないと判断したときは、知事に対し、消防庁長官に緊急消防援助隊の応援等のための必要

な措置を講ずることを要請することを求めることができる。 

第４ 職員の派遣要請およびあっせん 

⑴ 職員の派遣の要請 

市長は、国民保護措置の実施のため必要があるときに、知事に対して県の職員の派遣を要請す

ることができる。 

また、次の機関に対して職員の派遣の要請をするときは、知事を経由して行う。 

ただし、人命の救助等のため特に緊急を要する場合は、直接要請することができる。 

ア 指定行政機関 

イ 指定地方行政機関 
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ウ 特定指定公共機関（指定公共機関である特定独立行政法人） 

⑵ 職員の派遣の要請手続 

職員の派遣要請は、派遣を要請する理由、職員の職種別人員数、派遣を必要とする期間等の事

項を記載した文書により行う。 

⑶ 職員の派遣のあっせん 

市長は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、知事を経由して国に対し、職員の派遣

のあっせんを求めることができる。ただし、人命の救助等のために特に緊急を要する場合は直接

求めることができる。 

⑷ 職員の派遣のあっせんの手続き 

職員の派遣のあっせんを求めるときは、派遣のあっせんを求める理由、職員の職種別人員数、

派遣を必要とする期間等の事項を記載した文書により行う。 
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第３節 情報の収集、提供 

第１ 情報の流れ 

武力攻撃事態等における情報は、大きく分けて二つの流れがある。一つは、住民に対して伝達す

べき指示等であり、もう一つは住民から収集する安否情報等である。 

主な情報の流れは、次に掲げる表のとおりであり、それぞれの情報の内容、伝達先等については、

この節において個別に規定する。 

なお、国、県および市は、これらの国民保護措置に関する情報については、新聞、放送、インタ

ーネットその他の適切な方法により、住民に迅速に提供するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 警報等の通知および伝達 

⑴ 警報の内容 

国対策本部長が発令した警報は、知事から通知され、その内容は次のとおりである。 

ア 武力攻撃事態等の現状および予測 

イ 武力攻撃が迫り、または現に武力攻撃が発生したと認められる地域（ただし、通知されない

場合がある。） 

ウ その他住民および公私の団体に対し、周知させるべき事項 

⑵ 避難の指示の内容 

知事から通知される避難の指示の内容は次のとおりである。 

ア 要避難地域等 

主な情報の流れ 
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イ 避難先地域 

ウ 住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要 

エ 主要な避難の経路 

オ 避難のための交通手段 

カ その他避難の方法 

⑶ 緊急通報の内容 

知事が発令する武力攻撃災害緊急通報（以下「緊急通報」という。）の内容は次のとおりであ

る。 

ア 武力攻撃災害の現状および予測 

イ その他住民および公私の団体に対し周知させるべき事項 

⑷ 警報、緊急通報の通知または伝達 

市長は、知事から警報および緊急通報の通知を受けたときは、速やかに次の者に通知の内容を

伝達し、または通知する。 

ア 住民 

イ 関係のある公私の団体（鯖江消防団、鯖江市赤十字奉仕団、鯖江市社会福祉協議会等）およ

び防災上必要な施設の管理者等 

ウ 市の他の執行機関 

⑸ 避難の指示の通知または伝達 

市長は、知事から避難の指示の通知を受けたときは、速やかに次の者に通知の内容を伝達し、

または通知する。 

ア 要避難地域等の住民 

イ 関係のある公私の団体（鯖江消防団、鯖江市赤十字奉仕団、鯖江市社会福祉協議会等）およ

び防災上必要な施設の管理者等 

ウ 市の他の執行機関 

⑹ 警報等の伝達方法 

市長が、知事から警報等の通知を受けたときの住民等への情報伝達は、次の方法による。 

ア サイレン 

イ 防災行政無線 

ウ インターネット 

エ ケーブルテレビ 

オ コミュニティＦＭ 

カ 緊急情報一斉配信メール 

キ 広報車 

ク その他 

⑺ 県警察との連携 

市長は県警察と協力し、警報または緊急通報の内容の伝達が住民に対し的確かつ迅速に行われ

るように努める。 

⑻ 緊急対処事態における警報の通知および伝達 

緊急対処事態においては、国対策本部長により、攻撃の被害またはその影響のおよぶ範囲を勘
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案して、警報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定される事を踏まえ、市は、緊急

対処事態における警報については、その内容を通知および伝達の対象となる地域を管轄する機関

および当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知および伝達を行う。 

緊急対処事態における警報の内容の通知および伝達については、上記によるほか武力攻撃事態

等における警報の内容の通知および伝達に準じて、これを行う。 

第３ 退避の指示の伝達 

⑴ 退避の指示 

市長は、武力攻撃災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合（例：武力攻撃によ

り可燃性のガスに引火し、爆発が起こる可能性がある場合）において、住民の生命、身体または

財産を保護し、または当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、

国からの避難の指示を待たずに必要と認める地域の住民に対し、屋内などに一時的に退避をすべ

き旨の指示を行うことができる。 

⑵ 退避の指示の内容 

ア 要退避地域 

イ 退避先（退避先を指示する場合に限る。）  

⑶ 退避の指示の通知および伝達 

ア 市長は、退避の必要があると認めた場合には、防災行政無線、インターネット、ケーブルテ

レビ、コミュニティＦＭ、緊急情報一斉配信メール、広報車等により、速やかに要退避地域の

住民にその旨を指示する。 

イ 市長は、退避の指示の内容を次の者に通知する。 

(ア) 知事 

(イ) 鯖江警察署長 

(ウ) その他関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 発見者の通報義務等 

⑴ 発見者の責務 

武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく次のいずれかに通報する。 

ア 市長 

イ 消防吏員 

ウ 警察官 

⑵ 市長の責務 

市長が発見者および消防吏員等から通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそ

警察署 

関係機関 

知事 
退避の指示 

住民等 

退避の指示 

市長 

・要退避地域 

・退避先 ※緊急の必要があると

認めるとき 

退避の指示の内容の通知 
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れがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかに知事に通知する。 

⑶ 消防吏員等の責務 

消防吏員等は、通報を受けたときは、その旨を速やかに市長に通報する。市長に通報すること

ができない場合は、速やかに知事に通報する。 

第５ 安否情報の収集および提供  

⑴ 安否情報の収集 

ア 市長は、避難の指示を伝達したときは、避難施設または収容施設に向かう避難住民およびこ

れらの施設に滞在する避難住民について、個人情報の保護に十分留意して、氏名、住所等の情

報を収集し整理するよう努める。 

イ 市長は、避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に居所、当該避難住民の

連絡先等の情報を収集し、整理するよう努める。 

ウ 避難住民を受け入れた場合は、市長は、当該市の区域内に所在する避難施設および収容施設

に滞在する避難住民について、要避難地域の市町長と協力して当該避難住民に関する情報を収

集し、整理するよう努める。 

エ アからウまでに規定するもののほか、市長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事

実に係る避難住民（アおよびイに規定する避難住民を除く。）について、当該事実に係る避難

住民に関する情報を収集し、整理するよう努める。 

(ア) 当該市の住民が避難住民となったこと。 

(イ) 当該市の区域内に避難住民が滞在していること。 

オ 市長は、当該市の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民（当該市の住民以外の者で当該

市の区域内に在るものを含む。）があると認めるときは、その者について、武力攻撃事態等に

おける安否情報の収集および報告の方法並びに安否情報の照会および回答の手続きその他の

必要な事項を定める省令（平成１７年総務省令第４４号。以下「安否情報省令」という。）第

１条に規定する様式第１号を用いて、氏名、住所、負傷の状況等の情報を収集し、整理するよ

う努める。 

カ 市長は、当該市の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民（当該市の住民以外の者で当該

市の区域内で死亡したものを含む。）があると認めるときは、その者について、安否情報省令

第１条に規定する様式第２号を用いて、氏名、住所、死亡の状況等の情報を収集し、整理する

よう努める。 

キ 市長は、当該市の区域外において当該市の住民が武力攻撃災害により死亡し、または負傷し

た事実を知ったときは、当該住民について、氏名、住所、死亡または負傷の状況等の情報を収

集し、整理するよう努める。 

ク 安否情報の収集は、市が保有する資料の調査、避難住民を誘導する者による調査または県警

察、鯖江・丹生消防組合消防本部、医療機関その他の関係機関に対する照会などにより行う。 

ケ 市長は、収集し、整理した安否情報を安否情報省令第２条に規定するに定める様式第３号に

より知事に報告する。 

コ 市長は、日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力する。 

⑵ 関係機関の協力 

市長は、安否情報を保有する関係機関に協力を要請する。ただし、その協力は、当該関係機関
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の自主的な判断に基づくものでなければならない。 

⑶ 安否情報の照会 

ア 市は、安否情報の照会窓口を設置し、電話番号等を住民に周知する。 

イ 住民から安否情報について照会があった場合は、原則として安否情報省令第３条第１項に規

定する次の安否省令に定める様式第４号に必要事項を記載したものを照会窓口で受け付ける。

ただし、照会する者が遠隔地に居住している場合など、文書の提出ができない場合は、口頭や

電話、電子メール等の照会も受け付ける。なお、この場合は、安否省令に定める様式第４号に

記載すべき事項について聴取する。 

⑷ 安否情報の回答 

ア 市は、安否情報について照会があった場合には、個人情報の保護に留意しつつ、当該照会が

不当な目的によるものでなく、また、照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使

用されるおそれがないと認めるときは、安否情報省令第４条に規定する様式第５号により、当

該照会に係る者が避難住民に該当するか否か、武力攻撃災害により死亡し、または負傷した住

民に該当するか否か等について、速やかに回答する。 

イ 市は、照会に係る者の同意があるときまたは公益上特に必要があると認めるときは、照会す

る者が必要とする安否情報について、安否情報省令第４条に規定する様式第５号により回答す

る。 

第６ 被災情報の収集および報告  

⑴ 武力攻撃災害による被害の状況に関する情報（以下「被災情報」という。）の収集 

市長は、市民の生命および財産に関する事項ならびに市の管理する施設について被災状況の調

査を実施し、別に定める様式により収集した被災情報を知事に報告する。 

⑵ 関係機関との協力 

市長は、県および指定地方公共機関と各種情報の収集について十分に連絡調整を行い、または

相互に情報を交換して、応急対策が円滑に実施できるように努める。なお、市長は、指定行政機

関の長等の行う被災情報の収集に協力するように努める。 

第７ 通信連絡設備の整備 

⑴ 市長は、武力攻撃災害の発生時には、国民保護措置の円滑な推進および住民に対する適切な情

報提供のため、防災行政無線の整備、多様な媒体の活用、機動性のある緊急通信手段の確保等を

推進する。 

ア 防災行政無線の整備 

市の防災行政無線について、住民への情報伝達手段を確保するため、同報系無線の整備を行

う。 

イ 多様な媒体の活用 

市長は、情報通信の手段および経路の多様化を図るため、緊急情報ネットワークシステム

（Em-net）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、防災行政無線をはじめとする各種の電波通信

媒体、電話回線、衛星携帯電話、さらには、テレビ、ラジオ、ＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ等

の放送媒体、県の災害情報インターネット通信システムなどの媒体の活用を進めるとともに、

武力攻撃事態等における警報や避難措置の指示等が迅速かつ確実に通知・伝達されるよう的確

に運用・管理・整備を行う。 
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⑵ 武力攻撃事態等の通信連絡 

市長は、武力攻撃事態等に関する情報の伝達、被害状況の収集報告その他安全の確保のため必

要な措置の要請等は、原則として有線通信（加入電話）または無線通信により速やかに行う。 

⑶ 通信の統制 

武力攻撃事態等においては、加入電話および無線通信ともにつながりにくくなることが予想さ

れるため、通信施設の管理者は、必要に応じ、適切な通信統制を実施し、その通信が円滑かつ迅

速に行われるよう努める。 

⑷ 各種通信設備の利用 

ア 電気通信設備の優先利用 

市長は、国民保護措置に関する情報伝達において最優先に確保すべき通話を行うために、一

般加入電話のうち、あらかじめＮＴＴ西日本より指定を受けた災害時優先電話を利用する。 

また、各機関が、緊急の度合いに応じて利用する、非常扱い通話（電報）および緊急扱い通

話（電報）は、これらの通話（電報）用として、あらかじめＮＴＴ西日本から指定を受けた電

話を用い、１０２（１１５）番通話により行う。 

イ 有線電気通信設備または無線設備 

市長は、有線電気通信法第３条第４項第３号に掲げる次の者が設置する有線電気通信設備ま

たは無線設備を使用し、通信連絡の確保を図る。 

１ 警察事務を行う者    ５ 海上保安事務を行う者  ９ 電気業務を行う者 

２ 消防事務を行う者    ６ 気象業務を行う者    10 鉱業を行う者 

３ 水防事務を行う者    ７ 鉄道業務を行う者    11 自衛隊 

４ 航空保安事務を行う者  ８ 軌道業務を行う者 

 

ウ 電波法に基づく非常通信の利用 

市長は、武力攻撃事態等または武力攻撃事態等となるおそれがある場合において、有線通信

を利用することができないか、またはこれを利用することが著しく困難であるときは、電波法

第５２条および第７４条の２ならびに非常通信規約に基づいて、非常通信を利用し、通信の確

保を図る。 

そのためには、無線局を有する（無線局の免許を受けた）機関は、北陸地方非常通信協議会

が実施する無線設備の総点検、通信訓練を通じて、非常通信の円滑な運用を期する。 

(ア) 非常通報の内容 

非常通信における通報の内容は、人命の救助に関するもの、天災の予警報など非常通信運

用細則第７条による。 

（参考）非常通信運用細則第７条に規定する非常通報の内容 

ｌ 人命の救助に関するもの 

２ 天災の予警報（主要河川の水位も含む。）および天災その他の状況に関するもの 

３ 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料 

４ 電波法第７４条実施の指令およびその他の指令 

５ 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限その他の維持または非常事態に伴う

緊急措置に関するもの 
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６ 暴動に関する情報連絡およびその緊急措置に関するもの 

７ 非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの 

８ 遭難者救護に関するもの 

９ 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの 

10 鉄道線路、道路、電力設備、電信電話回線の破壊または障がいの状況およびその修理

復旧のための資材の手配および運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの 

11 中央防災会議、同事務局、地方防災会議、緊急災害対策本部、非常災害対策本部およ

び災害対策本部相互間に発受する災害救援その他緊急措置に要する労務、施設、設備、

物資および資金の調達、配分、輸送等に関するもの 

12 災害救助法第２４条および災害対策基本法第７１条第 1項の規定に基づき、都道府県

知事からの医療、土木、建築工事または輸送関係者に対して発する従事命令に関するも

の 

13 前各号に定めるもののほか、災害（武力攻撃事態等または緊急対処事態において、直

接または間接に生ずる人の死亡または負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人

的または物的災害を含む。）が発生した場合における住民の避難、救援、情報の収集、

生活の安定および復旧その他必要な措置に関するもの 

(イ) 非常通報の発信 

非常通報は、無線局を有する（無線局の免許を受けた）機関が自ら発受するほか、非常通

報を希望する者からの依頼に応じて発受する。 

⑸ 通信設備の利用ができない場合の連絡手段 

市長は、⑴から⑷までによる各種通信施設が利用できないときは、次の方法により情報の収集

および救援活動等を行う。 

ア 使送 

イ 孤立地区の空中偵察に対する合図 

赤旗（病人あり） 

青旗（食糧不足） 

第８ 要配慮者に対する情報伝達設備等の充実  

市長は、情報の伝達において、要配慮者への対応を優先するとともに、情報を迅速かつ的確に伝

達するために、障害種別や生活環境の状況等に応じて、同報系無線の戸別受信機の整備や、ファク

シミリ、携帯電話、電子メール等の多様な媒体の活用を図る。 

 

〈資料編〉 

３－３－１ 安否情報関連様式 

３－３－２ 被災情報報告様式 

３－３－３ 鯖江市防災行政無線局管理規程 
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第４節 住民に対する協力要請 

第１ 住民に対する協力要請 

⑴ 自発的な意思による協力 

住民は、法の規定により国民保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をす

るよう努めるものとするとされている。 

ただし、この協力は、住民の自発的な意思に委ねられるものであることから、要請に当たって

は、強制にわたることがあってはならない。 

⑵ 安全配慮義務 

協力を要請する者は、協力する者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 

⑶ 協力要請 

協力を要請する者は、要請を受けて協力する者に対し、その者が行う協力の内容、実施場所お

よび期間をあらかじめ示した上で、その者の了解を得ることが必要である。 

また、協力する者に対しては、国民保護措置に係る職務を行う者等の標章が印刷された腕章等

および身分証明書を交付し、損害賠償の対象となることを通知する。 

第２ 避難住民への協力 

⑴ 住民への協力要請 

避難住民を誘導する市職員、警察官等その他避難住民を誘導する者は、必要があると認めると

きは、避難住民その他の者に対し、避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することが

できる。 

なお、避難住民の復帰のための措置についても同様に協力を要請することができる。 

⑵ 協力要請内容 

協力を要請できる内容は、避難住民の整理、要配慮者の介助等の実施に必要な援助とする。 

第３ 救援への協力 

⑴ 住民への協力要請 

市長が知事からの救援に関する事務を受託したときは、市長または市職員は、必要があると認

めるときは、救援を必要とする避難住民等およびその近隣の者に対し、救援に必要な援助につい

て協力を要請することができる。 

⑵ 協力要請内容 

協力を要請できる内容は、避難所における情報の伝達、救援措置の食品、生活必需品の配布、

清掃等の避難所の適切な運営管理等の救援に必要な援助とする。 

第４ 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力 

⑴ 住民への協力要請 

市長もしくは消防吏員その他の市の職員または警察官等は、市の区域に係る武力攻撃災害が発

生し、またはまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助そ

の他武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、市内の

住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。 

⑵ 協力要請内容 

協力を要請できる内容は、消火、負傷者の搬送、被災者の救助または武力攻撃災害への対処の

ための措置の実施に必要な援助とする。 
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第５ 保健衛生の確保への協力 

⑴ 住民への協力要請 

市長もしくは市職員は、武力攻撃災害の発生により市の区域内における住民の健康の保持また

は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、市内の住民に対

し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。 

⑵ 協力要請できる内容 

協力を要請できる内容は、集団健康診断の補助、防疫作業の補助等の実施に必要な援助に限る。 
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第５節 ボランティアの受入体制 

第１ ボランティア活動への配慮 

武力攻撃が終了した段階での救援活動や復旧活動におけるボランティア活動は、自発的な意思に

よる活動であることに十分配慮して、安全が確保された場所に限定して行うとともに、ボランティ

ア活動が円滑に行えるよう受入体制を整備する。 

第２ ボランティアの活動内容 

武力攻撃が終了した段階での救援活動や復旧時において、想定されるボランティア活動は、次の

とおり。 

⑴ 避難施設における救援物資の搬送や整理 

⑵ 避難住民等の生活援助 

⑶ 炊き出しなどの食事サービス 

⑷ 要配慮者への支援活動 

⑸ 被災住宅の後片づけ 

⑹ 専門的知識や技能を使った介護等の活動 

第３ ボランティアの受入体制の整備 

市、鯖江市社会福祉協議会および県は相互に、連携・協力し、ボランティアの受入体制を整備す

る。 

⑴ ボランティアニーズの把握等 

市は、ボランティアの申し出および避難施設等におけるボランティアニーズを把握し、県に対

しボランティアの派遣を必要とする分野、人数等の情報提供を行うとともに、鯖江市社会福祉協

議会等の既存のボランティア推進団体および鯖江市赤十字奉仕団等の既存のボランティア団体

等の連携のうえ、ニーズに応じた調整およびあっせんを行う。 

⑵ ボランティアセンターの開設 

市は、直接訪れたボランティアの受付および登録、県から派遣されたボランティアの受入れな

らびに活動の調整を行うため、鯖江市社会福祉協議会、関係市民活動団体、県、福井県災害ボラ

ンティア本部等と連携のうえ、ボランティアセンターを開設する。 

第４ ボランティア活動の支援体制 

市は鯖江市社会福祉協議会の協力を得て、ボランティアが円滑な活動を実施するために必要な支

援を行う。 

⑴ 情報の提供 

ボランティアに対して、災害の状況、災害応急対策の実施状況、協力を必要とする活動内容、 

被災者のニーズ等についての情報を提供する。 

⑵ 連絡調整 

ボランティアリーダー等と定期的に打合せの場を設け、ボランティア活動の進展具合、問題点、

要望等について連絡調整を行う。 

⑶ 必要資機材および活動拠点の提供 

ボランティアから資機材および活動拠点に関する要望があったときは、必要な資機材を提供す

るとともに、状況に応じて拠点避難所の一部のスペースをボランティア活動拠点として提供する。 

⑷ ボランティア保険への加入 
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ボランティアを行う者は、ボランティア活動中の事故等に備えて、必要に応じて県の負担によ

るボランティア保険に加入する。 
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第６節 国民保護措置に係る職務を行う者等に対する特殊標章 

第１ 国民保護措置に係る職務を行う職員等に対する交付等 

次の⑴から⑶に掲げる者は、「赤十字標章等および特殊標章等に係る事務の運用に関するガイド

ライン（平成１７年８月２日閣副安危第３２１号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付

内閣参事官（事態法制担当）通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ⑴から

⑶に掲げる職員等に対し、法第１５８条第１項の身分証明書を交付し、または使用させることがで

きる。 

⑴ 市長 

ア 国民保護措置に係る職務を行う市の職員 

イ 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

ウ 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

⑵ 鯖江・丹生消防組合消防本部消防長 

ア 国民保護措置に係る職務を行うその所轄の消防職員 

イ 鯖江・丹生消防組合消防本部消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

ウ 鯖江・丹生消防組合消防本部消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協

力をする者 

⑶ 水防管理者 

ア 国民保護措置に係る職務を行うその所管の水防団長および水防団員 

イ 水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

ウ 水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

第２ 特殊標章の使用 

第１の⑴から⑶までに掲げる者は、その職員等またはこれらの者が国民保護措置に係る職務を行

う場所等を識別するため、法第１５８条第１項の特殊標章を使用させることができる。 

              〔特殊標章〕【オレンジ色地に青色の三角形】 
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第４章 避難および救援 
 

第１節 住民の避難 

第１ 避難の類型と対処 

住民の避難は、武力攻撃事態等の態様や推移、時間的余裕、さらには被害の状況等に応じ、危険

地域から屋内などへの一時避難、市内の避難施設への避難、より広域的な避難など、多様な形態で

実施する。 

実際には、具体的に発生した、または発生するおそれのある武力攻撃事態等の実態に応じて、最

も的確かつ確実な方法により行うこととなるが、基本的には次の表に基づき実施する。 

 

 類  型 避難および退避の態様 

武
力
攻
撃
事
態 

地上部隊が航空機や船舶により着上陸する攻撃 ・広域的な避難 

（県内避難または県外避難） 

ゲリラや特殊部隊による攻撃 

・主要な公共施設の占拠または破壊 

・原子力発電所の中央制御室の占拠または冷却機能の破壊 

・屋内へ避難（退避） 

・事態の推移や被害の状況に 

応じて、他の安全な地域へ避

難 弾道ミサイル攻撃 

・通常弾頭    ・核弾頭 

・生物剤弾頭   ・化学剤弾頭 

航空機による攻撃 

緊
急
対
処
事
態 

危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行わ

れる事態 

・原子力事業所等の破壊 

・石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

・危険物積載船への攻撃 

・ダムの破壊 

・危険地域からの避難（退避） 

（市内避難または県内避難） 

多数の人が集合する施設および大量輸送機関等に対する攻

撃が行われる事態 

・大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破 

・列車等の爆破 

・危険地域からの避難（退避） 

（市内避難） 

多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行わ

れる事態 

・放射性物質を混入させた爆弾（ダーティボム）等の爆発

による放射能の拡散 

・炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布 

・市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布 

・水源地に対する毒素等の混入 

・危険地域からの避難（退避） 

（市内避難） 

（風向や二次感染の防止等

を考慮） 

破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態 

・航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ 

・弾道ミサイル等の飛来 

・危険地域からの避難（退避） 

（市内避難） 

＊退避については、〔参考〕退避について（Ｐ５３）および第５章第５節「退避の指示」を参照 

 

第２ 避難の指示と避難の方法 

市長は、知事からの避難の指示を受けたときは、住民に伝達する。 
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借上げ車両等 
（要配慮者） 

借上げ車両等 

借上げ車両等 
（要配慮者） 

⑴ 避難の方法 

ア 屋内避難 

・避難場所 自宅、近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設、建築物の地階等 

・避難方法 徒歩を原則とし、できるだけ速やかに、屋内に避難する。 

その後、事態の推移、被害の状況等によっては、イからエに掲げる方法により他

の安全な地域に避難する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 市内避難…市内の避難施設への避難 

・避難場所 市内避難施設 

・避難方法 徒歩を原則とする。ただし、徒歩による避難が困難である要配慮者の避難に限り、

バス等の借上げ車両および公用車（これらの車両を以下「借上げ車両等」という。）

を補完的に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 県内避難…当該市の他の地域または県内の他の市町へ避難 

・避難場所 市内避難施設から知事が指示する県内の避難施設 

・避難方法 市内避難施設への避難はイと同様 

市内避難施設から知事が指示する県内の避難施設までは、借上げ車両等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅 
近傍のコンクリ

ート造り等の堅

ろうな施設 

建築物の地階 

      等 

住 民 住 民 

徒歩 

（原則） 

住 民 市内避難施設 

徒歩 
（原則） 

住 民 
市町内避難施設 

（集合場所） 

県内の避難施設 

（知事が指示） 

徒歩 

（原則） 
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借上げ車両等 

借上げ車両等 
（要配慮者） 

エ 県外避難…県外の市町村へ避難 

・避難場所 市内避難施設から県外の避難施設 

・避難方法 市内避難施設への避難はイと同様 

市内避難施設から県外の避難施設へは、借上げ車両等 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 県が行う避難の指示の単位 

ア 避難の指示に当たっては、原則として避難地区（資料編 ２－１０－１ 避難地区一覧表を

参照）の名称を用いる。 

イ 避難する地域が市内全域である場合は、市名のみを用いる。 

ウ 避難する地域が県内全域である場合は、「福井県全域」とする。 

⑶ 指定公共機関等からの車両借上げ 

市長は、避難誘導の実施に当たり、運送業者である指定公共機関等の車両の借上げが必要なと

きは、輸送条件を示して、知事に要請する。 

⑷ 自家用車等の使用 

市は、避難の実施に当たり、公用車およびバス等の指定公共機関等の輸送手段を補完するため、

要配慮者の避難に限り、所有者等の協力を得て、自家用車等を使用する。 

その自家用車等については、市は、避難地区ごとに地区内の要配慮者の実態を考慮し、その輸

送に適した車両等の把握に努める。 

 

⑸ 交通途絶等への対応 

市は、交通途絶等により陸上輸送が困難な地域が発生した場合は、県に報告し、航空機による

避難について協議を行う。 

⑹ 避難に当たって配慮すべき事項 

ア 武力攻撃事態等の類型に応じた避難のあり方 

住 民 県外の避難施設 

（必要に応じて避難先地域を管轄する近隣府県の

知事に対し、避難住民の輸送の応援を要請） 

市内避難施設 

（集合場所） 

〔参考〕 退避について 

住民の避難については、国対策本部長から避難措置の指示を受け、知事が住民に対し避難

の指示を行うが、予測不可能な武力攻撃災害が突然発生することもあり得る。 

このような場合には、住民の生命、身体もしくは財産を保護し、または武力攻撃災害の拡

大を防止するため、市長が武力攻撃災害の及ばない地域に、一時的に退避することを指示で

きる。なお、緊急の必要がある場合は、知事も退避の指示を出す場合がある。 

（退避の指示 Ｐ７０参照） 

徒歩 
（原則） 



- 55 - 

(ア) 地上部隊が航空機や船舶により着上陸する攻撃の場合 

市は、大規模かつ広域的住民避難が行われることから混乱発生の防止に努める。 

(イ) ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合 

武力攻撃がまさに行われている場合には、住民を屋内に一時的に避難させ、移動の安全が

確認された後、他の安全な地域への避難を行う。この場合、市（鯖江・丹生消防組合消防本

部を含む）、県、県警察および自衛隊との間で適切に役割分担し、避難住民の誘導を行う。 

市は、武力攻撃災害の兆候等を覚知した場合は、速やかに関係機関に通知するとともに、

必要に応じて、退避の指示、警戒区域の設定等の措置を講ずる。 

(ウ) 弾道ミサイル攻撃の場合 

避難の指示を受けた市は、屋内避難をさせる際には、できるだけ近傍のコンクリート等堅

牢な施設や建築物の地階等に避難誘導する。その後、事態の推移、被害の状況等に応じ、他

の安全な地域への避難を実施する。 

(エ) 航空機による攻撃の場合 

弾道ミサイルの場合と同様、着弾後に被害状況を把握した上で、弾頭の種類に応じた避難

を行うことになり、攻撃当初における屋内避難に当たっては、市は、できるだけ近傍のコン

クリート等堅牢な施設や建築物の地階等に避難誘導する。その後、事態の推移、被害の状況

等に応じ、他の安全な地域への避難を実施する。 

(オ) ＮＢＣ攻撃の場合 

鯖江・丹生消防組合消防本部、県警察および自衛隊は、防護服を着用する等隊員の安全を

図るための措置を講じた上で、避難住民の誘導を行うものとし、その際には、風下方向を避

けるとともに、皮膚の露出を極力抑えるため手袋、帽子、ゴーグル、雨合羽、マスク等を着

用させる。また、被ばくの状況、汚染状況を確認し、被害の拡大を防止するため適切に対処

する。 

① 核攻撃の場合 

熱線、爆風等による直接の被害を受ける地域については、武力攻撃が行われた場所から

直ちに離れ、地下施設等に避難させ、一定時間経過後、放射線の被害を受けない安全な地

域へ避難させる。 

直接の被害は受けないものの、放射性降下物による被害を受けるおそれがある地域につ

いては、放射線の影響を受けない安全な地域へ避難するよう指示するとともに、外部被ば

くを最小限に抑えるため、風下を避けて風向きとなるべく垂直方向に避難させる。 

② 生物剤による攻撃の場合 

生物剤による攻撃が行われた場所またはそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気か

らの密閉性の高い部屋または感染のおそれのない安全な地域に避難させる。 

また、ヒトや動物を媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合は、住民を避難させる

のではなく、感染者を入院させて治療するなどの措置を講ずる。 

③ 化学剤による攻撃の場合 

化学剤による攻撃が行われた場所またはそのおそれがある場所から直ちに離れ、屋内の

外気からの密閉性の高い部屋または汚染のおそれのない安全な地域に避難させる。 

また、化学剤は、一般的に空気より重いため、可能な限り高所に避難させる。 
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イ 町内会単位での避難のあり方 

避難に当たっては県と連携し、避難住民を可能な限り町内会単位で同一施設または同一地域

に収容できるよう配慮する。 

第３ 避難の誘導の措置 

⑴  避難実施要領の作成 

市長は、知事から避難の指示があったときは、関係機関の意見を聴いて、直ちに避難実施要領

を定め、住民などに伝達しなければならない。そのため、あらかじめ、武力攻撃事態の態様に応

じて複数パターンの避難実施要領パターンを作成し、周知する。 

ア 避難実施要領に定める事項 

(ア) 避難の経路、避難の手段、避難の手順その他避難の方法に関する事項 

(イ) 防災行政無線の使用など、避難の指示の市民への周知に関する事項 

(ウ) 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置 

その他避難の誘導に関する事項 

(エ) 市民が避難の際に携行する物品等 

(オ) 市民に対する注意事項 

(カ) 上記のほか、避難の実施に関し必要な事項 

イ アで定める避難実施要領の内容の伝達および通知先 

(ア) 住民および関係のある公私の団体 

(イ) 鯖江・丹生消防組合消防本部消防長、鯖江警察署長、自衛隊地方協力本部の長その他関係

機関 

ウ 避難実施要領作成の際の主な留意事項 

(ア) 避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、町内会等、地域の実情に応じた 

適切な避難の実施単位を記載する。 

(イ) 避難先の住所および施設名を可能な限り具体的に記載する。 

(ウ) 避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等の住所および場所名を可能な 

限り具体的に明示するとともに、集合場所への避難方法を記載する。 

(エ) 避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時間を可能な限り具体的に記 

載する。 

(オ) 集合後の町内会内や近隣住民間での安否確認、要配慮者への配慮事項等、集合に当たって

の避難住民の留意すべき事項を記載する。 

(カ) 集合後に実施する避難誘導の交通手段を明示するとともに、避難誘導の開始時間および避 

難経路等、避難誘導について可能な限り具体的に記載する。 

(キ) 避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよう、関係市町、消防職員の配置および担当 

業務を可能な限り明示するとともに、その連絡先等を記載する。 

(ク) 要配慮者の避難誘導を円滑に実施するための対応方法について記載する。 

(ケ) 要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載する。 

(コ) 避難誘導中に避難住民へ、食糧・水・医療等を提供するための支援内容について記載する。 

(サ) 緊急連絡先を記述する。 

⑵ 避難住民の誘導 
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市長は、その職員、鯖江・丹生消防組合消防本部消防長等を指揮して次のとおり避難誘導を行

う。なお、避難誘導に当たっては要配慮者を優先することとし、自主防災組織、町内会等と連携

し、迅速かつ安全な避難の誘導に努める。また、誘導に当たっては、町内会単位、または家族単

位となるよう配慮する。ただし、大規模な事業所で事業所単位での避難誘導が効果的な場合は、

事業所の協力を得て、事業所単位での誘導も実施する。 

ア 市内避難施設への誘導 

イ 町内会ごとの避難者名簿の作成 

ウ 輸送車両の手配 

エ 輸送車両の移動 

⑶ 警察官等による避難住民の誘導の要請 

市長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、次の者に警察官等による誘導を

行うよう要請する。 

ア 鯖江警察署長          … 警察官 

イ 国民保護措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長（国民保護法施行令第８条第２項で定められ

た自衛隊の部隊等の長に限る。）  … 自衛官 

この場合、市長はその旨を知事に通知する。 

また、市長は、知事に対して警察官等による避難住民の誘導を求めることができる。なお、

この場合市長は、警察署長等とあらかじめ協議し、避難実施要領に警察官等が行う避難誘導に

ついて定める。 

⑷ 情報の提供 

市長は、警察官等が避難の誘導を実施しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の

実施状況に関し、必要な情報の提供を求めることができる。 

⑸ 必要な措置の要請 

市長は、警察官等が避難の誘導を実施している場合において、避難住民の生命または身体の保

護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に避難住民の

誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。 

〔参考〕 避難の実施体制 

事項 

区分 
実施責任者 内  容 実 施 の 基 準 

避
難
措
置 

の
指
示 

国対策本部

長 

・「要避難地域」 

・「避難先地域」 

・関係機関が講ずべき措置の概要 

・住民の避難が必要であると認める 

とき 

避
難
の
指
示 

知  事 

・「要避難地域等」 

・「避難先地域」 

・関係機関が講ずべき措置の概要 

・主要な避難経路 

・避難のための交通手段 

・その他の避難の方法 

・国対策本部長が避難措置の指示を 

したとき 

・知事が自ら当該避難地域の近接地 

域の住民も避難させることが必要 

であると認めるとき 
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避
難
住
民
の
誘
導 

市  長 

・上記避難の指示の伝達 

・避難実施要領の策定 

（避難の経路、手段、手順） 

（避難住民の誘導の実施方法） 

（関係職員の配置） 

（その他避難、誘導に必要な事項） 

・避難実施要領の内容の伝達・通知 

・知事が住民に対し避難の指示をし 

たとき 

市の職員・ 

消防団員 

・避難住民の誘導 ・市長が避難誘導を実施するとき 

・警告、指示 
・危険な事態が発生するおそれがあ 

ると認められるとき 

消防吏員 

・避難住民の誘導 ・市長が避難誘導を実施するとき 

・警告、指示 
・危険な事態が発生するおそれがあ 

ると認められるとき 

・立入禁止、退去の措置 

・道路上の車両等の除去 

・危険な事態が発生するおそれがあ 

ると認められ、警察官がその場にい

ないとき 

警察官 

・避難住民の誘導 
・市長の要請があったとき 

・知事の要請があったとき 

・警告、指示 

・立入禁止、退去の措置 

・道路上の車両等の除去 

・危険な事態が発生するおそれがあ 

ると認められるとき 

自 衛 官 

・避難住民の誘導 
・市長の要請があったとき 

・知事の要請があったとき 

・警告、指示 
・危険な事態が発生するおそれがあ 

ると認められるとき 

・立入禁止、退去の措置 

・道路上の車両等の除去 

・危険な事態が発生するおそれがあ 

ると認められ、警察官がその場にい

ないとき 

県の職員 

・避難住民の誘導 

・市長の要請があったとき 

・市長に避難住民の誘導の指示を行 

っても所要の避難住民の誘導が当

該市長により行われないとき 

・警告、指示 
・危険な事態が発生するおそれがあ 

ると認められるとき 

 

第４ 避難住民の受入れ 

⑴ 避難住民の受入れ 

市長は、知事から避難住民の受け入れについて要請を受けた場合、避難住民を受け入れないこ

とについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れる。 

⑵ 避難施設の開設 

市長は、知事と協議し、小中学校体育館に避難所を開設する。 

ただし、避難施設の収容能力を超える避難住民を受け入れる必要がある場合は、その他の公共

施設を使用し、それらの施設の収容能力をも超える避難住民を受け入れる必要がある場合は、小

中学校校庭に天幕等を設置し仮避難所として開設する。 

なお、市長は、避難所の開設状況について速やかに知事に情報を提供する。 

⑶ 被災者に対する配慮 
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避難所の管理者は、その運営に当たり、保健衛生面はもとより、人権の保護等幅広い観点から、

被災者の心身の健康維持および人権に可能な限り配慮した対策を講ずるよう努める。 

第５ 要配慮者に対する配慮 

⑴ 市の措置 

市長は、要配慮者が円滑に避難できるよう、あらかじめ収集した要配慮者に関する情報等を参

考に避難実施要領を作成する。 

⑵ 地域住民の協力 

要配慮者が避難を行う場合は、その地域の住民は、避難誘導について、地域ぐるみで協力し、

支援するよう努める。 

⑶ 病院、福祉施設等の措置 

病院、老人福祉施設、障がい者福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、

または利用している施設の管理者は、避難が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努める。 

第６ 知事に対する要請等 

⑴ 避難誘導の指示 

市長は、知事から避難誘導の指示を受けた場合は、速やかに避難誘導を実施する。なお、市に

おいて避難誘導が実施できないため、知事が避難誘導を行う場合は、その避難誘導について可能

な限り協力する。 

⑵ 警察官等による避難住民の誘導の要請 

市長は、知事に対して、県警察本部長または出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長（国民保

護法施行令第８条第２項で定められた自衛隊の部隊等の長）に、警察官等による避難住民の誘導

を行うよう要請することを求めることができる。 

⑶ 避難誘導の補助 

市長は、知事に対して、避難住民の誘導の補助を要請することができる。 

第７ 的確な避難の実施 

市長は、避難先地域において市の住民の受入れが完了するまで、避難住民の誘導を行う。 

その際、避難に遅れた者への対応について、次のとおり実施することに努める。 

なお、避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関する情報に

基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努める。 

⑴ 消防吏員および消防団員による救助隊を編成し、捜索および救出に当たる。 

⑵ 自ら編成する救助隊による捜索および救出が困難なときは、鯖江警察署長に連絡し、合同して

これらの活動に当たる。 

⑶ 市自体の能力では捜索および救出が困難であり、かつ、これらの活動に必要な車両、特殊機械

器具等の調達を要するときは、知事に応援を要請する。 

 第８ 大規模集客施設等における当該施設滞在者等の避難 

市は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設について、県、関係機関および施設管理者等と連携し、

施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等についても、避難等の国民保護措置が円滑に実施で

きるように必要な対策をとる。 

第９ 被災地域における動物の保護等 

動物の飼い主（所有者または占有者をいう。以下同じ。）は、災害時においても動物を適正に飼
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養・保管するよう努めるものとするが、飼い主の分からない負傷動物または逸走状態の動物の保護

については、市は、県が行う動物の保護・収容等に協力する。 

第 10 避難の指示の解除 

市長は、避難の指示が解除されたときは、避難住民を復帰させるための、避難住民の復帰に関す

る要領を策定し、避難住民の誘導その他の措置を講ずる。 

第 11 避難所の管理責任者 

⑴ 施設の管理 

市長は、避難所を開設したときは速やかに避難所管理責任者を置く。 

⑵ 避難所の自治 

避難者は、避難所の適正な運営を図るため、避難所町内会を組織することができる。 

⑶ 避難所町内会と避難所管理責任者との協議 

避難所管理責任者は、避難所の運営に関し必要に応じて避難所町内会と協議する。 
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第２節 避難住民等の救援 

第１ 救援の実施体制 

⑴ 救援の実施および補助 

知事は、国対策本部長から、救援の指示を受けたときは、救援を必要としている避難住民等に

対し救援を行う。 

また、市長は、知事からの救援事務の一部について委任された場合は、その事務の内容および

当該事務を行う期間において、自ら実施する。また、知事が行う救援についても必要に応じてそ

の事務を補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 救援の実施に必要な物資等の確保 

市長は、知事から委任された救援の実施に必要な物資の確保または土地等の使用に当たっては、

あらかじめ所有者等に対し物資の売渡しの要請を行い、または土地等の使用に係る同意を得る。 

なお、被災等により当該物資または家屋等が使用不能となっている場合等、正当な理由がない

にもかかわらず当該所有者が応じない場合には、同意を得ないで物資の収用または土地等の使用

ができる。 

第２ 救援の実施内容 

市長は、法および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援

の程度および方法の基準」（平成２５年内閣府告示第２２９号）に基づき、次の救援事務につい

て、知事から委任されたものについて実施する。 

なお、この場合において市長が必要と認めるときは、金銭を支給して実施することができる。 

⑴ 収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

ア 避難所 

国対策本部長 

知  事 

指
示 

住  民 

救援の内容 

・収容施設（応急仮設住宅）の供与 

・住宅の応急修理 

・住居の土砂等の除去 

・通信設備の提供 

・食品の給与、飲料水の供給 

・生活必需品の給与・貸与 

・医療の提供・助産 

・学用品の給与 

・被災者の捜索・救出 

・埋葬・火葬 

・死体の捜索・処理 

医
療
関
係
者 

市 
 

長 

日
本
赤
十
字
社 

要
請 

委
任 

委
託 

救
援 

救
援 

医
療
の
実
施 
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(ア) 収容する者は、避難住民または武力攻撃災害により被害を受け、または受けるおそれのあ 

る者とする。 

(イ) 原則として小中学校体育館を利用する。ただし、施設の収容能力を超える避難住民等を受 

け入れる必要がある場合は、その他の公共施設を使用し、それらの施設の収容能力をも超え

る避難住民等を受け入れる必要がある場合またはこれらの適当な建物を利用することが困

難な場合は、野外に仮小屋または天幕を設置する。 

(ウ) 収容する期間が長期にわたる場合または長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住 

宅を設置する。また、必要に応じてプライバシーの確保や男女のニーズの違い等に配慮する。 

イ 応急仮設住宅 

避難の指示が解除された後または武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがなくなった

後、武力攻撃災害により住宅が全壊、全焼、または流失し居住する住宅がない者で、自らの資

力では住宅を得ることができない者に対し、応急仮設住宅を設置する。 

⑵ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

避難の指示が解除された後または武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、

武力攻撃災害により住宅が半壊し、または半焼した者で、自らの資力では応急修理ができない者

に対し、住宅の居室等の応急修理を行う。 

⑶ 武力攻撃災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石等の除去 

避難の指示が解除された後または武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、

居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分または玄関等に土石、竹木等の障害物

があるため、一時的にその住宅に居住できない者で、自らの資力では当該障害物を除去すること

ができない者に対し、土石等の除去を行う。 

⑷ 電話その他の通信設備の提供 

避難の指示に基づく避難または武力攻撃災害により、通信手段を失った者に対し、電話、ファ

クシミリまたはインターネットの利用を可能とする通信端末機器その他必要な通信設備を、電気

通信事業者である指定公共機関等の協力を得て、避難施設等に設置し、利用させる。 

⑸ 炊き出しその他の方法による食品の給与および飲料水の供給 

ア 炊き出しその他の方法による食品の給与 

避難所に収容された者、武力攻撃災害により住宅に被害を受けて炊事のできない者および避

難の指示に基づきまたは住宅に被害を受け、避難する必要のある者に対し、炊き出し等を行う。 

イ 飲料水の供給 

避難の指示に基づく避難または武力攻撃災害により飲料水を得ることができない者に対し、

その供給を行う。 

⑹ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

避難の指示に基づく避難または武力攻撃災害により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需

品を喪失し、またはき損したため、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し、その給与等を

行う。 

⑺ 医療の提供および助産 

ア 医療（施術者が行う施術を含む）の提供 

(ア) 避難の指示に基づく避難または武力攻撃災害により医療を受けることができない者に対 



- 63 - 

して応急的に処置する。 

(イ) 医師等による救護班により行う。ただし、急迫した事情があり、止むを得ないと認められ 

る場合は、病院、診療所または施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関

する法律（昭和２２年法律第２１７号）第１条に規定する免許を受けたあん摩マッサージ指

圧師、はり師もしくはきゅう師または柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）第２条第１

項に規定する柔道整復師（以下これらの者を「施術者」という。）による施術のための施設

をいう。）において行うことができる。 

イ 助産 

避難の指示に基づく避難または武力攻撃災害のため助産を受けることができない者に対し

て行う。 

⑻ 学用品の給与 

避難の指示に基づく避難または武力攻撃災害により、学用品を喪失し、または、き損したため、

就学上支障のある小学校児童、中学校生徒に対し、教科書等学用品の給与を行う。 

⑼ 被災者の捜索および救出 

ア 捜索および救出 

避難の指示が解除された後または武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがなくなった

後、武力攻撃災害のため生命および身体が危険な状態にある者または生死が不明の状態にある

者の捜索および救出を実施する。 

イ 安全の確保 

捜索および救出を実施する場合には、これらを実施する者の安全の確保に十分配慮し、県警

察や鯖江・丹生消防組合消防本部等が行う捜索および救出と十分な連携を図る。 

⑽ 埋葬および火葬 

遺体の埋葬および火葬について、墓地、火葬場等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、

遺体の搬送の手配等を実施する。 

⑾ 死体の捜索および処理 

ア 死体の捜索 

避難の指示が解除された後または武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがなくなった

後、武力攻撃災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡してい

ると推定される者に対し、捜索を行う。 

イ 死体の処理 

武力攻撃災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬等を除く。）を行う。 

第３ 日本赤十字社が行う救援 

⑴ 市長は、救援に対する協力、救援に関し地方公共団体以外の団体または個人がする協力につい

ての連絡調整等の日本赤十字社が実施する国民保護措置については、その特性にかんがみ、その

自主性を尊重する。 

⑵ 市長は、知事が日本赤十字社に委託した救援の措置またはその応援の内容に応じて連携を図り

ながら、救援を実施する。 

第４ 要配慮者に対する配慮 

⑴ 収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 
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市は、現状の施設状況を把握した上必要と認める場合は、要配慮者の利用を考慮した施設のバ

リアフリー化に努める。 

⑵ 収容施設（応急仮設住宅を含む）の設備や機器の設置 

市は、設備や機器の設置に際しては、要配慮者に配慮する。 

また、要配慮者にも災害情報が正確に伝達されるよう、次に掲げる事項に配慮する。 

ア ラジオまたはテレビ（文字対応機器）の設置 

イ 新聞記事の配布 

ウ 災害情報および生活関連情報の文字による提供 

⑶ 収容施設（応急仮設住宅を含む）における配慮 

市は、収容施設において要配慮者の人権を尊重し、介護等が受けられる場所をあらかじめ確保

するとともに、食品、飲料水、生活必需品等は、健康状態等に応じて確実に配布されるよう努め

る。 

また、集団生活に適応できない要配慮者に対しては、避難所を別にするなどの配慮を行う。 

⑷ 支援ニーズの把握等 

市は、収容施設（応急仮設住宅を含む）において要配慮者の生活支援に配慮し、これを専門に

行う介護等のボランティアを配置するなど適切な運営体制を講ずるよう努める。 

また、避難所内での巡回相談または相談窓口の設置等により収容施設内における要配慮者の支

援ニーズを的確に把握するよう努める。 

第５ 健康への配慮 

市は、環境の変化等から生じる避難住民の健康不安または体調の変化を早期発見するため、県と

協力して、保健医療関係者による巡回健康相談を実施する。 

また、必要に応じて、健康相談等窓口の設置に努める。 

第６ 救援物資等の受入れ 

⑴ 救援物資等の公表 

市は、関係機関等の協力を得ながら国民、企業等からの救援物資について受入れを希望するも

のを把握し、その内容のリストおよび送り先を公表するように努める。 

⑵ 救援物資の受入れ体制の整備 

市は、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制を整備するように努める。 

⑶ 救援物資に関する問い合わせ窓口の設置 

市は、被災地または避難先地域とならなかった場合は、必要に応じ、救援物資に関する問い合

わせ窓口の設置ならびに被災地、避難先地域のニーズの広報に努める。 

第７ 応急仮設住宅の建設予定地の選定 

市長は、応急仮設住宅の設置に備え、建設予定地を定めておく。 
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第３節 緊急輸送 

第１ 輸送力の確保 

⑴ 市長は、動員できる車両および船舶（以下「車両等」という。）をあらかじめ把握しておく。 

⑵ 市長は、避難時に車両等が不足する場合は、輸送人員、輸送区間等を示して知事に応援を要請

する。 

第２ 指定地方公共機関による避難住民等の運送の要請 

⑴ 避難住民の運送 

市長は、避難住民の誘導のため必要がある場合は、輸送人員、輸送区間等を示して、知事に対

して運送事業者である指定地方公共機関に避難住民の運送を要請するよう求める。 

⑵ 緊急物資の運送 

市長は、緊急物資を輸送するため必要がある場合は、輸送量、輸送区間、緊急物資の種類等を

示して、知事に対して運送事業者である指定地方公共機関に運送を要請するよう求める。 

第３ 輸送ルートの確保 

⑴ 市は、県警察、自衛隊等の協力を得て、自ら管理する道路の被害状況、復旧見込み等の情報を

把握し、県に情報提供を行う 

⑵ 市は、県が緊急輸送ルートを選定した場合は、その確保に努めるとともに、さらに計画的に道

路の応急復旧を行うことにより、輸送機能の充実を図る。 

第４ 燃料の確保 

市は、県が行う緊急輸送用の車両等の燃料の確保に協力する。 

 

〈資料編〉 

４－３－１ 民間輸送機関一覧表 
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第４節 交通の確保 

第１ 実施責任者 

⑴ 市は、自ら管理する道路について、交通支障箇所の通報連絡および応急復旧を行う。 

⑵ 交通規制に関する措置は、県公安委員会、鯖江警察署長および警察官が行う。 

なお、市が管理する道路について、破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認めら

れるときは、市が通行の禁止または制限を行う。 

⑶ 道路交通情報の収集および提供については、県および県警察本部において行われる。 

第２ 交通支障箇所の通報連絡 

市の管理する道路の支障箇所に係る連絡先は、次のとおりとする。 

⑴ 県対策本部長（ただし、県対策本部設置前にあっては県関係課長） 

⑵ 丹南土木事務所長 

⑶ 鯖江警察署長 

なお、国および県が管理する道路等は、県より情報提供される。 

第３ 交通規制に関する措置 

⑴ 通行禁止区域等における消防吏員の措置等 

通行禁止区域等において、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員は、消防用緊急通行

車両の円滑な通行の確保に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、災対法第７６条の

３第４項の規定を準用し、当該区域等の車両その他の物件の移動等必要な措置を行うことができ

る。 

なお、消防吏員がこの措置を行ったときは、直ちに、鯖江警察署長にその旨を通知する。 

⑵ 交通規制情報の周知 

交通規制情報の周知については、県公安委員会および鯖江警察署長により、日本道路交通情報

センターおよび交通情報板等を通じ、規制の区域、区間、迂回路等が広報される。また、立看板、

案内図等の掲示による交通規制の内容についての周知も行われる。 

第４ 緊急通行車両の事前届出 

市は、当該車両が国民保護措置に従事するため必要な車両であると認められるときは、あらかじ

め県公安委員会に事前届出を行い、届出済証の交付を受ける。 

第５ 応急の措置 

市は、管理する道路に被害が出た場合は、応急の復旧を図るとともに、道路施設の破損等により

交通の危険が生じたときは、区間を定めた通行の禁止、または制限について鯖江警察署長に意見を

聴くものとする。 

ただし、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りではない。 

第６ 交通情報の収集と広報活動 

市は、国民保護措置に係る道路交通情報の収集および広報について、県および関係機関に協力す

る。 
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第５章 武力攻撃災害への対処等 
 

第１節 生活関連等施設等の安全の確保 

第１ 生活関連等施設の安全の確保 

⑴ 生活関連等施設の状況の把握 

市は、市対策本部を設置した場合に、生活関連等施設の安全に関する情報、対応状況等の把握

に努める。 

⑵ 鯖江・丹生消防組合消防本部による支援 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあった場合は、指

導、助言、資機材の提供、職員の派遣等必要な支援を行う。なお、管理者から支援の求めがない

場合でも、必要と認めた場合は支援を行う。 

第２ 市が管理する施設および設備の警備の強化等 

市は、武力攻撃災害の発生またはその拡大を防止するため、市が管理する次の施設について、生

活関連等施設に準じ、設備の警備の強化その他安全の確保に関し必要な措置を講じる。 

⑴ 水道施設 

 ア 対象 

水道法第３条第２項の水道事業または同条第４項の水道用水供給事業の用に供する取水、貯

水もしくは浄水のための施設または配水池 

   イ 安全確保の留意点 

・関係機関と緊密な連携を図るとともに、自主警戒、自主警備の強化に努める。 

・水源の監視を強化する。 

・水道施設の防護対策を確認する。 

・バイオアッセイ等による水質管理を徹底する。 

・当該施設への来訪者、出入り業者の管理を徹底する。 

・備品、薬品等の管理を徹底する。 

・施設関係図面等の管理を徹底する。 

・一般住民からの連絡窓口を設定し、それにより得た関係情報の施設内での周知、情報の共有を

図るとともに、必要に応じて更なる情報収集に努める。 

・緊急時における関係者に対する連絡体制を確認する。 

・給水停止措置や緊急対応の指揮命令系統を確認する。 

・応急復旧体制や応急給水体制を含めた緊急事態への対応体制を確認する。 
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第２節 危険物質等に係る災害への対処 

第１ 危険物質等に係る災害防止のための措置 

市長は、引火または空気中への飛散等により、人の生命、身体または財産に対する危険が生ずる

おそれがある次の危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要あると認めるときは、

次の第２から第４までに定める措置を講じる。 

 

種  別 対    象 

⑴ 危険物 
消防法第２条第７項の危険物（同法第９条の３の指定数量以上のものに

限る。） 

⑵ 毒物、劇物 

毒物および劇薬取締法第２条第１項の毒物および同条第２項の劇物（同

法第３条第３項の毒物劇物営業者、同法第３条の２第１項の特定毒物研

究者ならびに当該毒物および劇物を業務上取扱者が取り扱うものに限

る。） 

⑶ 火薬類 火薬類取締法第２条第１項の火薬類 

⑷ 高圧ガス 
高圧ガス保安法第２条の高圧ガス（同法第３条第１項各号に掲げるもの

を除く。） 

⑸ 核燃料物質等 

原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質およびこれによって汚

染された物（核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律

第６４条第１項に規定する事業者等ならびに当該事業者等から運搬を委

託された者および同法第６０条第１項に規定する受託貯蔵者が所持する

ものに限る。） 

⑹ 核原料物質 

原子力基本法第３条第３号に規定する核原料物質（核原料物質、核燃料

物質および原子炉の規制に関する法律第６１条の２第１項第３号に規定

する核原料物質を除く。） 

⑺ 放射性同位元素等 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第２条第２項に

規定する放射性同位元素およびこれによって汚染された物（同法第３２

条に規定する許可届出使用者等が所持するものに限る。） 

⑻ 毒薬、劇薬 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第

４４条第１項の毒薬および同条第２項の劇薬（同法第４６条第１項の薬

局開設者等が取り扱うものに限る。） 

⑼ 事業用電気工作物

内の高圧ガス 

電気事業法第３８条第３項の事業用電気工作物（発電用のものに限る。）

内における高圧ガス保安法第２条の高圧ガス（当該事業用電気工作物の

外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。） 

⑽ 生物剤、毒素 

細菌兵器（生物兵器）および毒素兵器の開発、生産および貯蔵の禁止な

らびに廃棄に関する条例等の実施に関する法律第２条第１項に規定する

生物剤および同条第２項に規定毒素（業としてこれらを取り扱う者が取

り扱うものに限る。） 

⑾ 毒性物質 

化学兵器の禁止および特定物質の規制等に関する法律第２条第１項の毒

性物質（同法第７条第１項の許可製造者、同法第１２条の許可使用者、

同法第１５条第１項第２号の承認輸入者および同法第１８条第２項の廃

棄義務者ならびに同法第２４条第１項から第３項まで（同法第２６条お

よび第２７条において準用する場合を含む。）または同法第２８条の規定

による届出をした者が所持するものに限る。） 

 

第２ 危険物質等取扱所の警備の強化 

市長は、危険物質等の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者（以下「危険物
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質等の取扱者」という。）に対し、危険物質等取扱所の警備の強化を求めることができる。その際、

県に対しその措置を講じたことを報告する。 

第３ 措置の要請 

市長は、第１⑴に定める危険物のうち市の区域に設置される製造所、貯蔵所もしくは取扱所（移

送取扱所を除く。）または市のみに設置される移送取扱所において、貯蔵し、または取り扱うもの

について、緊急の必要があると認めるときは、危険物質の取扱者に対し、次の措置を講ずべきこと

を命ずる。 

⑴ 消防法第１２条の３に基づく、危険物質等の取扱所の全部または一部の使用の一時停止または

制限 

⑵ 国民保護法施行令第２９条に基づく、危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬または消

費の一時停止または制限 

⑶ 国民保護法施行令第２９条に基づく、危険物質等の所在場所の変更またはその廃棄 

ただし、この措置には、指定行政機関および地方公共団体が事態対処法第２条第８号の対処措

置の用に供する危険物質等に係る措置は含まない。 

第４ 報告の求め 

市長は、３の措置を講ずべきことを命ずるため必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者

に対し、危険物質等の管理状況について報告を求める。 

 

〈資料編〉 

５－２－１ 危険物施設一覧表 
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第３節 放射性物質等による汚染の拡大の防止 

第１ 汚染の拡大を防止する措置 

市長および鯖江・丹生消防組合の管理者は、武力攻撃に伴って、放射性物質、放射線、サリン等

もしくはこれと同等以上の毒性を有すると認められる化学物質、生物剤、毒素または危険物質等に

よる汚染（以下「汚染」という。）が生じ、知事から協力の要請をされた場合において、特に必要

があると認めるときは、関係機関と連絡調整を行った上で次の措置を講ずる。 

⑴ 汚染され、または汚染された疑いのある飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当

該物件の移動を制限し、もしくは禁止し、または当該物件を廃棄すべきことを命ずること。 

⑵ 汚染され、または汚染された疑いのある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用もしく

は給水を制限し、もしくは禁止すべきことを命ずること。 

⑶ 汚染され、または汚染された疑いのある死体の移動を制限し、または禁止すること。 

⑷ 汚染され、または汚染された疑いのある飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。 

⑸ 汚染され、または汚染された疑いのある建物への立入を制限し、もしくは禁止し、または当該

建物を封鎖すること。 

⑹ 汚染され、または汚染された疑いのある場所の交通を制限し、または遮断すること。 

第２ 名あて人に対する通知 

市長および鯖江・丹生消防組合の管理者は、第１⑴から⑷の措置を講ずるときは、当該措置の名

あて人に対し、当該措置を講ずる旨、理由、内容等を通知しなければならない。 

ただし、当該措置を講ずべき差し迫った必要がある場合は、当該措置の後相当の期間内に、当該

措置の名あて人に通知をすれば足りる。 

第３ 措置の内容等の掲示 

市長および鯖江・丹生消防組合の管理者は、第１⑸から⑹の措置を講ずるときは、適当な場所に

当該措置を講ずる旨、理由、内容等を掲示しなければならない。 

ただし、当該措置を講ずべき差し迫った必要がある場合は、現場における指示をもって、当該措

置の掲示に代えることができる。 

第４ 措置に必要な土地への立ち入り 

市長および鯖江・丹生消防組合の管理者は、１の規定による措置を講ずるため必要があると認め

るときは、その職員に他人の土地、建物その他の工作物または船舶もしくは航空機（以下この節に

おいて「土地等」という。）に立ち入らせることができる。 

なお、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、 

その旨を当該土地等の占有者または所有者に通知しなければならない。 

他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるとき

は、これを提示しなければならない。 

第５ 安全の確保 

市長および鯖江・丹生消防組合の管理者は、その職員が汚染の拡大を防止する措置に従事するに

当たり、安全の確保に関し十分配慮する。 
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第４節 災害拡大の防止措置 

第１ 市長による指示 

市長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した場合においてこ

れを拡大させるおそれがあると認められる設備または物件の占有者、所有者または管理者に対し、

武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備または物件の除去、保安その他

必要な措置を講ずべきことを指示できる。 

第２ 指示の要請 

市長は、鯖江警察署長に対して、第１の規定による指示の要請をすることができる。 
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第５節 退避の指示 

第１ 退避の指示 

⑴ 市長は、武力攻撃災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、武力攻撃災害か

ら、住民の生命、身体もしくは財産を保護し、または武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必

要があると認めるときは、住民に対し、退避（屋内への退避を含む。）をすべき旨を指示するこ

とができる。この場合において、必要があるときは、その退避先を指示することができる。 

 

市長が退避の指示をする例： 

国に武力攻撃が発生したという情報が伝わる前に、実際に武力攻撃が始まり、

住民の安全確保を図る上で、国からの住民避難の指示を待たずに、一刻も早く危

険な地域から避難させることが必要となる場合 

 

また、市長は、退避の指示をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知しなければならない。 

⑵ 市長は、退避の指示を行った場合は、鯖江・丹生消防組合消防本部の協力を得て、防災行政無

線、広報車等により住民に退避することを呼びかける。 

⑶ 市長は、退避の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示し、速やかにその旨を知事に通

知する。 

第２ 警察官による退避の指示 

市長は、警察官に退避の指示をすることを要請することができる。 
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第６節 警戒区域の設定 

第１ 市長による設定 

市長は、武力攻撃災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、住民の生命

または身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、武力

攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、警戒区域への立入りを制限、もしくは

禁止し、または当該警戒区域からの退去を命ずることができる。 

 

例：ミサイル攻撃により発生した火災が人家に迫っている場合や、不発弾が落ちていつ

爆破するか分からないという場合 

 

第２ 警察官による設定 

市長は、警察官に対して、警戒区域を設定することを要請することができる。 
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第７節 消防に関する措置等 

第１ 鯖江・丹生消防組合消防本部との連携 

市は、鯖江・丹生消防組合消防本部が武力攻撃災害を防除するため、円滑に消火、救急救助等の

活動を行うことができるよう、鯖江・丹生消防組合消防本部と緊密な連携を図る。 

第２ 鯖江・丹生消防組合消防本部の活動 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、その施設および人員を活用して、武力攻撃災害から住民を保護

するため、消防職員および消防団員の活動上の安全に配慮しつつ、消火、救急救助等の活動を行い

武力攻撃災害を防除し、および軽減する。 

この場合において、鯖江・丹生消防組合消防本部および消防署は、その装備、資機材、人員、技

能等を活用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、鯖江・丹生消防組合消防本部消防

長または消防署長の所轄の下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に

即した活動を行う。 

第３ 消防に関する措置 

⑴ 当該市が被災している場合 

ア 市は、区域内における消火活動および救急救助活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努

めるものとする。また、市長は、必要に応じて国や他の地方公共団体の長等に応援を要請する。 

イ 市長は、消防に関する応援要請を行ったときおよび消防庁長官の指示により緊急消防援助隊

の出動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行われるよう、

知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、進出拠点等に関する調整や指揮体

制の確立を図るなど消防の応援の受け入れに関して必要な事項の調整を行う。 

⑵ 当該市が被災していない場合 

市長は、被災地方公共団体の長等からの応援もしくは指示、消防庁長官からの指示または相互

応援協定等に基づき、消火活動および救急救助活動の応援を迅速かつ円滑に実施する。 

第４ 医療機関との連携 

市長は、鯖江・丹生消防組合消防本部とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、ト

リアージの実施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。 

第５ 安全の確保 

⑴ 市長は、消火活動および救急救助活動等を行う要員に対し、二次被害を生じることがないよう、

国対策本部および県対策本部からの情報を市対策本部に集約し、全ての最新情報を提供するとと

もに、県警察等との連携した活動体制を確立するなど、安全の確保のための必要な措置を行う。

その際、市長は、必要により現地に職員を派遣し、関係機関とともに現地調整所を設けて、各機

関の情報の共有、連絡調整にあたらせるとともに、市対策本部との連絡を確保させるなど安全の

確保のための必要な措置を行う。 

⑵ 市長は、当該市が被災していない場合で、知事または消防庁長官から消防の応援等の指示を受

けたときは、武力攻撃の状況および予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機材、

設備、薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提供および支援を行

う。 

⑶ 消防団は、施設、装備、資機材および通常の活動体制を考慮し、災害現場においては、消防本

部と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。 
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⑷ 市長、鯖江・丹生消防組合消防本部消防長または水防管理者は、特に現場で活動する消防職団

員、水防団員等に対し、必ず特殊標章等を交付し着用させる。 
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第８節 防疫対策 

第１ 防疫対策の実施 

市は、武力攻撃災害に伴う、生活環境の悪化、被災者の病原体に対する抵抗力の低下等に起因す

る感染症の発生およびまん延を防止するため、被災地およびその周辺の防疫を実施する。この場合

において、当該市の被害が甚大で当該市限りでは実施不可能である場合、県に応援を求める。 

⑴ 情報の収集および防疫活動の体制整備 

市は、県健康福祉センター等関係機関との連携をとり、被災地の状況を把握するとともに、被

災の規模および態様に応じて、次のとおり迅速な防疫活動ができる体制を整備し、所要の動員計

画を定め、必要に応じて適切な行動を行うものとする。また、必要に応じ、市町間で器材および

薬剤の融通を行う。 

人員 市長は防疫活動を実施するために必要と認めるときは、人員を雇用する。 

器材 
市が保有している消毒用噴霧機器を使用するが、必要に応じて取扱業者等から借上

げを図る。 

車両 市有車両を使用するが、必要に応じて民間車両を借上げる。 

薬剤 
市が保管する薬剤を使用する。ただし、不足する場合は県にあっせんを要請するほ

か、取扱業者から購入する。 

⑵ 予防教育および広報 

市は、パンフレットの配布や報道機関等の協力を得て、予防教育および広報活動を行う。 

⑶ 感染症予防対策の実施 

市は、感染症の発生およびまん延を未然に防止するため、避難施設または衛生状態の悪い地区

を中心に、感染症の病原体に汚染された場所の消毒、ねずみ族または昆虫等の駆除等の感染症予

防対策を実施する。 

⑷ 検病調査および健康診断 

検病調査および健康診断は、県が検病調査班を編成し行うが、市は詳細な現況報告等について

協力する。 

この場合、集団避難施設の避難者や応急仮設住宅の入居者に対する調査を重点に実施する。 

⑸ 感染症発生時の対策 

市は、被災地において感染症患者または病原体保有者が発生したときは、家屋、台所、便所、

排水溝等の消毒を実施する。 

⑹ 臨時予防接種 

市は、県が実施する臨時予防接種の実施に協力する。 

⑺ 知事の指導および指示 

知事が感染症予防上必要と認めて、感染症の病原体に汚染された場所の消毒、ねずみ族または

昆虫等の駆除等の指示をした場合、市長は被災の規模、態様に応じその範囲および期間を定めて

これを速やかに実施する。 

（参考）防疫活動の実施方法（例） 

消毒 

汚水などで汚染された台所、炊事場、便所等は逆性石鹸液やクレゾール液など

の消毒薬を状況に応じて用い、床下等の湿潤の場所には石灰を散布して消毒を行

う。 

給水施設として井戸を使用した場合における井戸の消毒はクロール石灰水（ま

たは次亜塩素酸ソーダ）を使用する。 
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駆除 
汚染地域の蚊、はえ等の発生場所に対する薬剤の散布および発生原因の除去、

必要に応じ、ねずみおよび昆虫の駆除。 

 

第２ 食品衛生の監視指導 

市は、被災地における食品関係営業者および臨時給食施設の実態を把握し、被災者に対して安全

で衛生的な食品が供給されるよう県が実施する衛生監視指導等に協力する。 

⑴ 食中毒等事故発生の防止 

市は、県健康福祉センターその他関係機関との密接な連携をとり、食中毒等事故の発生の防止

に努める。 

⑵ 不良食品の販売供給の防止 

市は、県健康福祉センターが実施する乳処理場、魚介類販売業、食肉販売業、食品の冷凍冷蔵

業、飲食店等の重点的監視および保存または製造されている食品の検査に協力し、不良食品の販

売供給の防止に努める。 

⑶ 弁当等の供給時の措置 

市は、避難所への弁当等の供給に当たって、食中毒発生防止のため、次の措置を講ずる。 

ア 弁当等の搬送には、温度管理に留意する。 

イ 早期飲食のため、弁当等の搬送時間を調整する。 

ウ 避難者等に対し、早期飲食を指導する。 

第３ 家畜の防疫 

市は、被災地の畜舎等施設の被害、家畜の状況および防疫については、県の指導および指示に基

づいて行うものであるが、調査、報告事項については県家畜保健衛生所と緊密な連絡をとり、被害

の軽減に努める。 

第４ 報告および記録の整備 

⑴ 市長は、防疫に関し次の書類を県に報告するとともに記録を整備保存する。 

ア 災害防疫活動状況報告書 

イ 防疫経費所要金額および関係書類 

ウ 各種防疫措置の指示命令に関する書類 

エ 防疫作業日誌 

作業の種類および作業量、作業に従事した者、実施地域および機関、実施後の反省その他参

考事項を記載する。 

⑵ 防疫のため、予防接種等を行った場合は、次の書類、帳簿等を整備保存する。 

ア 清潔および消毒状況記録簿 

イ 隔離状況記録簿 

ウ 防疫薬品資材受払簿 

エ 臨時予防接種状況記録簿 

オ 防疫関係支払証拠書類および備蓄薬品等払出証拠書類 

カ 防疫関係機械器具修繕費支払簿 
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第９節 廃棄物対策 

第１ 実施責任者 

市長は、鯖江広域衛生施設組合と協力して、被災地におけるごみおよびし尿の収集、運搬、処分

等廃棄物処理を実施する。この場合において、当該市限りで実施できないときは、県や他の市町か

らの応援を得て実施する。 

第２ 廃棄物（し尿を除く。以下同じ。）処理 

⑴ 処理体制 

ア 市は、被災地の廃棄物の発生状況と、収集運搬体制および処理施設の稼働状況を総合的に判

断して、適切な処理体制をとる。 

イ 市長は、環境大臣が、生活環境の悪化を防止することが特に必要と認めて指定した特例地域

においては、許可を受けていない者に、特例基準（＊）で定めるところにより、廃棄物の収集、

運搬または処分を業として行わせることができる。 

この場合、これらの者により、特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬または処分が行わ

れたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬または処分の方法の変更

その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 

＊特例基準…環境大臣が定める、廃棄物の収集、運搬および処分に関する基準並びに廃棄物の

収集、運搬または処分を市町以外の者に委託する場合の基準 

ウ 市は、日々大量に発生する廃棄物の処理や一時保管が困難とならないよう、住民に対して集

積や分別の協力依頼を行う。 

エ 廃棄物の処理は、可能な限り現有の体制および許可業者で実施するが、当該市の処理能力以

上のごみの排出量が見込まれ、当該市のみでは対応ができない場合は、人員の派遣や処理施設

の使用などについて、市長は、知事または近隣市町長へ応援を要請する。 

⑵ 処理方法 

廃棄物の処理は、焼却のほか、必要に応じて埋立て等環境影響上支障のない方法で行う。 

なお、施設の能力低下や一時的なごみの大量発生が予想される場合には、一時保管場所の確保、

性状に応じた処理順位の設定など、公衆衛生の確保と生活環境の保全に配慮する。 

倒壊家屋等の除去作業については、解体に伴う粉じんや騒音の発生抑止に十分配慮する。 

第３ し尿処理 

⑴ 処理体制 

市は、し尿および汚泥等の発生量について、発生箇所、利用人員等を総合的に判断し、鯖江広

域衛生施設組合と共同で適切な処理体制をとる。 

特に仮設トイレ、避難所のくみ取り便所については、貯蓄容量を超えることがないように配慮

する。 

機材、人員が不足する場合には、廃棄物処理に準じ応援要請を行う。 

⑵ 処理方法 

ア 収集運搬 

被災の状況に応じ、し尿処理委託業者の清掃車（バキュームカー）を動員し、集中的に簡易

便所を配置して、被災家族および事業所等から、し尿を能率的かつ衛生的に収集し処理場に運

搬する。ただし、収集を要するし尿の量が、し尿処理委託業者の収集能力を超え、その処理が
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緊急を要する場合は、県および関係機関に応援を要請し、清掃車（バキュームカー）および作

業員を確保して収集運搬するものとする。なお、くみ取り料金の徴収はその状況により市長が

定める。 

イ 処理 

被災地から収集したし尿は、通常の処理と同様にし尿処理施設において衛生的に処理するも

のとするが、一時的に大量のし尿が運搬され、し尿処理施設の処理能力を超える場合は、県を

通じ、近接の市町長に依頼し、依頼先の処理施設に搬入し処理するものとする。ただし、被災

が広域にわたり、かつ感染症が発生するなど、緊急処理を要する場合で、他市町の処理施設を

利用して処理する時間的余裕がないときは、処理施設選定基準により選定し、確保した処理施

設において衛生的に埋没処理するものとする。 

第４ 死亡獣畜処理 

死亡獣畜（牛、馬、豚、めん羊、山羊が死亡したもの）の処理は、市および死亡獣畜所有者が保

健所の指示、立会いのもとに次の方法で処理する。 

⑴ 移動しうるものは、適当な場所に集めて埋没、焼却等の方法で処理する。 

⑵ 移動しがたいものについては、その場で個々に処理する。 

⑶ いぬ・ねこ・家きん類のへい死したものの処理についても、上記の方法による。 
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第１０節 生活の安定に関する措置 

第１ 生活関連物資等の確保 

市は、武力攻撃事態等において、関係業界団体等と連携を図り、次の表に掲げる生活関連物資等

の安定供給に努める。 

（生活関連物資等） 

区   分 内   容 

生
活
必
需
物
資 

飲 料 水 飲料水、清涼飲料水 

食   品 
パン類、小麦粉、米、野菜、鮮魚、食肉、鶏肉、牛乳、みそ、醤油、

食用油、砂糖、塩、インスタント食品 

生活必需品 

寝具、外衣、肌着、タオル、鍋、釜、食器、バケツ、ガスコンロ、洗

剤、マッチ、ローソク、懐中電灯、洋傘、雨合羽、ズック靴、プロパ

ンガス、灯油、軽油、重油、ガソリン、紙おむつ、ティッシュペーパ

ー、トイレットペーパー 

救急医療品 救急医療品 

災害復旧用資材 
亜鉛鉄板、ブリキ板、ベニア板、鉄線、釘、ロープ、セメント、コン

クリートブロック、瓦、煉瓦、板ガラス 

災害復旧用器材 ショベル、スコップ、ハンマー、ツルハシ、金づち、のこぎり 

防災業務用薬剤 化学消火剤、油処理剤、その他これに類するもの 

事 業 用 資 材 
石油、石炭等の原材料、燃料 

その他の事業用資材のうち特に必要と認めるもの 

 

第２ 物資の需給状況および価格動向の把握 

市は、県および関係機関と連携し、平常時から生活関連物資等の価格および需給状況の監視調査

を行うとともに、被災地の避難住民等の生活相談を通じて、その動向を把握し、必要な指導を行う。 

第３ 生活関連物資等の価格の安定 

市長は、生活関連物資が不足、または高騰し、もしくは、そのおそれがある場合は、当該物資の

生産、集荷および販売を業とする者、または関係団体に対して当該物資を円滑に供給し、適正な価

格で販売するよう協力を求める。 

第４ 応急復旧に関する支援 

⑴ 応急復旧 

市長は、その管理に係る施設および設備について武力攻撃災害による被害が発生したときは、

応急復旧のため必要な措置を講ずる。 

⑵ 県に対する支援要請 

市長は、⑴の応急復旧を行うに当たり、高度な技術を要し、また、物資資材が不足し、十分な

措置を講ずることが困難な場合には、知事に支援を求めることができる。 
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第１１節 補償および費用負担 

第１ 収用等の処分に伴う損失補償 

市は、次に掲げる処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

⑴ 知事から救援の事務の委任を受け、市長が行う特定物資の収用および保管命令 

⑵ 知事から救援の事務の委任を受け、市長が行う土地、家屋または物資の使用 

⑶ 市長が行う土地、建物その他の工作物の一時使用または土石、竹木その他の物件の使用もしく

は収用 

第２ 損害補償 

市は、次に掲げる市の協力要請を受けて国民保護措置の実施に協力をした者が、そのために死亡

し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または障害の状態となったときは、その者またはその者の遺

族もしくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

⑴ 避難住民の誘導または復帰への協力要請 

⑵ 救援への協力要請 

⑶ 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力要請 

⑷ 保健衛生の確保への協力要請 

第３ 損失補てん 

市は、次に掲げる県の総合調整または指示に基づく措置の実施に当たって、市が損失を受けたと

きは、その損失の補てんを県に請求する。 

ただし、市の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。 

⑴ 県対策本部長が市に対して行う総合調整 

⑵ 知事が市長に対して行う避難の誘導または避難住民の復帰のための措置を行うべきことの指

示 

第４ 費用の負担 

⑴ 費用の負担 

国民保護措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施につい

て責任を有するものが支弁する。 

⑵ 他の地方公共団体の長等の応援に係る費用の負担 

市長は、他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合は、当該応援に要した費用を支弁する。 

⑶ 国の負担 

避難、救援および武力攻撃災害への対処の措置に通常要する費用ならびに本節に規定する補償

等に要する費用で、市が支弁したものは、次に掲げる費用を除き、国が負担することとされてい

る。 

ア 市の職員の給料および扶養手当その他政令で定める手当 

イ 市の管理および行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用（国民保護措置の実

施により増加し、または新たに必要となったものを除く） 

ウ 市が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要する費用 

⑷ 共同訓練に係る費用の負担 

国との共同訓練に係る費用は、次に掲げる費用を除き、国が負担することとされている。 

ア 市の職員の給料および手当 
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イ 市の管理および行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用（訓練の実施により

増加し、また新たに必要となったものを除く） 

ウ 市が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要する費用 
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第１２節 武力攻撃原子力災害への対処 

第１ 市地域防災計画に準じた措置の実施 

   災対法、原災法および福井県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき策定した『鯖江市地域

防災計画（原子力災害対策編）』は、武力攻撃事態等にあっても一般の原子力災害に対して当然に

適用されるが、武力攻撃原子力災害に係る本節で定める措置の実施に当たっても、具体的な方法、

手順については、原則として同計画の規定を準用し、同様の措置を講ずる。 

第２ 武力原子力災害の発生時等の通報 

市長は、武力攻撃に伴って、その区域内において放射性物質の事業所外運搬に使用する容器から

放射性物質等の放出等があると認めるときは、直ちに内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通

大臣および知事にその旨を通報する。 

第３ 現地対策本部への職員派遣、武力攻撃原子力災害合同対策協議会への参加 

   緊急事態応急対策等拠点施設等に国の現地対策本部が設置された場合、市は、必要に応じて、国

の現地対策本部に職員を派遣する。また、市は、『鯖江市地域防災計画（原子力災害対策編）』の定

めの例により、国、県、関係市町とともに、武力攻撃原子力災害合同対策協議会に参加する。 

第４ 応急対策等 

⑴ 武力攻撃原子力災害に関し市長が行う通知 

市長は、知事から応急対策に関する通知があったときは、速やかに、次に掲げる者に、防災行

政無線等あらかじめ定める方法により、その内容を通知する。 

ア 住民 

イ 関係のある公私の団体（鯖江消防団、鯖江市赤十字奉仕団、鯖江市社会福祉協議会等）およ

び防災上必要な施設の管理者等 

ウ 市の他の執行機関 

⑵ 武力攻撃原子力災害における住民避難等 

  原子力発電所が武力攻撃を受けた場合には、原災法に規定する原子力災害と同様の事態が発生

するが、放射性物質または放射線が急激に放出されることも考えられる。 

市長は、このような武力攻撃原子力災害から住民の生命および身体を保護するため、県の指示

に基づく避難または退避の指示を行う。 

   ア 避難の指示の伝達 

市長は、武力攻撃原子力災害が発生した場合または発生するおそれのある場合において、知

事から避難の指示があったときは、主要な避難の経路、避難のための交通手段等、避難の指示

の内容を住民に伝達する。 

なお、避難の実施方法については、第４章「避難および救援」第１節「住民の避難」の規定

による。 

   イ 市長の退避の指示等 

   （ア）市長は、原子力施設に対する武力攻撃の事実を発見し（例えば、ゲリラ部隊が海岸から上

陸しているのを発見した場合など）、一刻も早く住民を避難させることが安全確保の観点か

ら必要と判断されるときは、退避の指示を行う。 

（イ）市長は、退避の指示をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

⑶ 被ばく医療体制の確立 
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 ア 救護所の運営に関する連携 

   住民および原子力発電所の従業者の生命および身体を武力攻撃原子力災害から保護するた

め、関連医療機関と密接な連携を図りつつ、総合的な判断と統一された見解に基づく医療措置

を行うことが重要であることから、県が行う武力攻撃事態における被ばく医療体制の中で、市

長は、避難所内に知事が救護所を設置する場合は、その運営に関し、緊密に連携する。 

 イ 安定ヨウ素剤の服用 

   市長は、安定ヨウ素剤の予防服用等の実施については、『鯖江市地域防災計画（原子力災害

対策編）』の定めの例により行う。 

⑷ 飲食物の摂取制限 

武力攻撃原子力災害時には、放射性物質等により飲料水や飲食物が汚染されるおそれが生じる

ため、『鯖江市地域防災計画（原子力災害対策編）』の定めの例により、市は、県および関係機関

と連携し、汚染状況を把握するとともに、国および県の助言および指示に基づき、代替飲食物の

供給等に配慮しつつ、汚染食料品の出荷規制、飲食物の摂取制限等を実施する。 

⑸ 安全への配慮 

市長は、応急対策、事後対策および情報の収集等の措置を講ずる者の安全の確保に関し、十分

配慮する。 

⑹ 原子力事業者への要請 

市長は、原子力事業者に対して、事後対策が的確かつ迅速に行われるようにするため、原子力

防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を要請することができる。 
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第６章 施設の復旧と生活の安定 
 

第１節 被災施設および被災地の復旧 

第１ 実施責任者 

市は、県と連携し、武力攻撃災害により被災した公共土木施設、農林水産施設等の早期の本格復

旧を図る。 

第２ 武力攻撃による災害復旧の促進 

市は、武力攻撃災害が発生した場合には、速やかに公共施設の災害の実態を調査し、復旧に関す

る資料等の整備等を行うとともに、施設の復旧事業が早期に実施できるよう努める。 

第３ 計画的復興 

市は、大規模な武力攻撃災害により、壊滅的な被害を受けた被災地を復興するに当たって、都市

構造、産業基盤等の改変を伴う大事業となることから、あらかじめ、県と連携して事業を円滑かつ

迅速に実施するための復興計画を策定し、関係機関との調整に努める。 

また、復興のための市街地の整備改善については、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第

１４号）を活用するとともに、災害に強いまちづくりについてできるだけ速やかに住民の合意を得

た上で、土地区画整備事業、市街地再開発事業等を実施することにより、安全で快適なまちづくり

に努める。 

第４ 財源の確保 

市は災害復旧に必要な資金需要額を早急に把握し、その負担すべき財源を確保するため、国、県

への支援要請を行うとともに、起債の措置等を講ずることにより、災害復旧事業の早期実施に努め

る。 
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第２節 生活の安定 

第１ 住宅の確保 

⑴ 住環境の改善 

市は、県と連携し武力攻撃により住宅に被害を受けた者の住環境の改善が早期に図れるよう、

必要な支援を行う。 

⑵ 住宅の供給 

市は、損壊した公営住宅を速やかに補修するとともに、県と連携して公営住宅の供給計画を早

急に見直すことにより、被災者に対する住宅の供給を図る。 

第２ 被災した児童生徒等に対する教育 

市は、県と連携し、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先

での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、奨学金の貸与、被災による生活困窮家庭の児

童生徒に対する就学援助を行うとともに、避難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施

設等の応急復旧等の適切な措置を講ずる。 

第３ 雇用機会の確保 

⑴ 雇用の安定 

市は、武力攻撃災害による離職者の把握に努めるとともに、公共職業安定所を通じて、速やか

にその者の就職のあっせんを行うことにより、雇用の安定に努める。 

⑵ 職業訓練の実施 

市は、県と連携し、被災者の就職を支援するため、職業訓練を実施する。 

第４ 相談窓口の開設 

⑴ 武力攻撃被災者総合相談センターの開設 

市および県は、被災者からの相談、問合せ等に対応するため、既存の相談窓口において対応す

るほか、被災地に、それぞれの相談窓口を一元化した「武力攻撃被災者総合相談センター」を開

設することにより、被災者がワンストップで相談できるように配慮する。 

⑵ 訪問相談の実施 

「武力攻撃被災者総合相談センター」においては、被災者の便宜を図るため、窓口における相

談のほか、被災地域を巡回する訪問相談を実施する。 

第５ 金融措置 

⑴ 地方税の減免および徴収猶予 

ア 市は、被災した納税義務者または特別徴収義務者に対する市税の徴収猶予および減免など納

税緩和措置に関する計画を樹立しておくものとする。 

イ 市は、被災者に対し、地方税法または市税条例により、市税の納税緩和措置として、期限の

延長、徴収猶予および減免などそれぞれの事態に対応して、適宜、適切な措置を講ずる。 

⑵ 融資対策 

市は、被災者の生活再建、被災地における産業の復興等を図るために必要な資金の融資対策を

講ずる。 

第６ 流通機能回復 

⑴ 商品の確保 

ア 市は、生活必需品をはじめ各種商品の在庫量と必要量を把握し、不足があれば国、県、他市
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町および企業などと協議し、速やかに必要量を確保するよう努める。 

イ 市は、その管理する道路等について、物流の確保を図るため、速やかな施設の復旧を行う。 

⑵ 消費者への情報の提供 

市は、県と連携し、生活必需品その他の商品の価格および需給状況の動向ならびに販売場所等

の必要な情報を提供する。 

⑶ 各種市場、取引所などの再開 

市は、県および各関係機関と連携し、各種市場、取引所等がその施設および設備を復旧し、速

やかに営業が再開することができるよう指導および支援を行う。 
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１－４－１ 鯖江市国民保護協議会条例 

鯖江市国民保護協議会条例 

平成１８年３月２８日 

鯖江市条例第１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第４０条第８項の規定に基づき、鯖江市国民保護協議会（以下「協議会」という。）

の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員および専門委員） 

第２条 協議会の委員の定数は、２５人以内とする。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長の職務代理） 

第３条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（その他） 

第５条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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１－５－１ 河川の現況 

① 一級河川 

（令和 4年 10月 1日現在） 

河  川  名 延長（㎞） 保  全  区  域 

日  野  川 8.97 管内全部指定 

浅  水  川 10.90 中野町 日野川合流点 

鞍  谷  川 4.49 松成町 浅水川合流点 

河 和 田 川 9.74 指定なし 

天  神  川 1.00   〃 

血  ノ  川 1.87   〃 

穴  田  川 3.84   〃 

黒  津  川 3.05   〃 

吉 野 瀬 川 1.30   〃 

石  田  川 2.30   〃 

和  田  川 2.86   〃 

（資料：福井県河川台帳） 

② 準用河川 

     （令和 4年 10月 1日現在） 

河  川  名 延長（㎞） 

論  手  川 4.21 

神  通  川 4.00 

赤     川 1.17 

石 生 谷 川 1.85 

青  野  川 0.70 

       （資料：鯖江市準用河川台帳） 
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１－５－２ 人口 

鯖江市の人口の推移 

（単位：人） 

調  査  年 男 女 計 

昭和 40 23,872 26,242 50,114 

   45 25,416 27,198 52,614 

   50 27,978 29,274 57,252 

   55 29,070 30,509 59,579 

   60 29,881 31,571 61,452 

平成 ２ 30,164 32,119 62,283 

    ７ 30,376 32,514 62,890 

    12 31,448 33,450 64,898 

    17 32,263 34,568 66,831 

    22 32,507 34,943 67,450 

    27 33,105 35,179 68,284 

令和 ２ 33,323 34,979 68,302 

（鯖江市統計書） 

 

鯖江市の年齢別人口の推移 

（国勢調査） 

調査年 Ｈ２年 Ｈ７年 Ｈ12 年 Ｈ17 年 Ｈ22 年 Ｈ27 年 Ｒ２年 

 少 年 人 口   （人） 11,883 10,643 10,452 10,524 10,543 10,257 9,603 

（０～14 歳） 構成比（％） 19.1  16.9  16.1  15.4 15.7 15.1 14.1 

 生産年齢人口     （人） 41,933 42,023 42,390 42,610 41,430 39,994 39,852 

（15～64 歳） 構成比（％） 67.3 66.9 65.4 63.8 61.5 58.8 58.3 

 老 年 人 口    （人） 8,461 10,208 11,982 13,697 15,371 17,811 18,847 

（65 歳以上） 構成比（％） 13.6  16.2  18.5  20.5 22.8 26.2 27.6 

合 計  62,277 62,874 64,824 66,831 67,344 68,062 68,302 

不 詳  6 16 74 0 106 222 0 

総 数  62,283 62,890 64,898 66,831 67,450 68,284 68,302 
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１－５－３ 道路の現況 

（令和 4年 10月 1日現在） 

（単位：㎞） 

区   分 路 線 名 等 路 線 数 延  長 改良済延長 舗装済延長 

国   道 
８号 1 6.862 6.862 6.862 

417号 1 11.11 11.11 11.11 

県   道 
主要地方道 4 21.77 19.74 21.77 

一般県道 14 45.13 41.52 45.13 

市   道 

一般市道 2,303 633.00 531.52 612.36 

鯖浦自転車道 1 4.09 4.09 4.09 

丹南自転車道 1 3.58 3.58 3.58 

（資料：道路台帳等） 
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２－３－１ 防災資機材等一覧表                （令和 4年 10月 1日現在） 

 

1 簡易流し台 2 42 折りたたみ式運搬車 1

2 ジャグ 11 43 土のう 10,500

3 電子レンジ 12 44 水土のう 40

4 救急箱 10 45 ブルーシート 525

5 段ボールパーテーション 170 46 ライフジャケット 100

6 段ボールプライベートボックス 300 47 一輪車 27

7 ワンタッチパーテーション 83 48 ヘルメット 100

8 白色プラスチック段ボールパーテーション 200 49 軍手 600

9 スプリトップルーム(セット) 15 50 アイガード 260

10 折りたたみ避難ベッド 79 51 ゴム手袋(組) 3,585

11 段ボールベット（箱組立タイプ） 150 52 空調服（夏季用） 100

12 段ボールベッド（ニュー簡太くん） 80 53 放射温度計 40

13 エアーベッド 25 54 防護服（エプロン) 318

14 ポンプインエアーマット 24 55 マスク(N95(枚)) 3,720

15 サポートマット 489 56 マスク(枚) 200,350

16 床マット（緑・茶） 114 57 キムタオル（1袋50枚） 50

17 アルミロールマット 120 58 フェイスシールド 726

18 毛布 970 59 除菌アルコールタオル 240

19 アルミックシート 120 60 簡易防護服 800

20 布団セット 10 61 非接触型体温計 640

21 携帯電話充電セット 14 62 サーモグラフィー 13

22 生理用品(枚) 430 63 三脚、ホルダー(サーモ用) 11

23 災害時用紙おむつ（子ども用、大人用） 738 64 CCDカメラ・ USBケーブル(サーモ用) 14

24 オストメイト用トイレ 3 65 マウスガード 100

25 車椅子用トイレ（下水道直結型式） 2 66 フェイスシールド(フレーム) 500

26 プラスチック段ボール製簡易組立トイレ 22 67 フェイスシールド(フィルム(枚)) 1,200

27 簡易組立トイレ消耗品 430 68 サーマルカメラ(一式) 2

28 コードリール 30 69 石油ストーブ 25

29 備蓄ランタン 50 70 ガソリン携行缶(18ℓ・20ℓ) 10

30 カセットガス発電機 33 71 カセットガスストーブ 60

31 カセットガス(本) 528 72 大型扇風機 60

32 パワーモバイルバッテリー 11 73 使い捨てカイロ(枚) 1,680

33 非常用可搬型発電機(ELSONA) 1 74 ポケット線量計 36

34 LEDバルーンバッテリー灯光機 2 75 防護マスク 36

35 翻訳機（ポケトーク） 25 76 防護マスク吸収缶 36

36 トランシーバ 26 77 防護服 36

37 携帯電話 20 78 サーベメーター 4

38 iPad 47 79 ポケットサーベメーター 3

39 テント一式 1 80 簡易サーベメーター 48

40 スコップ（角） 40 81 高線量測定用サーベメーター 5

41 スコップ（剣） 70 82 衛星携帯電話 1

防災拠点施設　配備資機材一覧表

番号 資　機　材　名 数量数量資　機　材　名番号
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（防災資機材配備一覧表）                    （令和 4年 10月 1日現在） 

 

番号 資　機　材　名 鯖江 新横江 神明 中河 片上 立待 吉川 豊 北中山 河和田

1 携帯用救助器具一式 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 ハンドマイク 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4

3 携帯型投光器 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

4 エンジンカッター 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 油圧ジャッキ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 小型動力ポンプ一式 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 発電機 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2

8 三　脚 7 7 7 5 7 7 7 8 7 6

9 ライト（1000w） 4 4 2 5 4 3 4 4 4 5

10 ライト（500w） 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

11 ライト（400w） 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 コードリール 5 4 1 4 6 4 5 5 3 6

13 コード 4 3 3 4 6 6 6 6 4 5

14 ヘルメット 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 折りたたみ式運搬車 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 担架 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2

17 救急箱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 折りたたみ式ベッド 0 3 3 3 0 3 3 2 0 4

19 寝袋 10 22 10 10 10 10 10 10 7 10

20 エアーテント一式 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

21 テント一式 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4

22 ビックテント 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

23 携帯用ラジオ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 簡易トイレ（貯槽式） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 ガス炊飯器 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

26 大釜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 平釜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 バーナー 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

29 ガス調整器（2口） 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

30 ガス調整器（1口） 2 3 1 2 2 2 2 0 2 1

31 ホース 4 0 0 0 0 4 3 0 0 5

32 揚水ポンプ一式 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

33 簡易流し台 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

34 エアージャッキ一式 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

35 平担架 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

36 折りたたみテーブル 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

37 折りたたみイス 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

38 チェーンソー 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

39 災害対策安全マット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

40 毛布 0 20 30 40 0 50 0 20 0 110

41 土のう袋 1600 600 1600 1300 2400 1400 9200 2138 2297 1399

42 ブルーシート 74 20 10 67 0 100 82 95 100 10

43 石油ストーブ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

44 ワンタッチパーテーション 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3

45 非常用可搬型発電機(ELSONA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

地区防災倉庫　資機材配備一覧表
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（防災資機材配備一覧表）                    （令和 4年 10月 1日現在） 

 

 

惜陰
小

進徳
小

鯖江東
小

神明
小

鳥羽
小

中河
小

片上
小

立待
小

吉川
小

豊
小

北中山
小

河和田
小

鯖江
中

中央
中

東陽
中

1 ジャグ（折り畳み式） 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 20

2 ジャグ 2

3 電子レンジ 1

4 ワンタッチパーテーション 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 スプリトップルーム(セット) 2

6 折りたたみ避難ベッド 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 エアーベッド 3

8 ポンプインエアーマット 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 床マット（緑・茶） 12

10 毛布 100 100 150 100 100 150 150 150 150 100 50 150 50 0 50

11 携帯電話充電セット 1

12 ラップポン（ラップ式簡易トイレ） 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 ラップポン消耗品 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 プラスチック段ボール製簡易組立トイレ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3

15 簡易組立トイレ消耗品 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100 30 30 30 30

16 トイレ用ワンタッチパーテーション 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 発電機 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 三脚 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19 ライト（400w） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 コードリール 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2

21 備蓄ランタン 5

22 石油ストーブ 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

23 青色ポリタンク 2 2 1 2 2 2 2 2 2

24 ガソリン携行缶(18ℓ・20ℓ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 大型扇風機 5

小中学校　資機材配備一覧表

資　機　材　名番号

学校

鯖江 新横江 神明 中河
片上
（高架

下）

立待 吉川 豊
北中山
（高架

下）

河和田
（高架

下）

1 ジャグ 3 3 3 3 1 3

2 電子レンジ 2 2 2 2 1 2

3 ワンタッチパーテーション 20 20 20 20 20 20

4 スプリトップルーム(セット) 3 3 3 3 1 3

5 折りたたみ避難ベッド 20 20 20 20 20 20

6 段ボールベッド（ニュー簡太くん） 10 10

7 エアーベッド 5 5 5 5 2 5

8 ポンプインエアーマット 10 10 10 10 10 10

9 サポートマット 10 10

10 床マット（緑・茶） 24 24 24 24 12 24

11 アルミロールマット 20 20 20 20 20 20

12 毛布 10 10

13 アルミックシート 24 24 24 24 24 24

14 携帯電話充電セット 2 2 2 2 1 2

15 ラップポンPF-1（ラップ式簡易トイレ） 2 2

16 プラスチック段ボール製簡易組立トイレ 5 5 5 5 5 5

17 簡易組立トイレ消耗品 100 100 100 100 50 100

18 コードリール 5 5 5 5 2 5

19 備蓄ランタン 10 10 10 10 5 10

20 石油ストーブ 5 5 5 5 5 5

21 カセットガスストーブ 10 10 10 10 10 10

22 大型扇風機 10 10 10 10 5 10

23 使い捨てカイロ(枚) 240 240 240 240 240 240

地区公民館　資機材配備一覧表

資　機　材　名番号

地区公民館等
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（防災資機材配備一覧表）                    （令和 4年 10月 1日現在） 

種類 番号 資　機　材　名 市役所 その他（備考） 合計 賞味期限

1 給水タンク（2000㍑） 0 上水道センター、他　１０ 10個

2 給水用ポリタンク（15㍑） 0
小学校各４０個×１２校
中学校各２０個×３校

540個

3 クラッカー（２５年保存可能）（白ダンボール） 6,290
神明、中河、吉川公民館、北中山小
学校　各6缶×5箱　　1缶＝10食

7490食 2044.12

4 クラッカー（２５年保存可能）（茶ダンボール） 1,020 1020食 2033.11

5 米食（尾西 おにぎり 昆布）（１袋/１食） 150
ハラール対応
アレルギー28品目対応

150食 2023.5

6 米食（尾西 おにぎり　わかめ）（１袋/１食） 20
ハラール対応
アレルギー28品目対応

20食 2023.5

7 米食（尾西 おにぎり　鮭）（１袋/１食） 50 ハラール対応 50食 2023.5

8 米食（永谷園 ご飯類）（１袋/１食） 200 200食 2025.7

9 米食（永谷園 ご飯類）（１袋/１食） 200 200食 2028.3

10 米食（尾西 ビーフカレーセット）（１袋/１食） 120
1箱（ビーフカレー・白飯
 各30食入）×4箱

120食 2025.7

米食（尾西 ご飯） 150 150食 2027.5

米食（ハウス　カレー） 120 120食 2027.4

12 麺食（山菜うどん）（１袋/１食） 210
1箱（30食入）×7箱
アレルギー28品目対応

210食 2027.4

13 麺食（サタケ・ショートパスタ）（１袋/１食） 240 1箱（20食入）×12箱 240食 2025.11

14
幼児・高齢者向け食
ビスコ（１パック５枚/１食）

180
3箱×1箱10缶
（1缶6パック入り）

180食 2025.10

15
幼児・高齢者向け食
コンパクトビスコ（１パック５枚/１食）

180 1箱（60袋×1袋3パック） 180食 2025.1

16 野菜シチュー 1,440
12箱×6缶
（1缶20食分）

1440食 2037.7

240
3箱×1箱10缶
（1缶8パック入り）

240食 2025.6

80
1箱×1箱10缶
（1缶8パック入り）

80食 2024.9

200
2箱×1箱20ケース
（1ケース5本入り）
アレルギー28品目対応

200食 2027.3

1,800
18箱×1箱20ケース
（1ケース5本入り）
アレルギー28品目対応

1800食 2027.4

19 レトルトパン（１袋/１食） 50 1箱（50袋入り） 50食 2027.3

20 しょうゆせんべい（１パック４枚/１食） 48 1箱8缶（1缶6パック入り） 48食 2024.7

50 1箱×（1箱50袋入り） 50食 2025.2

200 4箱×（1箱50袋入り） 200食 2025.4

50 1箱×（1箱50袋入り） 50食 2025.8

30 1箱×（1箱30袋入り） 30食 2024.12

60 2箱×（1箱30袋入り） 60食 2025.11

14578食

非常食一覧表

22 ミルクスティック（１袋８枚/１食）

合計

えいようかん（１本/１食）

21 スティックバームクーヘン（１袋/１食）

資機材

非常食

11 カレーセットとして扱う

17 ハーベスト（１パック４枚/１食）

18

飲料水数　１，２００リットル　１０公民館に備蓄（各公民館１２０リットル（２㍑×６０本）配備。令和３年度からはコカ・コーラの倉庫で備蓄し、災害時にコ
カ・コーラが配送予定）

県からの基準備蓄数は、鯖江市：１０，４４０食に対し、備蓄合計は、１４，５７８食。

県からの基準毛布備蓄数は、鯖江市：３，４７４枚
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〔救急機器材の配置状況〕                     （令和 4年 10月 1日現在） 

区    分 本部・署 北中山 朝 日 丹 生 越 前 計 

（観察用） 
聴 診 器 
血 圧 計 
患 者 監 視 装 置 一 式 
携帯型パルスオキシメーター 
検 眼 ラ イ ト 
体 温 計 
血 糖 値 測 定 器 具 

 
5 
10 
3 
6 
7 
18 
4 

 
2 
4 
1 
1 
3 
7 
2 

 
4 
5 
1 
2 
1 
4 
1 

 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
2 

 
1 
4 
1 
3 
3 
8 
1 

 
14 
27 
7 
14 
16 
40 
10 

(呼吸・循環管理用） 
自 動 式 人 工 呼 吸 器 
手 動 式 人 工 呼 吸 器 
心 肺 蘇 生 用 背 板 
電 動 式 吸 引 器 
手 動 式 吸 引 器 
酸素ボンベ（１０．０㍑） 
酸素ボンベ（ ２．０㍑） 
自 動 体 外 式 除 細 動 器 
Ａ Ｅ Ｄ 
自動式心マッサージ器 
ポータブル人工呼吸器 
喉 頭 鏡 
マギール鉗子（大・小） 
ショック・パンツ（大・小） 
呼 吸 管 理 セ ッ ト 
特 定 行 為 セ ッ ト 
呼気二酸化炭素測定器具 
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 

 
3 
28 
1 
6 
2 
45 
46 
3 
1 
 
 
8 
6 
1 
4 
4 
2 
4 

 
1 
8 
2 
2 
2 
 
 
1 
1 
 
 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
8 
1 
3 
1 
 
 
1 
1 
 
 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

 
1 
9 
2 
4 
1 
 
 
1 
1 
 
1 
4 
5 
2 
2 
1 
1 
1 

 
1 
9 
1 
4 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 

 
7 
62 
7 
19 
7 
45 
46 
7 
5 
1 
2 
24 
24 
8 
9 
8 
6 
8 

(創傷等保護用） 
陰 圧 式 固 定 マ ッ ト 
外 傷 セ ッ ト 

 
 
9 

 
1 
3 

 
1 
2 

 
1 
4 

 
 
1 

 
3 
19 

（保温・搬送用） 
ロ ン グ バ ッ ク ボ ー ド 
小 児 用 バ ッ ク ボ ー ド 
スクープストレッチャー 
布 担 架 
エ ア ー 担 架 

 
14 
 
6 
8 
2 

 
3 
1 
3 
3 
1 

 
2 
 
3 
3 

 
4 
2 
5 
4 

 
1 
 
2 
5 
1 

 
24 
3 
19 
23 
4 

（消毒用） 
殺 菌 線 消 毒 保 管 庫 
ガ ス 滅 菌 器 
噴 霧 消 毒 器 
オ ゾ ン 脱 臭 除 菌 装 置 

 
 
 
 
2 

 
1 
 
 

 
 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 

 
1 
 
1 

 
3 
1 
3 
3 
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区    分 本部・署 北中山 朝 日 丹 生 越 前 計 

（訓練用） 
高度シミュレーション人形 
蘇 生 訓 練 人 形 
A C T A R 9 1 1 (多人数用 ) 
リ ト ル ジ ュ ニ ア 
Ａ Ｅ Ｄ ト レ ー ナ ー 
気 管 内 挿 管 訓 練 人 形 
ベ ー シ ッ ク バ デ ィ 
異物除去トレーニング人形 
静 脈 路 確 保 訓 練 人 形 

 
1 
23 
2 
2 
14 
2 
 
1 
3 

 
 
5 
 
1 
3 

 
1 
5 
 
1 
4 

 
1 
12 
 
1 
3 
 
2 
 
1 

 
 
4 
 
1 
3 
1 

 
3 
49 
2 
6 
27 
3 
2 
1 
4 

（その他） 
在 宅 医 療 セ ッ ト 
分 娩 用 資 器 材 
リ ン グ カ ッ タ ー 
集 団 災 害 セ ッ ト 

 
 
6 
2 
1 

 
1 
3 
1 
 

 
 
1 
1 
 

 
2 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 

 
3 
12 
6 
2 
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〔救助機器材の配置状況〕                     （令和 4年 10月 1日現在） 

区     分 本部・署 北中山 朝 日 丹 生 越 前 計 

（一般救助器具） 
カ ギ 付 単 は し ご 
三 連 は し ご 
金属製折りたたみ、ワイヤはしご 
空 気 式 救 助 マ ッ ト 
救 命 索 発 射 銃 
サバイバースリング、救助用縛帯  

救 助 用 短 担 架 
ロ ー プ 
カ ラ ビ ナ 
滑 車 

 
6 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
21 
121 
26 

 
1 
1 
 
 
 
1 
 
3 
33 
3 

 
2 
1 
 
 
 
1 
 
6 
14 
5 

 
2 
3 
1 
 
 
1 
1 
5 
32 
10 

 
1 
1 
 
 
1 
2 
 
5 
55 
12 

 
12 
10 
2 
1 
2 
11 
5 
40 
255 
56 

（重量物排除用器具） 
油 圧 ジ ャ ッ キ 一 式 
油 圧 ス プ レ ッ ダ ー 
大 型 油 圧 ス プ レ ッ ダ ー 
可 搬 式 ウ イ ン チ 
ワ イ ヤ ー ロ ー プ 
マ ン ホ ー ル 救 助 器 具 
マ ッ ト 型 空 気 ジ ャ ッ キ 
救 助 用 支 柱 器 具 

 
1 
2 
1 
1 
15 
 
2 
1 

 
 
 
 
2 
2 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
6 
1 

 
1 
 
 
1 
2 

 
2 
2 
2 
6 
26 
1 
2 
1 

（切断用器具） 
油 圧 切 断 機 
大 型 油 圧 切 断 機 
エ ン ジ ン カ ッ タ ー 
チ ェ ー ン ソ ー 
コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー 

鉄 線 カ ッ タ ー 
空 気 鋸 

 
3 
1 
2 
 
1 
8 
1 

 
 
 
 
1 
 
6 

 
 
 
2 
2 
 
2 

 
2 
1 
1 
 
1 
3 

 
 
 
2 
3 
 
2 
 

 
5 
2 
7 
6 
2 
21 
1 

(破壊用器具） 
万 能 斧 
ハ ン マ ー 
携帯用コンクリート破壊器具 
ハ ン マ ー ド リ ル 
バッテリー式救助破壊器具一式 

 
14 
3 
1 
1 
1 

 
3 
2 

 
2 
4 

 
3 
1 
 
1 

 
2 
1 
 

 
24 
11 
1 
2 
1 

（検知・測定用器具） 
複 合 ガ ス 測 定 器  
可 燃 性 ガ ス 測 定 器  
放 射 線 測 定 器 

 
2 
 
46 

 
1 
 

 
1 
1 
 

 
1 
 
12 

 
1 
2 
 

 
6 
3 
58 

（呼吸保護用器具） 
空 気 呼 吸 器  
空 気 ボ ン ベ 
送 排 風 機 

 
19 
104 
3 

 
4 
6 
 

 
4 
8 
 

 
5 
8 
1 

 
4 
7 
 

 
36 
133 
4 
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区     分 本部・署 北中山 朝 日 丹 生 越 前 計 

（隊員保護用器具） 
安全帯および救助者用ハーネス 

耐 電 手 袋 
耐 電 衣 
耐 電 ズ ボ ン 
耐 電 長 ぐ つ 
防 塵 メ ガ ネ 
携 帯 警 報 機 
防 毒 マ ス ク 
陽 圧 式 化 学 防 護 服 
放 射 能 防 護 服 

 
19 
8 
5 
5 
5 
3 
18 
8 
4 
5 

 
11 
1 
 
 
1 
 
4 
3 

 
4 
 
 
 
 
 
4 
3 

 
9 
2 
 
 
2 
 
5 
3 

 
7 
 
 
 
 
 
4 
3 
 

 
50 
11 
5 
5 
8 
3 
35 
20 
4 
5 

（水難救助用器具） 
潜 水 器 具 一 式 
流 水 救 助 器 具 
救 命 胴 衣 
水 中 投 光 器 
救 命 浮 環 
浮 標 
救 命 ボ ー ト 
船 外 機 

 
6 
6 
63 
2 
2 
1 
2 
2 

 
 
 
10 
 
1 
 
 
 

 
 
 
10 
 
1 
 

 
2 
1 
15 
 
1 
 
1 
1 

 
3 
7 
14 
 
2 
 
 
 

 
11 
14 
112 
2 
7 
1 
3 
3 

(山岳救助用器具） 
バ ス ケ ッ ト 型 担 架 

 
3 

  
1 

 
1 

 
2 

 
7 

(高度救助用器具) 
熱 画 像 直 視 装 置 

 
1 

   
1 

  
2 

(その他の救助用器具） 
投 光 器 一 式 
携 帯 投 光 器 
携 帯 拡 声 器 
応 急 処 置 用 セ ッ ト 
車 両 移 動 器 具 
緩 降 機 
ロ ー プ 登 降 器 
救 助 用 降 下 器 

 
6 
21 
11 
4 
2 
1 
2 
11 

 
1 
 
2 
1 

 
1 
5 
7 
1 

 
3 
5 
3 
1 
 
 
2 
6 

 
1 
2 
3 
1 
 
 
 
4 

 
12 
33 
26 
8 
2 
1 
4 
21 
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〔所有自動車等一覧表〕                   （令和 4年 10 月 1日現在） 

 

（鯖江市） 

種  別 形  質 数 量 管理者 

ト ラ ッ ク １.５トン積み １ 施設管理課長 

ダ ン プ 
２.０トン積み×２ 
１.０トン積み×１ 

３ 
土木課長 

環境政策課長 

バ ン 
バン×１ 

ライトバン×３１ 
軽バン×１９ 

５１  

Ｓ Ｕ Ｖ  ５ 
土木課長 

上下水道課長 

乗 用 車 
普通×１１ 
軽×２０ 

３１  

マイクロバス 
定員２６ 名×１ 
定員２９ 名×１ 

２ 
施設管理課長 
議会事務局長 

ワ  ゴ  ン 
６人乗り×１ ７人乗り×１ 
８人乗り×１ 10 人乗り×１ ４ 

防災危機管理課長 
秘書広聴課長 
施設管理課長 

福 祉 車 両 
５人乗り 

（車椅子積載車） １ 防災危機管理課長 

給  水  車 ２.０トン １ 上下水道課長 

ショベルカー ― １０ 土木課長 

舟    艇 ゴムボート×２ ２  

 

（消防本部） 

種  別 形  質 数 量 管理者 

救助工作 車 ― １ 消防本部 

ト ラ ッ ク ２トン積 み ２ 〃 

救 急 車 高規格 ７ 〃 

水 槽 車 １０トン １ 〃 

マイクロバス 定員２９名 １ 〃 

舟    艇 
ＦＲＰ製ボート×１ 
ゴムボート×３ 

４ 〃 

発  電  機 ― １２ 〃 

救命索発射銃 携帯式 ２ 〃 

無  線  機 
車    載 ３４ 〃 

携    帯 ２５ 〃 
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２－４－１ 上水道施設の現況 

（令和 4年 10月 1日現在） 

 

 

計 画 給 水 量 施 設 能 力 現 在 給 水 給 水 契 約 水源（㎥ /ｄ） 

（m3／ｄ） （m3／ｄ） 人口（人） 戸数（戸） 地 下 水 受 水 

52,600 50,500 69,289 27,632 
浅 17,300 

深 13,200 
20,000 

 

ポ ン プ 配 水 池 
配管延長 消火栓設置数 

設 備 台 数 池 数 総容量 

 

40台 
11ヶ所 

13  池 

 

23,626 m3 

 

 

628,991ｍ 

 

地上式 1,842基 

地下式   98基 

計  1,940基 

 

 

２－４－２ 下水道事業の現況 

（令和 4年 10月 1日現在） 

行政人口 

（人） 

処理人口 

（人） 

処理区域面積 

（ha） 

普及率 

（％） 

平成 29年度末普及率 

（％） 
処理開始 

69,289 50,703 1,842.7 73.2 72.7 Ｓ58.6 

概 要 

全体計画区域面積             2,494ha 

事業認可区域               汚水 2,102ha  雨水 1,507ha 

下水の排除方式              分流式 

事業の着手年次              昭和 49年から 

認可事業費                715億円 

汚水管渠延長   口径 200㎜～ 1,650㎜  認可延長 411.262ｍ 

雨水幹線延長   巾員 1.00ｍ～4.00ｍ     〃  363,690ｍ 

処理場（終末）      １ヶ所     処理対象人口 50,100人 

                     処理能力   39,000m3／日 



 

 

２－４－３ 上水道施設一覧表                                            （令和 4年 10月 1日現在） 

名 称 形 状 ポ ン プ 
施設能力 

ｔ／日 
名 称  

東 鯖 江 第 １ 水 源 深井戸 φ600 ㎜×103ｍ φ125 ㎜×30.0kw×1.8ｍ3/ｍ×69ｍ 1 台 2590 管理センタ－配水池 ７，５００m3 ２池 

東 鯖 江 第 ２ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×140ｍ φ100 ㎜×18.5kw×1.0ｍ3/ｍ×69ｍ 1 台 1440 下 新 庄 配 水 池 ３，０００m3 ２池 

東 鯖 江 第 ３ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×101ｍ φ125 ㎜×30.0kw×1.8ｍ3/ｍ×69ｍ 1 台 2590 河 和 田 第 １ 配 水 池 ３５０m3 １池 

五 郎 丸 第 １ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×110ｍ φ125 ㎜×18.5kw×1.6ｍ3/ｍ×45ｍ 1 台 2300 河 和 田 第 ２ 配 水 池 １，５００m3 １池 

五 郎 丸 第 ２ 水 源 深井戸 φ500 ㎜× 90ｍ φ125 ㎜×18.5kw×1.8ｍ3/ｍ×40ｍ 1 台 2590 上 河 内 配 水 池 ４０m3 １池 

上 鯖 江 第 １ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×110ｍ φ125 ㎜×18.5kw×1.8ｍ3/ｍ×40ｍ 1 台 2590 西袋（椿坂）配水池 ５０m3 １池 

上 鯖 江 第 ２ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×110ｍ φ125 ㎜×18.5kw×1.8ｍ3/ｍ×40ｍ 1 台 2510 金 谷 配 水 池 ６０m3 １池 

横 江 第 ２ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×100ｍ φ125 ㎜×22.0kw×1.8ｍ3/ｍ×50ｍ 1 台 2590 東 部 配 水 池 ３００m3 １池 

定 次 第 １ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×100ｍ φ100 ㎜×15.0kw×1.0ｍ3/ｍ×40ｍ 1 台 1440 戸 口 配 水 池 １２０m3 １池 

定 次 第 ２ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×101ｍ φ125 ㎜×22.0kw×1.8ｍ3/ｍ×55ｍ 1 台 2590 中 戸 口 配 水 池 ４８m3 １池 

定 次 第 ３ 水 源 深井戸 φ500 ㎜×110ｍ φ125 ㎜×22.0kw×1.8ｍ3/ｍ×55ｍ 1 台 2590 上 戸 口 配 水 池 ７８m3 １池 

管 理 セ ン タ ー 第 １ 水 源 浅井戸 φ500 ㎜× 46ｍ φ100 ㎜×11.0kw×1.0ｍ3/ｍ×41ｍ 1 台 

全体で

5,000 

西 部 配 水 池 ２００m3 １池 

管 理 セ ン タ ー 第 ２ 水 源 浅井戸 φ500 ㎜× 20ｍ φ125 ㎜×11.0kw×2.0ｍ3/ｍ×24ｍ 1 台 管理センター可変速 φ 300㎜×φ 300× 132KW ３台 

管 理 セ ン タ ー 第 ３ 水 源 浅井戸 φ500 ㎜× 21ｍ φ150 ㎜×18.5kw×3.0ｍ3/ｍ×24ｍ 1 台 管理センター固定速 φ 300㎜×φ 250× 132KW １台 

管 理 セ ン タ ー 第 ４ 水 源 浅井戸 φ500 ㎜× 21ｍ φ150 ㎜×18.5kw×2.4ｍ3/ｍ×24ｍ 1 台 米 岡 加 圧 φ 100㎜×7.5KW １台  φ 80×7.5KW  １台 

管 理 セ ン タ ー 第 ５ 水 源 浅井戸 φ500 ㎜× 22ｍ φ150 ㎜×18.5kw×2.7ｍ3/ｍ×24ｍ 1 台 平 和 台 加 圧 φ 80㎜×5.5KW １台    φ 65×5.5KW  １台 

管理棟 

滅菌棟 

P･H調整棟 

下新庄滅菌棟 

鉄筋２階建 延床面積 1,132.2ｍ2（管理室、ポンプ室、受変電室、自家発電機室） 

鉄筋平屋建 延床面積 132.0ｍ2+98.0㎡（薬注室、倉庫兼車庫） 

鉄筋平屋建 延床面積 165.0ｍ2（P･H調整室） 

鉄骨平屋（地下:RC 造）建 延床面積 53.13ｍ2（塩素滅菌室） 

地上：鉄骨造平屋 床面積 36.18ｍ2 

地下：鉄筋コンクリ－ト造 床面積 16.95ｍ2 

つ つ じ ヶ 丘 加 圧 φ 50㎜×3.7KW １台 

戸 口 加 圧 φ 100㎜×18.5KW １台  φ 65×10.0KW 3台 

沢 加 圧 φ  50㎜×7.5kw １台 

上 河 内 給 水 φ  50㎜×7.5kw １台 

上 河 内 高 区 給 水 φ  40㎜×2.2kw １台 

河 和 田 第 1 送 水 φ 65㎜×4.5KW ２台 

河 和 田 第 ２ 送 水 φ  65㎜×10.0kw ３台  φ65 ㎜×9.0kw １台 

五 郎 丸 送 水 φ 150㎜×26.0kw ３台 

-1
5
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 ２－５－１ 医療機関一覧表 

（令和 4年 10月 1日現在） 

病  院  名 住    所 ＴＥＬ 診 療 科 目 備 考 

い し だ 皮 膚 科 

ク リ ニ ッ ク 
東鯖江 1丁目 3-15 53-0753 皮膚科・形成外科  

一 乗 医 院 河和田町 28-1-1 65-0052 内科・小児科  

加 藤 産 婦 人 科 水落町 1丁目 4-21 51-1285 産婦人科・内科・小児科  

カ マ カ ズ 医 院 日の出町 5-4 51-0207 
耳鼻咽喉科・小児科 

アレルギ－科 
 

川 口 小 児 科 医 院 桜町 2丁目 8-22 51-0025 小児科・内科  

木 水 医 院 旭町 1丁目 9-1 51-7557 
内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・

放射線科 
 

き む ら 内 科 医 院 中野町 257-3-7 54-0707 
内科・呼吸器科・消化器科・小児科 

循環器科 
 

木 村 病 院 旭町 4丁目 4-9 51-0478 

内科・外科・整形外科・脳神経外科 

泌尿器科・リハビリテ－ション科 

呼吸器内科・循環器内科・皮膚科 

放射線科・糖尿病内科・肛門外科 

内分泌内科・消化器外科 

脳神経内科・消化器内科 

 

く ぼ た ク リ ニ ッ ク 糺町 30-2-1 53-2511 外科・皮膚科・内科  

く ま も と 眼 科 
ク リ ニ ッ ク 

東鯖江 1丁目 4-23 43-5066 眼科  

幸 道 眼 科 幸町 1丁目 4-8 54-0088 眼科  

公 立 丹 南 病 院 三六 1丁目 2-31 51-2260 

内科・小児科・整形外科・外科 

形成外科・脳神経外科・皮膚科 

眼科・泌尿器科・産婦人科 

耳鼻咽喉科・脳神経内科・麻酔科 

リハビリテーション科・放射線科 

消化器外科 

 

今 野 内 科 幸町 1丁目 2-12 51-1018 内科・消化器科・循環器科・小児科  

斎 藤 医 院 本町 3丁目 1-25 51-0073 内科・皮膚科・胃腸内科  
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病  院  名 住    所 ＴＥＬ 診 療 科 目 備 考 

斎 藤 病 院 中野町 6-1-1 51-0593 

内科・外科・放射線科・整形外科 

耳鼻咽喉科・眼科・泌尿器科・小児科 

消化器科・循環器科・肛門科 

リハビリテ－ション科 

麻酔科 

 

鯖 江 清 水 眼 科 旭町 2丁目 1-30 51-0067 眼科  

鯖江清水耳鼻咽喉科

医 院 
本町 4丁目 1-28 52-8700 耳鼻咽喉科・アレルギ－科  

鯖 江 内 科 医 院 当田町 10-5-2 62-0111 
呼吸器科・消化器科・循環器科 

小児科・放射線科 
 

産 婦 人 科 鈴 木 

ク リ ニ ッ ク 
東鯖江 4丁目 2-23 52-6000 産婦人科・小児科  

品 川 ク リ ニ ッ ク 中野町 56-1-1 51-0011 
内科・消化器内科・胃腸内科・内視鏡内

科 
 

嶋 田 整 形 外 科 医 院 五郎丸町 253 54-0500 
整形外科・リウマチ科 

リハビリテ－ション科 
 

高 野 医 院 河和田町 20-4-1 65-0236 内科・小児科・放射線科  

高 野 病 院 本町 2丁目 3-10 51-0845 
内科・外科・整形外科 

リハビリテ－ション科・肛門科 
 

た か は し 医 院 小黒町 3丁目 11-28 54-0550 
内科・産婦人科・小児科・眼科 

リハビリテ－ション科 
 

高 村 病 院 幸町 1丁目 2-2 51-2030 

内科・外科・整形外科・呼吸器科 

胃腸科・循環器科・肛門科・眼科 

リハビリテ－ション科・脳神経外科 

泌尿器科 

 

谷川内科クリニック 本町 4丁目 3-14 51-4132 内科・放射線科・消化器内科  

津 田 ク リ ニ ッ ク 平井町 43-1-3 62-0222 外科・内科・心療内科・精神科  

土 屋 医 院 旭町 3丁目 6-2 51-2100 内科・循環器科・呼吸器科・消化器科  

土 屋 耳 鼻 咽 喉 科 
ク リ ニ ッ ク 

三六町 2丁目 4-15 54-0555 耳鼻咽喉科・アレルギー科  
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病  院  名 住    所 ＴＥＬ 診 療 科 目 備 考 

と も だ ち 診 療 所 石田上町 23-14 51-4895 小児科・内科  

野尻内科胃腸科医院 鳥羽 2丁目 4-16 51-1460 内科・胃腸内科・小児科  

馬 場 医 院 杉本町 16-１-3 51-1677 内科・小児科・消化器科  

は や し ク リ ニ ッ ク 水落町 2丁目 26-28 25-1884 内科・泌尿器科  

皮 膚 科 鈴 木 医 院 長泉寺町 1丁目 8-36 51-0232 皮膚科  

広 瀬 病 院 旭町 1丁目 2-8 51-3030 

外科・消化器内科・整形外科・眼科 

脳神経外科・リウマチ科・内科 

呼吸器内科・循環器内科・泌尿器科 

リハビリテ－ション科・婦人科 

皮膚科・放射線科・麻酔科・歯科 

糖尿病内科・人工透析外科 

腎臓内科・消化器外科・乳腺外科 

腹部外科・神経内科・外科(がん） 

 

藤田胃腸科・内科・ 

外科医院 
水落町 4丁目 16-24 52-5200 

内科・外科・胃腸内科・整形外科 

皮膚科 
 

丸 山 内 科 循 環 器 科 

医 院 
上鯖江 2丁目 9-5 29-0008 内科・循環器科  

みつや心療クリニック 五郎丸町 273 42-5606 心療内科・精神科  

み ど り ケ 丘 病 院 三六町 1丁目 2-6 51-1370 精神科・神経科・児童・思春期内科  

柳 沢 医 院 三六町 1丁目 2-50 52-6100 小児科・内科  

山 岸 医 院 戸口町 15-13-4 65-1084 内科・呼吸器科・循環器科  
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２－７－１ 消防団・消防水利の現況 

（令和 4年 10月 1日現在） 

地 区 名 

消  防  団 消  防  水  利 

分  団 団員数 
普通消防ポ 

ンプ自動車 
消 火 栓 防火水そう 

そ の 他 の 

水   利 

団 本 部 ‐ 40 ‐ ‐ ‐ ‐ 

鯖 江 地 区 

進 徳 分 団 

（鯖江北部） 
15 1台 

285 70 7 
惜 陰 分 団 

（鯖江南部） 
14 1台 

新 横 江 地 区 新横江分団 13 1台 124 27 4 

神 明 地 区 

神 明 分 団 

（神明南部） 
14 1台 

342 76 6 
鳥 羽 分 団 

（神明北部） 
12 1台 

中 河 地 区 中 河 分 団 15 1台 183 46 8 

片 上 地 区 片 上 分 団 12 1台 103 46 1 

立 待 地 区 

立 待 分 団 

（立待東部） 
12 1台 

202 67 2 
石 田 分 団 

（立待西部） 
13 1台 

吉 川 地 区 吉 川 分 団 14 1台 201 52 7 

豊 地 区 豊 分 団 15 1台 158 44 1 

北 中 山 地 区 北中山分団 14 1台 141 49 2 

河 和 田 地 区 河和田分団 13 1台 283 67 1 

合 計 ― 216 13台 2,022 544 39 
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２－８－１ 民間団体組織状況一覧表                    

（令和 4年 10月 1日現在） 

                     

      鯖江市赤十字奉仕団 

第 １ 分 団 ４２   

第 ３ 分 団 ２７   

第 ４ 分 団 ２９   

第 ５ 分 団 ４   

第 ６ 分 団 ５８   

新 横 江 分 団 ７１   

神 明 分 団 ２７   

中 河 分 団 ２４   

片 上 分 団 ４１   

立 待 分 団 １０９   

吉 川 分 団 １５   

豊  分  団 ３１   

北 中 山 分 団 ７６   

河 和 田 分 団 ４９   

総   計 ６０３人  
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２－１０－１ 避難地区一覧表 

（令和 4年 10月 1日現在） 

避難地区 構成町内 人口（人） 

鯖 江 

本町１丁目、本町２丁目、本町３丁目、本町４丁目、旭町１丁目、

旭町２丁目、旭町３丁目、旭町４丁目、柳町１・横江町１・２丁目、

柳町２丁目、柳町団地、柳町３・４丁目、桜町１・２・３丁目、長

泉寺町１・２丁目、西山町、日の出町、深江町、屋形町、舟津町１

丁目、舟津町２丁目、舟津町３丁目、舟津町４丁目、舟津町５丁目、

小黒町１・２・３丁目、住吉町１丁目、住吉町２丁目、住吉町３丁

目、有定町１・２・３丁目、宮前１丁目、宮前２丁目、上鯖江１丁

目、上鯖江２丁目 

１２，９８１ 

新横江 
横越町、新町、下新庄町、定次町、五郎丸町、新横江１丁目、新横

江２丁目、東鯖江１・２・３・４丁目、定次団地 
５，３８９ 

神 明 

水落町１丁目、水落町２丁目、水落町３丁目、水落町４丁目、北野

町１丁目、北野町２丁目、神明町１丁目、神明町２丁目、神明町３・

４丁目、神明町４・５丁目、三六町１丁目、三六町２丁目、幸町１

丁目、幸町２丁目、田所町、丸山町、鳥羽１・２丁目、鳥羽３丁目、

東鳥羽、つつじヶ丘町、神中町、御幸町１・３丁目、御幸町２・４

丁目、みどり町内会、東米岡 1丁目 

１５，９２９ 

中 河 
出口木引、花出、樋口、まち、曲木、原、中野松成、上河端町、新

出、舟枝町、橋立町、下河端町、青葉町 
４，５５９ 

片 上 
吉谷町、四方谷町、南井町、大野町、別所町、乙坂今北町、吉谷町

青葉台 
１，９１８ 

立 待 

吉江町、吉江中、吉江住宅団地、米岡町、入町、西番町、上杉本、

中杉本、下杉本、糺町、石田上町、石田中町、石田下町、東米岡２

丁目、平和台団地、吉江山手団地、丸山町３丁目、西杉本 

９，９６０ 

吉 川 

川去町、西大井町、田村町、持明寺町、冬島町、二丁掛町、吉田町、

大倉町、小泉町、平井町、熊田町、日野町内会、西和町内会、あす

なろ町内会、あずま町内会、あおい町、朝霞町内会、若葉町内会 

７，１２２ 

豊 
下野田町、和田町、石生谷町、漆原町、上野田町、上氏家町、下司

町、鳥井町、当田町、下氏家町、青武台町内会 
４，６５０ 

北中山 松成町、落井町、磯部町、戸口町、中戸口町、上戸口町、川島町 ２，６６４ 

河和田 
別司町、河和田町、莇生田町、片山町、西袋町、椿坂、金谷町、寺

中町、北中町、東清水町、尾花町、沢町、上河内町 
３，７８０ 



 

 

２－１１－１ 避難施設一覧表                                           

１ 指定避難所                                                （令和 4年 10月 1日現在） 

施 設 名 所 在 地 TEL 

面     積 

構造 
調理設備 
の有無 

避難所設置 

校 舎 
（㎡） 

体育館 
（㎡） 

武道館 
（㎡） 

畳数 
（畳） 

校 庭 
（㎡） 

地 
震 

水 
害 

土 
砂 

小 
 
 
 

学 
 
 
 

校 

惜陰小学校 日の出町 6-37 51-2866 5,687  1,795    48  10,627  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有       

進徳小学校 長泉寺町 2 丁目 5-１ 53-1503 4,726 1,620    24  12,628  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有       

鯖江東小学校 新横江 2 丁目 6-37 51-0338 3,809  1,750      12,739  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有  
※ 
日 

  

神明小学校 水落町 4 丁目 13-23 51-1110 7,075  1,788    20  16,015  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄骨造 2 階建 

有  
※ 
浅 

  

鳥羽小学校 神明町 4 丁目 1-38 52-0045 5,390  1,445      8,518  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有  
※ 
浅 

  

中河小学校 中野町 73-16 51-0518 4,284  1,416      10,044  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有       

片上小学校 大野町 16-6 51-4802 2,294  1,055      6,171  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1 階建 

有     ※ 

立待小学校 杉本町 1-5 51-1505 5,815  1,498      7,782  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有  
※ 
日 

  

吉川小学校 大倉町 22-１ 62-1134 5,085  1,650      9,734  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有   
※ 
日  

  

豊小学校 下野田町 39-29 62-1201 5,780  1,441     8,168  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 
(体育館) 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階建 

有  
※ 
日  

  

北中山小学校 磯部町 25-11 65-1019 3,151  920      8,477  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有      

河和田小学校 西袋町 67-8 65-0050 4,492  1,728      9,371  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有       

中 
 

学 
 

校 

鯖江中学校 小黒町 2 丁目 12-１ 51-2890 8,013  1,971  820  * 156  28,689  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 
(武道館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有   
※ 
日 

  

中央中学校 三六町 1 丁目 1-50 51-1161 8,201  1,834  888  200  16,985  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 
(武道館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有      

東陽中学校 落井町 32-7 65-0104 6,295  1,564  831  * 178  31,000  
(校 舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 
(体育館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 
(武道館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 

有  
※ 
鞍 

  

-
2
2
- 



 

 

 

施 設 名 所 在 地 TEL 

面   積 

構造 
調理設備 

の有無 

避難所設置 

園 舎 

公民館 

体育館 

(遊戯室) 
畳数 

校庭 

(園庭) 
地 

震 

水 

害 

土 

砂 
（㎡） （㎡） （畳） （㎡） 

公 
 
 
 
 

民 
 
 
 
 

館 

鯖江公民館 桜町 1 丁目 1-16 51-3010 1,629    20.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

3 階建 
有      

新横江公民館 横越町 1-43-2 51-2969 821  1,183  66.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
(体育館)  鉄骨造 平屋建 

有       

神明公民館 三六町 1 丁目 4-12 51-5065 1,604    52.5    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

3 階建 
有 ※     

中河公民館 中野町 203-8 51-3102 1,117  1,101  45.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
(体育館)  鉄骨造 平屋建 

有       

片上公民館 大野町 6-8-1 51-4801 761  586  56.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
(体育館)  鉄骨造 平屋建 

有   
※ 
鞍 

 

立待公民館 杉本町 702-2 51-3376 997  814  55.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
(体育館)  鉄骨造 平屋建 

有 ※     

吉川公民館 大倉町 5-14-1 62-1020 769  1,166  80.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
(体育館)  鉄骨造 平屋建 

有   
※ 
日 

  

豊公民館 下野田町 26-8-1 62-1011 1,655  720  69.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
(体育館)  鉄骨造 平屋建 

有   
※ 
日 

  

北中山公民館 落井町 41-33-1 65-1001 966  1,122  64.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
(体育館)  鉄骨造 平屋建 

有   
※ 
鞍 

 

河和田公民館 河和田町 19-6-１ 65-0403 1,498   26.0    
(公民館) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

 3 階建 
有 ※     

 
「*」のある避難所は、武道館と校舎内の和室の畳数を合計している。 
「※」のある避難所は、区分により以下のことを示す。 
 （地震）耐震補強を考慮して使用できる施設 
 （浸水）浸水想定区域に含まれる施設（日→日野川・吉野瀬川、浅→浅水川、鞍→鞍谷川） 

（土砂）土砂災害警戒区域に含まれる施設 
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２ その他の避難所(指定緊急避難場所) 

(1) 幼稚園･保育所･こども園                                            （令和 4年 10月 1日現在） 

施 設 名 所 在 地 TEL 

面   積 

構造 
調理設備 

の有無 

避難所設置 

園 舎 

公民館 

体育館 

(遊戯室) 
畳数 

校庭 

(園庭) 
地 

震 

水 

害 

土 

砂 
（㎡） （㎡） （畳） （㎡） 

幼 
 
 

稚 
 
 

園 

鯖江東幼稚園 新横江 2 丁目 6-37 52-5696 351  140    東小に含 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 無  
※ 
日 

  

神明幼稚園 三六町 1 丁目 8-24 51-1002 784  222    1,200  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有       

片上幼稚園 大野町 16-6 52-5791 269  108    片小に含 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 無     ※ 

北中山幼稚園 戸口町 9-11-4 65-2879 316  116    北小に含 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 無      

保 
 
 
 

育 
 
 
 

所 

神明保育所 三六町 1 丁目 1-12 51-1137 518  200    990  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有      

中河保育所 中野町 208-1 51-3103 647  154    2,500  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有   
※ 
鞍 

  

立待保育所 杉本町 33-4-1 51-3377 540  179    530  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有      

石田保育所 石田上町 44-1 51-1972 298  100    1,200  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有   
※ 
日 

  

吉川保育所 大倉町 5-20 62-1332 748  198    1,920  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有   
※ 
日 

  

かわだ保育所 莇生田町 10-5-1 65-0173 694  189    1,320  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有      

こ 
ど 
も 
園 

せきいんこども園 日の出町 6-37 51-0640 1,210  171   惜小に含 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有    

しんとくこども園 長泉寺町 1-9-19 51-7717 1,158 182  1,470  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有    

ゆたかこども園 上野田町 2-9 62-1680 1,126  177    2,710  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有  
※ 
日 

  

「※」のある避難所は、区分により以下のことを示す。 

 （地震）耐震補強を考慮して使用できる施設 

 （浸水）浸水想定区域に含まれる施設（日→日野川・吉野瀬川、浅→浅水川、鞍→鞍谷川） 

  （土砂）土砂災害警戒区域に含まれる施設 
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(2) 宿泊施設                                                  （令和 4年 10月 1日現在） 

施 設 名 所 在 地 TEL 

面   積 

構造 
調理設備 

の有無 

避難所設置 

体育館 その他 畳数 客室数 地 

震 

水 

害 

土 

砂 （㎡） （㎡） （畳） （部屋） 

神明苑 神明町 2 丁目 8-4 52-5165 1,770.76 2,774.09 229.0 24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有    

ラポーゼかわだ 上河内町 19-37-2 65-0012  4,054.37 360.5 24 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 有   ※ 

「※」のある避難所は、区分により以下のことを示す。 

 （地震）耐震補強を考慮して使用できる施設 

 （浸水）浸水想定区域に含まれる施設（日→日野川・吉野瀬川、浅→浅水川、鞍→鞍谷川） 

（土砂）土砂災害警戒区域に含まれる施設 
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5
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(3) その他                                                  （令和 4年 10月 1日現在） 

施 設 名 所 在 地 TEL 

面   積 

構造 
調理設備 
の有無 

避難所設置 

体育館 その他 畳数 
校庭 
(園庭) 

地 
震 

水 
害 

土 
砂 

（㎡） （㎡） （畳） （㎡） 

そ 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 

他 

市庁舎(執務室を除く) 西山町 13-１ 51-2200  8,656.86 18.0  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 有    

消防庁舎(執務室を除
く) 

西山町 13-22 54-0119  2,487.63 8.0  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 有    

嚮陽会館 桜町 2 丁目 7-1 52-5789  3,992.41 42.0  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 無  
※ 
日 

 

夢みらい館・さばえ 三六町 1 丁目 4-20 51-1722  1,132.06   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 有    

市民活動交流センター 長泉寺町 1 丁目 9-20 54-7055  1,637.00   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有    

高齢者憩の家 本町 4 丁目 6-15 52-2296  145.84   木造 平屋建 無    

いきいき未来館 定次町 108 51-1450  222.77   鉄骨造 平屋建 有  
※ 
日 

 

本町児童センター 本町 4 丁目 6-16 52-8903  316.40    鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有 ※   

舟津児童センター 舟津町 4 丁目 8-16 51-3329  320.74    鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有  
※ 
日 

 

小黒町児童センター 小黒町 1 丁目 1-18 52-4529  297.14    鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有  
※ 
日 

 

有定児童センター 有定町 2 丁目 8-21 51-2985  322.00    鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有  
※ 
日 

 

柳町児童センター 柳町 2 丁目 1-8 52-9302  298.11    鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建 有  
※ 
日 

 

長泉寺児童センター 長泉寺町 2 丁目 3-11 52-0697  437.72    木造 2 階建 有  
※ 
日 

 

新横江児童センター 定次町 108 51-1450  314.65   鉄骨造 2 階建 無 ※ 
※ 
日 

 

水落児童館 水落町 1 丁目 8-22 52-3561  253.31   木造平屋建 有    

鳥羽中児童センター 神明町 4 丁目 7-55 52-5920  329.45   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有    

神中児童センター 神中町 3 丁目 5-31 52-8909  317.46   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有 ※ 
※ 
日浅 
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施 設 名 所 在 地 TEL 

面   積 

構造 
調理設備 
の有無 

避難所設置 

体育館 その他 畳数 
校庭 
(園庭) 

地 
震 

水 
害 

土 
砂 

（㎡） （㎡） （畳） （㎡） 

そ 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 

他 

曲木児童センター 中野町 54-30-１ 52-5940  298.18   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有  
※ 
浅 

 

石田児童センター 石田下町 17-11 52-5150  333.73   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有 ※ 
※ 
日 

 

平井児童センター 平井町 27-9-5 62-0716  406.52   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有  
※ 
日 

 

戸口児童センター 戸口町 15-18-3 65-0664  429.04   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有    

東部児童センター 別司町 21-17 65-1119 319.00 288.02   鉄骨造 2 階建 有   ※ 

健康福祉センター 水落町 2 丁目 30-１ 52-1121  4,048.05   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 有    

子育て支援センター 本町 4 丁目 6-17 51-0364 502 125  1,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 無  
※ 
日 

 

環境教育支援センター 中野町 73-11 52-0050  939.39   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 無    

地域交流センター 本町 2 丁目 2-16 54-7000  2,897.05   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 無    

ふれあいみんなの館・ 
さばえ 

上鯖江 1 丁目 4-1 51-8785  1,146.90   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有  
※ 
日 

 

越前漆器伝統産業会館 西袋町 40-1-2 65-2727  2,392.55   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 有    

公園管理事務所 桜町 3 丁目 7-20 51-1001  556.75   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3 階建 無    

文化センター 東鯖江 3 丁目 7-1 52-7430  5,871.82   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 無  
※ 
日 

 

神明健康 
スポーツセンター 

北野町 16-7 51-7380 2,209.87    鉄骨造 平屋建 無  
※ 
日 

 

河和田体育館 西袋町 68-48-１ 65-1972 1,066.32    鉄骨造 平屋建 無   ※ 

ユーカルさばえ 水落町 2 丁目 24-2 52-5988 815.69 1,021.20   
(体育館)鉄骨造 平屋建 
(その他)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

2 階建 
有  

※ 
浅 

 

青年会館 水落町 2 丁目 24-31 52-5988  297.00   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 無  
※ 
浅 
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施 設 名 所 在 地 TEL 

面   積 

構造 
調理設備 

の有無 

避難所設置 

体育館 その他 畳数 
校庭 

(園庭) 
地 

震 

水 

害 

土 

砂 
（㎡） （㎡） （畳） （㎡） 

そ 
 
 
 
 
の 
 
 
 
 
他 

高年大学 舟枝町 4-23-１ 52-8824 502.11 979.21 30.0  
(体育館) 鉄骨造 平屋建 
(その他) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 
 平屋建 

有  
※ 
鞍 

 

まなべの館 長泉寺町 1 丁目 9-20 51-5999  2,770.00   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 無    

総合体育館 東鯖江 3 丁目 6-10 51-3176  4,970.35   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 無  
※ 
日 

 

三六武道館 三六町 2 丁目 2-40 52-8919  1,016.21   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 無    

ゲートボールセンター 水落町 2 丁目 25-10 51-8363  1,552.14   鉄骨造 平屋建 無  
※ 
浅 

 

立待体育館 杉本町 513 51-1567 1,595.63    
鉄骨造 2 階建 
鉄骨造平屋建 

無  
※ 
日 

 

弓道場 杉本町 619 52-4524  740.59   鉄骨造 平屋建 無    

道の駅西山公園 桜町 3 丁目 950 51-8181  785.00   鉄骨造 2 階建一部塔屋 有   ※ 

※のある避難所は、区分により以下のことを示す。 

 （地震）耐震補強を考慮して使用できる施設 

 （浸水）浸水想定区域に含まれる施設（日→日野川・吉野瀬川、浅→浅水川、鞍→鞍谷川） 

 （土砂）土砂災害警戒区域に含まれる施設 
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(4) 福祉避難所 

施設 
種類 

施 設 名 所 在 地 TEL 
受入可
能人数 
（人） 

構造 
バリア 
フリー 

避難所設置 

地 
震 

水 
害 

土 
砂 

高齢者 エレガント・セニ－ル・ガーデン 吉江町 31-7-1 53-2772 10 耐火構造(ＲＣ) ○  
※ 
日 

 

高齢者 
介護老人保健施設 

リハビリセンター 王山 
旭町 1 丁目 3-22 51-7720 14 耐火構造(ＲＣ) ○    

障害者 
社会福祉法人 光道園 

ライトワークセンター 
和田町 9 字１-１ 62-1234 20 耐火構造(ＲＣ) ○    

障害者 
社会福祉法人 光道園 

ライフトレーニングセンター 
和田町 9 字１-１ 62-1234 20 耐火構造(ＲＣ) ○    

高齢者 
介護医療院 

かがやき 
旭町 4 丁目 9-10 51-2755 15 耐火構造(ＲＣ) ○    

高齢者 
小規模多機能型居宅介護 

陽だまりさばえ 
旭町 4 丁目 9-10 51-2755 6 耐火構造(ＲＣ) ○    

高齢者 
地域密着小規模多機能型居宅 

介護事業所 ありんこ 
西大井町 12-38-2 62-2944 8 準耐火構造（Ｓ） ○   ※ 

高齢者 
介護老人保健施設 

神明ケアセンター 
幸町 1 丁目 2-2 51-8228 10 耐火構造(ＲＣ) ○    

高齢者 
特別養護老人ホーム 
ことぶき荘 

大野町 3-1 51-7780 17 耐火構造(ＲＣ) ○   ※ 

高齢者 
小規模多機能型居宅介護 

おしどり荘 
別司町 41-30 65-3120 8 準耐火構造（Ｓ） ○   ※ 

高齢者 
介護老人保健施設 

鯖江ケアセンター みどり荘 
中野町 33-20-1 51-7540 27 耐火構造(ＲＣ) ○  

※ 
浅 

 

高齢者 特別養護老人ホーム 五岳園  漆原町 20-8 62-2220 12 耐火構造(ＲＣ) ○    

高齢者 グレースフルわかたけ 本町 2 丁目 2-17 52-7400 6 耐火構造(ＲＣ) ○  ※日  

高齢者 
小規模多機能型居宅介護 
もんざえもん 

鳥羽 3 丁目 1-29-１ 29-1800 5 準耐火構造（Ｓ） ○    

高齢者 
県民せいきょう 
鯖江きらめきグループホーム 

小黒町 3丁目 10-21 52-8050 3 準耐火構造（Ｓ） ○  
※ 
日 

 

高齢者 
県民せいきょう小規模多機能ホーム 

鯖江きらめきハウス 
小黒町 3丁目 10-21 52-8050 3 準耐火構造（Ｓ） ○  

※ 
日  

※のある避難所は、区分により以下のことを示す。 

 （地震）耐震補強を考慮して使用できる施設 
 （浸水）浸水想定区域に含まれる施設（日→日野川・吉野瀬川、浅→浅水川、鞍→鞍谷川） 

 （土砂）土砂災害警戒区域に含まれる施設 

-2
9
- 
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３－１－１ 鯖江市国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例 

鯖江市国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例 

平成１８年３月２８日 

鯖江市条例第２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号。以下「法」という。）第３１条および法第１８３条において準用する法第３１条の

規定に基づき、鯖江市国民保護対策本部および鯖江市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（組織） 

第２条 国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、国民保護対策本部の事務を総括する。 

２ 国民保護対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、国民保護対策本部の事

務を整理する。 

３ 国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事

務に従事する。 

４ 国民保護対策本部に本部長、副本部長および本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。 

（会議） 

第３条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換および連絡調整を円滑に行うため、必要に応

じ、国民保護対策本部の会議（以下この条において「会議」という。）を招集する。 

２ 本部長は、法第２８条第６項の規定に基づき、国または県の職員その他市の職員以外の者を会議

に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができる。 

（部） 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地対策本部） 

第５条 国民保護現地対策本部に、国民保護現地対策本部所長および国民保護現地対策本部副所長そ

の他の職員を置く。 

２ 国民保護現地対策本部所長および国民保護現地対策本部副所長その他の職員は、市の職員のうち
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から、本部長が指名する者をもってこれに充てる。 

３ 国民保護現地対策本部所長は、本部長の命を受け、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。 

（その他） 

第６条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

（準用） 

第７条 第２条から前条までの規定は、鯖江市緊急対処事態対策本部について準用する。 

附 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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３－１－２ 鯖江市国民保護対策本部事務分掌 

部名 

（部長） 
班名 班長 構成課 分掌事務 

総務部 

（総務部長） 

庶務班 職員課長 
行政管理課 

職員課 

人員の配置および職員の動員に関すること。 

自衛隊の受入に関すること。 

安否情報等市民からの問合せに関すること。 

情報班 
デジタル 

推進課長 

デジタル 

推進課 

被害状況の取りまとめに関すること。 

市民の被害状況の収集に関すること。 

庁舎の通信復旧に関すること。 

避難所班 市民窓口課長 
市民窓口課 

市民相談課 

避難所の管理運営に関すること。 

避難住民の食糧等の配分に関すること。 

ボラン 

ティア班 
市民活躍課長 市民活躍課 

災害ボランティアセンターに関すること。 

民間の救援隊の受入に関すること。 

区長との連絡に関すること。 

災害 

対策班 

防災危機管理

課長 
防災危機管理課 

国民保護措置の総合立案に関すること。 

本部および現地対策本部の開設および廃止に

関すること。 

本部の運営に関すること。 

災害指令の伝達および災害情報の通信連絡に

関すること。 

国・県・他市町村等との連絡調整に関すること。 

協定に基づく他機関の救援隊の編成および受

入に関すること。 

自衛隊に対する派遣要請に関すること。 

現地対策本部との連絡調整に関すること。 

特殊標章の交付に関すること。 

避難実施要領の作成に関すること。 

部内の庶務に関すること。 

政 策 経 営

部（政策経

営部長） 

秘書広報班 秘書広聴課長 
総合政策課 

秘書広聴課 

災害広報写真の収集等に関すること。 

報道関係機関等との連絡に関すること。 

本部長等の特命および秘書に関すること。 

中央省庁等の視察団、調査団等の受入に関する

こと。 

関係省庁および県に対する陳情資料等の作成

に関すること。 

部内の庶務に関すること。 

交通班 総合交通課長 総合交通課 公共交通機関等との連絡調整に関すること。 

財政班 財務管理課長 
財務管理課 

施設管理課 

国民保護関係の予算措置に関すること。 

本部に係る設備等の設置および管理に関する

こと。 

公用車の管理および車両の借上げに関すること。 

公共施設の燃料の確保に関すること。 

被災建築物の応急対策に関すること。 

応急仮設住宅に関すること。 
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部名 

（部長） 
班名 班長 構成課 分掌事務 

政策経営

部（政策経

営部長） 

被害調査班 税務課長 税務課 
住家の被害認定調査に関すること。 

罹災証明の発行に関すること。 

避難誘導・ 

救援物資班 
収納課長 収納課 

市民等の避難誘導（避難広報含む。）に関する

こと。 

救援物資の受入および配分に関すること。 

健康福祉部 

（健康福祉 

部長）  

避難行動要 

支援者対策班 
社会福祉課長 

社会福祉課 

長寿福祉課 

国保年金課 

避難行動要支援者（障がい者）の救護および収

容に関すること。 

障がい者の被害状況の調査に関すること。 

炊き出しに関すること。 

赤十字奉仕団との連絡調整に関すること。 

被災福祉施設の被害調査および応急対策に関

すること。 

避難行動要支援者（高齢者）の救護および収容

に関すること。 

高齢者の被害状況の調査に関すること。 

部内の庶務に関すること。 

児童福祉班 子育て支援課長 
子育て支援課 

保育・幼児教育課 

児童福祉施設および幼稚園の被害調査および

応急対策に関すること。 

保育所・こども園・幼稚園児の避難指示等に関

すること。 

母子家庭等の支援に関すること。 

救護班 
健康づくり 

課長 
健康づくり課 

医薬品等の調達および供給に関すること。 

医療機関との連絡調整に関すること。 

被災地における救護所の設置に関すること。 

防疫および食品衛生に関すること。 

産業環境部 

（産業環境 

部長） 

商工業班 商工観光課長 商工観光課 

商業関係の被害状況の調査収集に関すること。 

応急対策に要する労働力の供給に関すること。 

食料品その他生活必需物資の調達および配分

に関すること。 

工業関係の被害状況の調査収集に関すること。 

部内の庶務に関すること。 

農林班 農林政策課長 農林政策課 
農業関係の被害状況の調査収集に関すること。 

米穀等の調達供給に関すること。 

環境班 環境政策課長 環境政策課 

ごみおよびし尿等の処理に関すること。 

鯖江広域衛生施設組合との連絡調整に関する

こと。 
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部名 

（部長） 
班名 班長 構成課 分掌事務 

都市整備部

（都市整備 

部長） 

土木班 土木課長 土木課 

道路・河川・橋梁の確保、被害調査および応急

対策に関すること。 

林業関係の被害状況の調査収集に関すること。 

農道・林道等農林業施設の被害調査および応急

対策に関すること。 

交通規制に関すること。 

民間建設機械等の借上げに関すること。 

所管排水機場の管理・保全に関すること。 

部内の庶務に関すること。 

都市施設班 都市計画課長 
都市計画課 

公園住宅課 

公共土木施設災害の取りまとめに関すること。 

都市施設の応急対策に関すること。 

市営住宅の応急対策に関すること。 

給水班 

上下水道課長 上下水道課 

水道施設等の被害調査および応急対策に関す

ること。 

飲料水の供給確保に関すること。 

下水道班 

下水道施設等の被害調査および応急対策に関

すること。 

救出、捜索活動の応援に関すること。 

所管排水機場の管理・保全に関すること。 

教育部 

（教育委員会

事務部長） 

教育班 
教育政策 

課長  

教育政策課  

学校教育施設の被害調査および応急対策に関

すること。 

部内の庶務に関すること。 

学校教育課 
児童および生徒の避難指示等に関すること。 

学用品、教科書の調達および配分に関すること。 

輸送班 
生涯学習・ 

スポーツ課長 

生涯学習・ 

スポーツ課長 

文化課 

社会教育施設の被害調査および応急対策に関

すること。 

文化財の被害調査および応急保護対策に関す

ること。 

スポーツ施設の被害調査および応急対策に関

すること。 

緊急輸送に関すること。 

人員および支援物資等の輸送に関すること。 

支援部 

（議会事務 

局長） 

支援班 
議会事務局 

次長 

議会事務局 

市議会との連絡調整に関すること。 

他の部・班の応援に関すること。 

部内の庶務に関すること。 

監査委員事務局 他の部・班の応援に関すること。 

会計班 会計課長 会計課 
救援資金の受け入れに関すること。 

災害対策に係る現金の出納に関すること。 
被災者総合

相談所班 
 

各課選抜 被災者総合相談に関すること。 
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３－３－１ 安否情報関連様式 

様式第１号（第１条関係） 

安否情報収集様式（避難住民・負傷住民） 

記入日時（   年   月   日   時   分） 

① 氏名  

② フリガナ  

③ 出生の年月日    年   月   日 

④ 男女の別 男     女 

⑤ 住所（郵便番号を含む）  

⑥ 国籍 日本   その他（    ） 

⑦ その他個人を識別する情報  

⑧ 負傷（疾病）の該当 負傷     非該当 

⑨ 負傷または疾病の状況  

⑩ 現在の居所  

⑪ 連絡先その他必要情報  

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①～⑪を回答

する予定ですが、回答を希望しない場合は、○で囲

んで下さい。 

回答を希望しない 

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答する予定で

すが、回答を希望しない場合は○で囲んで下さい。 
回答を希望しない 

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者からの照会

に対する回答または公表することについて、同意す

るかどうか、○で囲んで下さい。 

同意する 

 

同意しない 

備考 

（注１） 本収集は国民保護法第９４条第 1項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保護に

十分留意しつつ、上記⑫～⑭の意向に沿って同法第９５条第１項の規定に基づく安否情報の照

会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留

者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パソコ

ンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

（注２） 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知人

とは、友人、職場関係者、近所の者およびこれらに類する者を指します。 

（注３） 「③出生年月日」欄は、元号表記により記入願います。 

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に記入願います。 
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様式第２号（第１条関係） 

安否情報収集様式（死亡住民） 

記入日時（   年   月   日   時   分） 

① 氏名  

② フリガナ  

③ 出生の年月日    年   月   日 

④ 男女の別 男     女 

⑤ 住所（郵便番号を含む）  

⑥ 国籍 日本   その他（    ） 

⑦ その他個人を識別する情報  

⑧ 死亡の日時、場所および状況  

⑨ 遺体が安置されている場所  

⑩ 連絡先その他必要情報  

⑪ ①～⑩を親族・同居者・知人以外の者からの照会

に対し回答ことにへの同意 

同意する 

 

同意しない 

備考 

（注１） 本収集は国民保護法第９４条第 1項の規定に基づき実施するものであり、親族・知人につい

ては、個人情報の保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会があれば

回答するとともに、上記⑪の意向に沿って同法第９５条第１項の規定に基づく安否情報の照会

に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者

の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パソコン

の入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。 

（注２） 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知人

とは、友人、職場関係者、近所の者およびこれらに類する者を指します。 

（注３） 「③出生年月日」欄は、元号表記により記入願います。 

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に記入願います。 

⑪の同意回答者名  連絡先  

同意回答者住所  続柄  

（注５） ⑪の回答者は、配偶者または直近の直系親族を原則とします。 
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様

式
第

３
号
（

第
２
条
関
係
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安
 否

 情
 報

 報
 告

 書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

報
告

日
時
：

 
 
 

年
 
 

 
月

 
 
 
日

 
 
 

時
 
 
 

分
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

市
町

村
名
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
担
当
者

名
：

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

備
考
 

                  

備
考

 
 
 
 

１
 

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本

工
業
規

格
Ａ
４

と
す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 
 
 

２
 

「
③
出
生
の
年
月
日
」
欄

は
元
号

表
記
に

よ
り

記
入
す

る
こ

と
。
 

 
 
 
 
 
 

３
 

「
⑥
国
籍
」
欄
は
日
本
国
籍
を
有
し
な
い

者
に

限
り
記

入
す

る
こ

と
。
 

 
 

 
 

 
 
４

 
武

力
攻
撃
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民

に
あ

っ
て

は
、
「

⑨
負

傷
ま

た
は

疾
病

の
状

況
」

欄
に

「
死
亡

」
と

記
入

し
た

上
で
、
加
え
て
「
死
亡

の
日
時
、
場
所
お
よ
び
状
況
」
を
記
入
し
「
⑩

現
在
の
居
所
」

欄
に
「
遺
体
の
安
置
さ
れ
て
い
る
場
所
」
を

記
入
す

る
こ
と

。
 

 
 
 
 
 

 
５
 

⑫
～
⑭
の
希
望
ま
た

は
同

意
欄
に
は
、
安

否
情
報

の
提
供
に

係
る

希
望

ま
た
は

同
意
に

つ
い
て
「
有

」
ま

た
は
「
無

」
と

記
入
願
い
ま
す
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
希
望
ま
た
は
同

意
に
つ

い
て
特
段
の

条
件
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
条
件
を
「
備

考
」

欄
に

記
入
す

る
こ
と

。
 

⑭
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者

へ
の
回
答
ま
た
は
公
表
の
合
意
 

                  

⑬
知
人
へ
の

回
答
の
希
望
 

                  

⑫
親
族
・
同
居
者

へ
の
回
答

の
希
望
 

                  

⑪
連
絡
先
そ
の
他

必
要
情
報
 

                  

⑩
現
在
の
居
所
 

                  

⑨
負
傷
ま
た
は
疾
病
の

状
況
 

                  

⑧
負
傷
（
疾

病
）
の
該
当

 

                  

⑦
そ
の
他
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
情
報
 

                  

⑥
国
籍
 

                  

⑤
住
所
 

                  

④
男
女
の
別

 

                  

③
出
生
の
年

月
日
 

                  

②
フ
リ
ガ
ナ
 

                  

①
氏
名
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様式第４号（第３条関係） 

安 否 情 報 照 会 書 

年  月  日 

総務大臣 

（都道府県知事） 殿 

（市町村長） 

申 請 者 

住所（居所）               

氏  名                 

 

下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第９５条第１項

の規定に基づき、安否情報を照会します。 

照会をする理由 

（○を付けて下さい。③の場

合、理由を記入願います。） 

① 被紹介者の親族または同居者であるため。 

② 被紹介者の知人（友人、職場関係者および近隣住民）であるため。 

③ その他 

  （                           ） 

備       考  

被
照
会
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

氏    名  

フ リ ガ ナ  

出生の年月日  

男 女 の 別  

住    所  

国    籍 

（日本国籍を有しない

者に限る。） 

     日本           その他（       ） 

その他個人を識別する

ための情報 
 

※ 申 請 者 の 確 認  

※ 備       考  

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とします。 

２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地を記入

願います。 

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。 

４ ※印の欄には記入しないで下さい。 
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様式第５号（第４条関係） 

安 否 情 報 回 答 書 

年   月   日 

            殿 

 

総務大臣 

（都道府県知事） 

（市町村長） 

 

   年   月   日付けで照会があった安否情報について、下記のとおり回答します。 

避難住民に該当するか否かの別  

武力攻撃災害により死亡しまたは負

傷した住民に該当するか否かの別 
 

被 
 

照 
 

会 
 

者 

氏     名  

フ リ ガ ナ  

出生の年月日  

男 女 の 別  

住     所  

国     籍 

（日本国籍を有しない者に限る。） 
      日本        その他（       ） 

その他個人を識別 

するための情報 
 

現 在 の 居 所  

負傷または疾病の状況  

連絡先その他必要情報  

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」または「非該当」と記入し、「武力攻

撃災害により死亡しまたは負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負傷」ま

たは「非該当」と記入すること。 

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷または疾病の状況」欄に「死亡」と

記入した上で、加えて「死亡の日時、場所および状況」を記入し、「居所」欄に「死体が安

置されている場所」を記入すること。 

５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。 
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３－３－２ 被災情報報告様式 

 

年  月  日に発生した○○○による被害（第 報） 

 

年   月   日   時   分 

鯖 江 市 

 

 

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（または地域） 

 

 ⑴ 発生日時     年   月   日 

 

 ⑵ 発生場所  ○○市△△町Ａ丁目Ｂ番Ｃ号（北緯  度、東経  度） 

 

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要 

 

 

３ 人的・物的被害状況 

 

市町村名 

人 的 被 害 住 家 被 害 

その他 

 

死者 
行方 

不明者 

負 傷 者 
全壊 半壊 

重傷 軽傷 

 (人) (人) (人) (人) (棟) (棟)  

        

        

        

 

 

可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢および死亡時の概況を

一人ずつ記入してください。 

 

 市町村名 年月日 性別 年齢 概     況  
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３－３－３ 鯖江市防災行政無線局管理規程 

鯖江市防災行政無線局管理規程 

昭和５９年１２月１４日 

訓令第６号 

庁中一般 

各出先機関 

（目的） 

第１条 この規程は、鯖江市が設置する防災行政無線局管理について、電波法（昭和２５年法律第１

３１号）その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 無線局 電波法第２条第５号に規定する無線局で、主に防災のために使用するものをいう。 

⑵ 同報親局 同報通信方式による特定の２以上の受信設備に対し、同時に同一内容の情報を送信

する無線局をいう。 

⑶ 同報子局 同報親局から発射された電波を受信して、拡声装置により情報を伝達する屋外に設

置する装置をいう。 

⑷ 同報再送信子局 同報親局と同報子局との間の通信を中継し、かつ、同報子局と同様の屋外拡

声機能を有する無線局をいう。 

（使用の原則） 

第３条 防災行政無線は、災害予防、災害応急対策および災害復旧等のための通信に使用するもので

あるが、平常時は行政事務の効率的執行に使用するものであり、これを濫用してはならない。 

（構成等） 

第４条 無線局は、同報親局、同報子局および同報再送信子局から構成するものとする。 

２ 無線局の周波数、名称、設置場所等は、同報系については別表のとおりとする。 

（無線管理者） 

第５条 無線局に無線管理者（以下「管理者」という。）および無線副管理者（以下「副管理者」と

いう。）を置き、管理者には防災危機管理課長の職にある者を、副管理者には防災危機管理課参事

の職にある者(防災危機管理課に参事を置かない場合においては、防災危機管理課課長補佐その他

の上席の職員)をもつて充てる。 

２ 管理者は、常に無線局の運用状況を把握し、無線局の機能が十分発揮できるよう管理しなければ

ならない。 

（無線取扱責任者） 

第６条 同報親局の操作卓および遠隔制御装置（以下「制御器等」という。）の設置課等に、それぞ

れ無線取扱責任者を置き、当該課等の長をもつて充てる。 

２ 無線取扱責任者は、当該制御器等の使用、管理について管理、監督に当たるものとする。 

（無線従事者） 

第７条 制御器等の設置課等に、それぞれ無線従事者を置き、職員のうちから電波法第４０条第１項

に定める資格を有するものをもつて充てる。 

２ 無線従事者は無線取扱責任者の命を受け、当該制御器等の操作を行うものとする。 
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３ 無線従事者は、無線局の正常な運用を確保するため、制御器等を随時点検しなければならない。 

（運用時間） 

第８条 無線局の運用時間は、常時とする。 

（通信統制） 

第９条 管理者は、次に掲げる優先順位および基準に基づき、無線局の通信の統制を行うことができ

る。 

⑴ 人命に関すると思われる緊急を要する通信 

⑵ 災害が発生し、もしくは発生するおそれがあるときまたは必要があると認めた緊急を要する通

信 

⑶ 行政事務の執行に必要な緊急を要する通信 

⑷ 時報 

（待機命令） 

第１０条 管理者は、災害が発生し、もしくは発生するおそれがあるときまたは必要があると認めた

ときは、直ちに関係のある無線取扱責任者に通知し、関係者を待機させ、通信の確保に必要な処置

をとらせなければならない。 

（訓練） 

第１１条 管理者は、防災行政無線が効率的に運用されるようにするため、年１回以上関係者の訓練、

研修を行うものとする。 

（定期点検） 

第１２条 管理者は、年１回以上無線局の定期点検等を実施するものとする。 

（業務日誌） 

第１３条 無線取扱責任者は、備え付けの無線業務日誌（様式第１号）に必要な事項を記載しなけれ

ばならない。 

（抄録の提出） 

第１４条 無線取扱責任者は、無線業務日誌によつて、無線業務日誌の抄録（様式第２号）を毎月管

理者に提出しなければならない。 

（その他） 

第１５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 
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別表 

種   別 周 波 数 出力 設置場所 設置数 呼出名称 

同
報
親
局 

親局無線 

電波装置 

６０．５００ 

ＭＨｚ 

５Ｗ 市役所 １  

操 作 卓  市民生活課 １ さばえし 

遠隔制御器  鯖江・丹生消防組合消防本部 １ さばえし 

同 報 子 局  

上河内町公民館 １ 

 

沢町公民館 １ 

中山間交流会館 １ 

寺中町河和田神社参道 １ 

椿坂町会館 １ 

莇生田町公民館 １ 

越前漆器伝統産業会館 １ 

河和田町会館 １ 

市道北中戸口線消雪用水施設 １ 

東部児童センター １ 

川島多目的集会場 １ 

上戸口集落センター １ 

中戸口白山神社前公園 １ 

北中山小学校 １ 

磯部町公民館 １ 

落井町公民館 １ 

松成町八幡神社 １ 

青葉台ふれあい会館 １ 

乙坂今北町公民館 １ 

別所町集落センター １ 

片上小学校 １ 

南井町集落センター １ 

四方谷町集落センター １ 

吉谷町集落センター １ 

下河端多目的集会場前 １ 

舟枝町公民館 １ 

原公民館 １ 

御幸第３公園 １ 

神中公園 １ 

立待小学校 1 

吉川小学校 1 

豊小学校 1 

石田保育所 1 

平井第１公園 1 

熊田公民館 1 

下司町 1 

ふれあいみんなの館さばえ 1 

同 報 

再送信 

同報親局 

との通信 
３Ｗ 河和田小学校 １ 

ぼうさい 

かわだ 
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子 局 同報子局 

との通信 ６３．６０５ 

ＭＨｚ 

１Ｗ 

同 報 子 局  
金谷町グラウンド １ 

 
西袋公民館 １ 
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４－３－１ 民間輸送機関一覧表 

（令和 4年 10月 1日現在） 

会  社  名 住   所 ＴＥＬ 

甲 斐 運 送 神中町２丁目 909-１ 52-8876 

是 則 北 陸 運 輸 （ 営 ）  鳥羽町 43-６-１ 52-5786 

サ イ ト 運 輸  五郎丸町 316 51-8357 

瀧 ヶ 花 運 送  下野田町７-４ 62-0008 

戸 ノ 口 運 輸  落井町 52-10-１ 65-1112 

山 本 運 輸  御幸町２-４-４ 52-1846 

ヤ マ ト 運 輸  神中町２丁目 401-２ 0570-200-000 
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５－２－１ 危険物施設一覧表 

（令和 4年 10月 1日現在） 

製造所等の別 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 区 

合

計 

製

造

所 

貯   蔵   所 取   扱   所 

小

計 

屋

内

貯

蔵

所 

屋

外

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

屋

内

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

地

下

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

移

動

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

屋

外

貯

蔵

所 

小

計 

給

油

取

扱

所 

 

第

１

種

販

売

取

扱

所 

第

２

種

販

売

取

扱

所 

一
般
取
扱
所 

屋
内
給
油
取
扱
所 

自
家
給
油
取
扱
所 

鯖 江 ・ 新 横 江 地 区 39  25 2 1 1 15 6  14 11 1 1 2  1 

神 明 地 区 113 4 84 17 23 1 27 11 5 25 6 1 2 1 2 16 

中 河 地 区 54 1 39 4 12  10 12 1 14 2     12 

片 上 地 区 2  2  1  1   0    0   

立 待 地 区 25  18 9 1 1 6 0 1 7 5  1   2 

吉 川 地 区 13  12 6 2  2 2  1      1 

豊 地 区 25  19 8 3 1 6 1  6 2  1   4 

北 中 山 地 区 4  4 2 1  1          

河 和 田 地 区 18  14 8   3 2 1 4 2    1 1 

合 計 293 5 217 56 44 4 71 34 8 71 28 2 5 3 3 37 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

平成１９年 １月 作成 

平成２９年 ６月 修正 

令和５年  ３月 修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯖江市国民保護計画 
 

 

令和５年３月 

 

編集発行 鯖江市 
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